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序	 文 

 
	 本研究部会が企図する主な研究目的は以下の２点である。第一は、わが国における簿記の伝統的な

学びがどのように形成されたのか、その歴史的過程を確認しそこにおける特徴を析出することであり、

第二は、「アクティブ･ラーニング」と呼称される新しい学習方法の実践例を紹介し、それらが簿記の

学びに対してどのように有効な作用をするのかあるいは有効性が期待されるのかについて検証するこ

とである。 

	 わが国における簿記教育は明治初期から社会的な規模で実践され普及してきた。西洋からの簿記書

の輸入と翻訳から始まった簿記教育であったが、その後、その論理形成においては独自の展開を遂げ

たといわれる。簿記の論理は教育と密接に関連する。そこで、明治期以降140年ほどの歴史を有する

わが国の伝統的な簿記の学びの形成過程を歴史的かつ理論的に検討し、そこにおける特徴を析出した。

その成果は最終報告書の第1部に掲載されている。 

	 また、近年、大学など高等教育においてもアクティブ・ラーニングを用いた学習のスタイルが普及

しつつある。それは、授業者が一方的に学生に知識伝達をする講義スタイルではなく、課題研究やPBL

（プロジェクト・ベースド・ラーニング）、ディスカッション、プレゼンテーションなど、学生の能動

的な学習を取り込んだ授業を総称したものである。そこで本研究の第二の目的にしたがって、簿記会

計に関するアクティブ･ラーニングの実践例を紹介した。また、すべてではないがこれら事例研究の多

くにおいて教育の成果測定を行っており、新しい簿記の学びがどのような積極的な効果を持ったのか

（あるいは持たなかったのか）を評価している。なお、中間報告紹介した実践事例は4例であったが、

さらに５例を加えた、あわせて９つの事例を最終報告では含めている。 

	 さらに、本部会申請時点および中間報告時点では主要な目的としてはいなかったが、アクティブ・

ラーニングなど簿記の学びに対する新しいアプローチについて、教育学的観点から考察を行う必要を

感じた。加えて、経済環境の変化がもたらした簿記会計に関する諸概念の変化について整理とその理

論的検討を行っている。 

	 本研究部会における検討成果が、これからの簿記の学びに対して新しい地平が切り拓き、よりよい

簿記教育の進展に貢献することができることを望んでいる。 
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第 1 章	 伝統的な簿記の学びの形成と展開	 

 

工藤栄一郎（西南学院大学）	 

 

Ⅰ	 はじめに	 

 

	 周知のように，明治維新前後から，西洋における技術や社会制度や文化や思想にいたる

まで非常に多くのものが紹介され，近代的な新国家建設を目指す日本および日本人は，そ

の摂取に貪欲であった。とりわけその初期において近代化は西洋化と同意義であった。簿

記および会計の技術とその知識もこの潮流のなかに位置づけられる。したがって，一般的

に，日本における簿記･会計に関する技術と知識の普及については，明治時代からその考察

をはじめることが多い。 

	 だが，当然のことではあるが，近代以前において日本の商業はすでに盛んに発達してお

り，いくつかの商家においては高度に洗練され組織管理の目的に適合的な会計システムが

機能していたことが実証されてもいる1。つまり，庶民階級である商人は近世においてすで

に文字の読み書きと計算能力を身につけており，彼らは独自の簿記･会計技術を有していた

ことになる。しかしながら，近世まで，簿記･会計に関する知識が社会に広く普及していた

という事実は確認できない。つまり，実践される技術ではあっても，簿記･会計は，その知

識が社会的に共有されているわけではなかったのである。 

	 日本にとって，簿記･会計に関する知識が社会的に普及するようになるのは，近代になっ

て，西洋式の会計すなわち複式簿記が導入され，それに関連する教科書類が刊行され流通

し，また，学校教育制度が整備されるにともなってからのことである。 

	 本章では，このような歴史的事実を確認することで，日本において簿記･会計に関する知

識が社会的に広がり，また，その内容が標準化し制度化していく過程を検証することを目

的としている。このような問題意識を開いていくにあたって，まずは，近代以前すなわち

江戸時代における商人教育と簿記･会計のリテラシーについて見ていくことからはじめて

いこう。 

 

	  

                                            
1 たとえば，小倉（1962），河原（1977），西川（1993）などがある。 
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Ⅱ	 近世における商人教育と閉ざされていた簿記･会計教育	 

 

	 ここでは，江戸時代において，商人たちがどのようにして，商人として必要な知識や技

術を身に付けていったか，そして簿記･会計の教育はどのような状況にあったのかについて

見ていくこととする。 

	 江戸時代末期における日本人の識字率の高さは世界で類をみないほどであったという。

支配階級であった武士だけにあてはまることではなく，都市に住む商人に対してだけでも

なく，中層以上の農民ですら文字の読み書き能力を持っていたとされる。世の中にはあら

ゆる種類の本があふれ，庶民はそれらから生きていく上での知恵を学び，また人生を楽し

んだのである。このように，17 世紀以降において日本はすでに「文字社会」であったので

ある（辻本 2010）。 

	 この時代に庶民階級によって書かれた文書資料は膨大な量にのぼるといわれている。と

くに「民衆文書」と一括される，訴訟関係文書，売買･賃借･契約等の証文類，家計簿や商

業帳簿，日記や手紙，それにメモなど，現存する資料はじつに多岐に及ぶ。それはあたか

も，中世末期のイタリアの商業諸都市において「文書主義」の文化のなかにあった商人の

すがたを彷彿とさせる。またこのような文字社会が成立する要因として，イタリア商業都

市の場合と同様に，近世日本における商業･流通の発展とそれにともなう都市の形成をあげ

ることができるだろう。 

	 もっとも近世を文字社会として成立させることとなった直接の要素は，庶民に対する教

育である。社会が商人に代表される庶民階層に文字の読み書き能力を要請し，それに応え

るための教育システムが形成されたのである。一般に「寺子屋」2といわれる文字学習所が

それである。一概に寺子屋といっても，教育の質や内容，学習者の階層，教師の身分，運

営や規模など，その実態はきわめて多様であった。しかし，文字の読みと書き，それにそ

ろばんを用いた簡単な計算など初歩的なリテラシーを身につけさせたことではほぼ共通し

ている。近世になって数多く出現したこの普通初等教育機関で学んだのは，主として 6，7

歳から 12，3 歳くらいまでの庶民階層の子どもたちであった。寺子屋は全国的に出現して

おり3，江戸時代から明治初年に至るまでに，その数は総計で 1万 5千以上にものぼった（梅

                                            
2 寺子屋とは，文字どおり，本来的には中世の寺院においておこなわれた世俗教育にその源があると考え
られている。また，Dore（1965）によれば，寺子屋という呼称は主として関西以西におけるものであって，
江戸では「手習所」と呼ばれていたという。 
3 寺子屋が全国規模で普及したことは事実であるが，もちろん地域によってその密度には差があった。梅
原（1988）が明らかにした数字は明治時代に文部省によって実施された調査結果を公表した『日本教育史
資料』に基づいているが，この調査自体の精密さに地域間でのばらつきがあったりしたことが指摘されて

いる。もちろん，地方都市でありながら非常に多くの寺子屋が存在した長野や岡山や山口などは，もとも

と教育熱心な風土があったとか，反対に有力な藩のひとつでありながら極端にその数が少ない鹿児島にお
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原 1988,  296-297頁）という。 

	 寺子屋における教育の社会的要請が高かったのは，いうまでもなく都市においてである。

江戸や大坂や京都などの大都市の寺子屋は規模も大きく，そこで教える教師たちは，それ

を専業とする者が普通であったという。この点においても，中世イタリアの商業都市にお

ける「知識」を「商品」として売る「商人としての教師」と類似している（児玉（1993））。 

	 さて，庶民に対する教育機関として機能する寺子屋では，何がどのように教えられたの

であろうか。もちろん，「読み･書き」であるので，字を書くことすなわち習字と，読むこ

とすなわち読書であるが，ここで注目すべきはこれらを教育する際のメディア，すなわち，

教科書類である。とくに重要なのは「往来物」と呼ばれる伝統的な教本である（石川 1988）。

もともと，往来物という呼称は，上世すなわち平安時代後期以降に現れる往復書簡の形式

をとった文例集に由来するが，その実態は，はじめから初歩的な学習のための教科書とし

て作成され編まれたものである。「いろは」から始まる文字習得の次の段階において，これ

ら往来物を用いた教育が実施された。庶民階級の子どもたちは往来物を手本にして習字や

読書をすることで用語・文章表現・書式などを学ぶと同時に，そこに書かれている内容に

ついて学習したのである。 

	 つまり，往来物に記述されている内容は，日常生活で必要なさまざまな知識と社会生活

上の礼儀や徳についてであった。代表的なものは南北朝末期から室町時代前期頃に成立し

たとされる『庭訓往来』である。そこには，衣食住・職業・領国経営・建築・司法・職分・

仏教・武具・教養・療養など，多岐にわたる一般常識について記述されている。多くの単

語と文例が学べるよう工夫されているだけでなく，絵による描写があるなどわかりやすさ

を追求している。『庭訓往来』は時代を超えた多くの普遍的な社会常識をその内容としてい

るため江戸時代に入っても寺子屋の教本として用いられ続けた。 

	 中世末期までに編まれた往来物（これらは「古往来」と称される（石川 1949）は，その

長い歴史にもかかわらず現存が確認されるものは 40ほどしかない。しかし，江戸時代にな

ると，新たな往来物が次々と現れるようになる。 

	 ここでの関心からとりあげるのは『商売往来』である。その冒頭はつぎの文言で始まる。 

 

凡 商 売 持 扱
およそしょうばいもちあつかう

文字
も じ

 員数取遣之
いんずうやりとりの

日記
に っ き

 証文注文請
しょうもんちゅうもんうけ

取
とり

質入
しちいれ

算用帳
さんようちょう

目録
もくろく

 仕切之覚也
しきりのおぼえなり

 
 

	 すべて漢文調（擬漢文体）で表記されているが，ひらがなが付され簡単に読み下せるよ

うに表記されている。全体的には，実際に商売をおこなう上で知っておくことが必要な用

                                                                                                                                
いては，人口に占める武士階級の比率が非常に高く，そもそも寺子屋での学習対象者である町人階層がき

わめて少なかったなどという説明も可能である（梅原 1988, 298-299頁）。 

9



語や商品名などが羅列されるとともに，商人としてあるべき生活や心構えなどについて述

べている（石川 1988）。 

	 『商売往来』のなかには版を重ねただけでなく 50種類以上にも及ぶ数多くの異版も存在

した。また，『増続商売往来』『新続商売往来』『女商売往来』『教化増補日用商売往来』な

どなど，類書や改纂本も多いという（仲 1949, 56頁）。 

	 また，商人になるにあたって必要な計算能力についての教科書としては『塵劫記』とい

う教本がある。『塵劫記』で書かれている内容の多くは日常生活とくに商業生活に関連する

ものであり，これは商業算術書といえる。これも非常に長い間にわたって版を重ねただけ

でなく多くの異本や類書が現れた。 

	 このように，近世においてはすでに商人に代表される庶民の教育メディアすなわち知識

の伝達メディアとしての教科書類が社会のなかで一般化していたこと。この事実の背景に

は，近世の日本においては商業出版がすでに社会的装置として存在していたことがあげら

れる。最初に日本で書籍出版を専門の生業とした者は 17 世紀前期の京都においてである。

そして 17世紀の後期には大坂に，18世紀の中期には江戸へと広がり，19世紀までには地

方都市にまで普及していたとされている（長友 2002）。また，標準化された書き言葉が実

質的に確立し，これら近世の教育メディアによって全国的に普及していたことの意義も大

きい。このように，寺子屋の普及と相まって商業出版が確立することで，近世日本におけ

る商人リテラシーに関連する「知識の商品化」は急激に促進された。 

	 商人に必要なリテラシー，いわゆる「読み・書き・そろばん」についての教育の社会的

基盤は，近世の日本においては十分に整備されていた。しかしながら，驚くべきことに，「会

計」に関する教育が社会的な規模でなされた痕跡を確認することはできないのである。こ

こで，「社会的な規模での教育」というのは，前述してきたように，寺子屋など実質的に存

在した社会的な教育制度のなかで実践された教育のことを意味する。そして，そこでなさ

れた「教育の痕跡」を確認する証拠としては，『商売往来』や『塵劫記』などの教科書類が

出版されたという事実を指している。ところが，会計については，教本類の存在が確認さ

れないので，このような意味での社会的な教育がなされていなかったといわざるを得ない。

もちろん，商業上の実践的な知識やスキルは，徒弟制度のなかで個別的に伝達されたであ

る。たとえば親方が弟子にある技術を伝達しようとする場合，そこでの教育のメディアは

広い意味で「身体」ということになる（辻本 2010）。このようなマン・ツー・マンでの伝

達のやり方では，技術に関して知識として表現される結果は一様ではないだろうし，その

伝達の方法自体も伝達者と被伝達者の個性によっても様々となるであろう。しかも，この

やり方では一度に多数を相手に伝達することは容易ではない。これに対して，文字や言語

によって表現されれば，ある技術は普遍化された知識となって存在することとなる。そし
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て，それが社会的な教育機関で用いられると知識の巨大な伝達装置となる。 

	 少なくとも簿記･会計以外の商人として学ぶべき基礎的なことがらに関しては，上述の商

人教育制度のなかで実践されたことを考えると，簿記･会計に関して，それが社会的な規模

での広がりがなかったことはたいへん興味深い論点となる。 

	  

Ⅲ	 西洋型の新組織における簿記･会計の伝習と拡散	 

 

１	 政府組織における簿記･会計実践とその知識 

	 前述した，近世日本における教育の場の普及と教育メディアの一般化は，近代にとって

は貴重な遺産となった。教科書によって，技術や文化や道徳に関する知識は標準化されて

しかも多数を相手に伝達することが可能となる。近代日本における教育制度の国家的整備

は，この近世の成果を大きく受け継いで展開していくことになる。 

	 明治維新と相前後して西洋式の簿記･会計システムが日本に移入された。それは，まず，

いくつかの組織における簿記･会計システムとして実践された。しかしそれらは国家の西洋

化のためにそのシステムを「輸入」した特殊な組織であった。以下，そのいくつかを紹介

しよう。 

	 幣制改革のため，明治政府は，造幣寮の建設を慶応 4 年に大坂において着手した。ここ

に設置された貨幣鋳造機械などについては，2年前に閉鎖されたホンコンのイギリス王立鋳

貨局に設置されていたものを購入した。また，政府は機械だけではなく，貨幣鋳造技術の

指導のためにホンコンのイギリス造幣局長であったキンダー（T. W. Kinder）をはじめと

する外国人たちを雇い入れた。その中のひとりにブラガ（V. E. Braga）という人物がいた。

ブラガはホンコン生まれのポルトガル人で「勘定役兼帳面役」として造幣寮に雇用された。 

	 大坂造幣寮の会計システムはブラガによって構築された。その内容は，原始記録となる

①Voucher（「証拠」），仕訳のための下書きである②Waste Journal，そして仕訳帳である

③Journal（「日記簿」），総勘定元帳である④General Ledger（「原簿」），総勘定元帳の残高

を日単位で集計した⑤Daily Balance，そして定期的に決算書である Balance Sheet と

Profit & Loss Accountを作成するというものである（西川 1971）。つまり，仕訳作業以降

に関する帳簿組織から決算書作成にいたる一連の会計プロセスは，完全に複式簿記による

ものである。つまり，大坂造幣寮は複式簿記による西洋簿記を導入した日本で最初の組織

といえる。 

	 ブラガが導入した大坂造幣寮の西洋簿記の歴史的な意義は，日本人に対する技術移転に

おいても見い出すことができる。彼は，日本側の要請に応じて，寮内の日本人職員を対象

に簿記講習を行っている（西川 1982）。その講習内容は造幣寮の計算課長であった三島為
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嗣によって『造幣簿記之法』4として日本語でまとめられているが，これは三島自身が毛筆

墨書で記録した手稿本であり，公刊されたものではない。このように，ブラガの簿記講習

はごく限られた範囲でなされたものであり，西洋簿記の知識が広く普及するような直接的

な効果はなく，それが社会的なものとなるようなものではなかった。 

	 大坂造幣寮の組織運営は順調に進んだようで，鋳造技術ならびに経営管理を日本人に指

導するために雇用されていた外国人職員は，明治 8 年に解雇された。しかし，ブラガだけ

は，同年 2月に大蔵省本省に採用されたのである。 

	 明治 8 年，ブラガは，大蔵省本省において雇用され，同省の会計システム改革の仕事に

着手する。国家財政に対して会計記録による規律づけを有効にするため，大蔵省は，当初

より制度の改革を繰り返し実施してきたが，いっそうの改革，とくに記帳方式の改革の必

要を自覚していた。1876（明治 9）年 9 月に「大蔵省出納条例」が制定された。そこには

「凡ソ計算ニ関スル帳簿並記載法ハ総テ『フックキービング』ニ従ヒ」（第 34 条）という

条項が掲げられている。さらに本条例の実施規程である「伝票簿記条例」において「主要

ナル帳簿ヲ分チ日記簿及原簿ノ二種トス 日記簿トハ日々出納スル金員ヲ貸借二項ニ分チ

其事由ヲ明記シタルモノニシテ原簿ニ登録ス可キ基礎タリ 原簿トハ金銀出納ノ大簿冊ニ

シテ諸勘定ノ科目ヲ設ケ各貸借ヲ区別シテ出納ノ結局ヲ明ナラシムルモノナリ」（明治財政

編纂会 1904, 850頁）とあることから，「条例」における「フックキービング」という表現

が複式簿記を意味していることが明らかとなる。このようにして，大蔵省の簿記･会計シス

テムには，ブラガが大坂造幣寮で導入した複式簿記による西洋簿記が採用されたのである。 

	 大蔵省が，なぜ，自律性ある国家財政制度のための新しい会計システム（とりわけ記録

方式）に西洋式の複式簿記を採用しようとしたのか，その理由については明らかではない5。

だが，大蔵省が管轄する大坂造幣寮での西洋簿記による会計実践を，大蔵省自身，ある種

の「成功体験」と受けとめていたのではないだろうか。それだからこそ，本省においても

西洋式の複式簿記を導入しようと計画し，そのためにブラガを雇い入れたのだと思われる。

また，大蔵省（だけでなく他の政府機関もそうであるが）は，新たに誕生した行政機関で

あるため，従前の会計実践の経験を持ち合わせていない。つまり，適合的な代替会計シス

テムの選択肢を有していなかったのである。 

	 ブラガは大蔵省本省において「簿記計算法取調方」というポジションを与えられ，1876

（明治 9）年 1月に省内に設置された「簿記法取調掛」で簿記の講習を行ったとされる。西

洋式の会計リテラシーが日本人に対して伝えられた実例であるけれども，この部署は，大

                                            
4 本書は西川孝治郎によって発見され雄松堂書店から復刻されている。 
5 ここで「理由については明らかでない」と標記したのは，大蔵省の簿記･会計システムに西洋式の簿記を
導入した理由についての文書記録など確固たる証拠が見いだせていないという意味である。 
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蔵省内の職員に対して教授するために設置されたものであるので，広く社会に対して開か

れたものではなかった。 

	 しかし，ブラガによってもたらされた近代的な会計実践は普及を見せる。省内の会計に

新しい会計実践が導入されて１年半ほどが経過した 1878（明治 11）年 2月，「西洋複記式

記簿ノ方法ハ出納上必須」であるので，これを全国規模で普及させるため，すべての府県

に対して関連する業務につく職員を東京に派遣し西洋簿記の講習を受けさせるという通達

を出した。さらに，同年 8月には大蔵卿･大隈重信は，大蔵省だけでなく，すべての省庁に

「複記帳簿ノ法」を適用するよう太政大臣宛に稟議申請している。つまり，大蔵省は，自

省での西洋簿記の試験的な実践を「成功体験」と認識し，この方法を日本全国の政府組織

に対して適用しようとしたのである。 

	 その結果，1878（明治 11）年 11 月に「計算簿記条例」が大蔵省より通達された。そこ

には「各庁金銭ノ出納計算は総テ『複記法』ニ拠テ帳簿ヘ記入スヘシ」（第 1 条）とあり，

明治初期のある一定の期間6，日本の政府会計は完全に複式簿記を採用することとなったの

である。 

	 省内の会計に新しい会計実践が導入されて１年半ほどが経過した 1878（明治 11）年 2

月，「西洋複記式記簿ノ方法ハ出納上必須」であるので，これを全国規模で普及させるため，

すべての府県に対して関連する業務につく職員を東京に派遣し西洋簿記の講習を受けさせ

るという通達を出した。さらに，同年 8月には大蔵卿･大隈重信は，大蔵省だけでなく，す

べての省庁に「複記帳簿ノ法」を適用するよう太政大臣宛に稟議申請している。つまり，

大蔵省は，自省での西洋簿記の試験的な実践を「成功体験」と認識し，この方法を日本全

国の政府組織に対して適用しようとしたのである。 

	 その結果，1878（明治 11）年 11 月に「計算簿記条例」が大蔵省より通達された。そこ

には「各庁金銭ノ出納計算は総テ『複記法』ニ拠テ帳簿ヘ記入スヘシ」（第 1 条）とあり，

明治初期のある一定の期間，日本の政府会計は完全に複式簿記を採用することとなったの

である。 

	 この実践の適用は，その対象が官庁と地方政府ということもあり，絶対的な強制力を有

していた。その副産物として，明治 10 年代〜20 年代の初めにかけて，「官庁簿記」「官用

簿記」といったタイトルを持つ多数の教科書が出版されることとなった。これら簿記の教

科書は，それぞれの省庁や府県といった限られた場での会計実践に対するマニュアルであ

ると同時に，公刊された出版物であることから，実践の場を超えて，社会に広く西洋式簿

記の知識を普及させるための媒体としても機能したと考えられる。 
                                            
6 政府会計に西洋式の複式簿記を適用する実践は，1889（明治 22）年の「会計法」ならびに「会計規則」
の制定によって，現在まで連なることになる新しい会計制度が規定されるまでの 10年間ほど継続した。 
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	 西洋式の複式簿記による会計実践の適用は，その対象が官庁と地方政府ということもあ

り，絶対的な強制力を有していた。その副産物として，明治 10 年代〜20 年代の初めにか

けて，「官庁簿記」「官用簿記」といったタイトルを持つ多数の教科書が出版されることと

なった。これら簿記の教科書は，それぞれの省庁や府県といった限られた場での会計実践

に対するマニュアルであると同時に，公刊された出版物であることから，実践の場を超え

て，社会に広く西洋簿記の知識を普及させるための媒体としても機能したと考えられる。 

 

２	 銀行組織における簿記･会計の学び 

	 民間企業に移転した西洋式会計技術の事例について観察してみよう。その最初にあげる

べきは第一国立銀行である。近代的な銀行制度を整備するにあたり，アメリカ合衆国の国

法銀行制度にならって，明治 5 年に「国立銀行条例」が制定された。明治 6 年に設立され

た第一国立銀行をはじめとして，この法律によって設立された銀行は明治 12年までに 153

にのぼった。これら銀行の業務全般に対して，政府は厳格な監督および指導をおこなった。

とりわけ，会計システムに関しては統一的な制度の確立をはかった（西川 1982, 21頁）。政

府はスコットランド人の銀行家シャンド（A.A. Shand）を「紙幣頭附属書記官」として雇

用し，銀行経営のための会計システムを立案させると同時に，その簿記技術指導をおこな

うための部局を開設し，さらにそこにおいて教育にも従事させた。 

	 第一国立銀行は日本ではじめての商業銀行であると同時に民間資本によるはじめての株

式会社である。しかしながら，銀行制度の整備それ自体が明治政府の主導のもとに企画さ

れたものであり，採用される会計システムに至るまで，強く国家主導の色彩が濃いといえ

る。 

	 シャンドの主要な業務は，銀行の業務一般について日本人に教育を与えることであった

が，なかでも重要なのは，銀行簿記についてである。シャンドから教育を受けた対象は，

明治 6 年 8 月 1 日に営業を開始した日本での最初の近代的銀行でかつ民間の株式会社であ

る第一国立銀行が設立される以前の準備段階にあった行員たち，それに，銀行を監督する

機関である大蔵省の職員たちである。 

	 その教育内容を表したものが『銀行簿記精法』である。いうまでもなく，同書で解説さ

れている会計は複式簿記による西洋簿記である。上記のように，シャンドは銀行制度が始

動する以前の準備段階において簿記教育を行っている。『銀行簿記精法』はそれを事後的に

整理してまとめたものである。本書が刊行されてからわずか数ヶ月後の明治 7 年 4 月，大

蔵省は紙幣寮銀行課に「銀行学局」という部局を設置して，若手の課員を中心に簿記や経

済学など銀行業務に関する教育を行った。銀行学局は，その後，教育の範囲を国立銀行の

行員およびその他の人々にまで拡張した。 

14



	 また，「国立銀行条例」のもとで，きわめて短期間のうちに 150を超える民間の銀行が設

立された。シャンドによって教授された西洋簿記に関する教育は『銀行簿記精法』を媒体

として日本全国に拡散していくこととなったのである。ここで重要なのは，すべての銀行

において『銀行簿記精法』に基づいた会計が統一的に実践されることとなったという点で

ある。この意味において，大蔵省の「計算簿記条例」もすべての省庁と地方政府の会計実

践を標準化したということで類似しているが，『銀行簿記精法』の社会的影響はそれよりも

はるかに大きく，特定の組織内部で行われる会計実践を超えて，西洋式簿記に関する知識

の社会的普及にも貢献したといえる。 

	  

Ⅳ	 簿記書の出版と簿記･会計教育機関としての民間学校	 

 

 	 前述のように，アラン・シャンドによってもたらされた西洋式複式簿記による会計実践

は，新たに設立された近代的な銀行において実践されると同時に，その副産物としての『銀

行簿記精法』の出版によって，西洋式複式簿記の知識は社会的に普及していった。このこ

とは，会計リテラシーが社会に普及するにあたって重要なのは，実践そのものではなく，

実践の技術を知識化しそれを教育という行為によって普及させることであることを明白に

する。わが国において，西洋式会計は，実践される技術としてというよりも，むしろ，知

識としてまず社会のなかにその地位を確立していったこととなる。 

	 そこで，簿記･会計に関する知識の社会的普及の始まりを考える際には，教育との関連を

検討する必要がある。しかもそれは社会的に広範な規模で実践される教育である。そこで

ここでは，社会制度としての「学校」と「教科書」に着目したい。ある教育史研究者よれ

ば，「近代というのは，国家が国民を教育する時代」であり，「学校が伝えているのは『近

代の知』である」7という。そこにおいて知識の伝達媒体となるのはいうまでもなく教科書

である。教科書は「知の商品化」を促進させる手段でなのある8。 

	 明治 6 年，日本近代化の象徴的思想家である福澤諭吉は，アメリカの初級簿記テキスト

を翻訳し『帳合之法』（初編）として出版した。これに与える正当な評価としては，本書が

簿記･会計技術に関して文字で書き表された日本で最初の著作物であるという点にこそあ

る9。つまり，福澤は会計技術の知識化を成し遂げたということにおいて価値があるのであ

る。さらに，『帳合之法』は福澤がおこした慶應義塾だけにとどまらず，その後まもなくの

                                            
7 辻本（2010）3頁。 
8 Burke（2001）。 
9 黒澤（1994）は，『帳合之法』を福澤の近代化思想の象徴の 1つであるとして，『学問のすヽめ』とあわ
せて，文化史的・思想史的観点から考察している。 
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あいだに整備されてゆく学校教育制度のなかで教科書として使用されるようになった。福

澤の最大の功績は簿記･会計知識の社会的な普及にあったといっていい。 

	 ほぼ同時期に，前述したように，第一国立銀行の会計システムを立案したシャンドが簿

記技術指導を教授した内容をまとめた『銀行簿記精法』が大蔵省より出版されている。そ

の初版こそ 1000 部である（西川 1982）が，銀行学局という特殊な場で限られた者のみを

教育の対象者としていたこと，内容が銀行簿記であるということから，簿記･会計知識の社

会的な普及に対して直接的な貢献の度合からすると，『帳合之法』には及ばない10。 

	 また，会計リテラシーの社会的規模での伝達・普及について福澤は有利な立場にあった。

それは，福澤自身が版下から販売までに至る一連の出版事業すべてを営んでいたという事

実から説明できる（玉置 2002）。明治 5年に初版が出された『学問のすゝめ』は，全 17編

あわせてであるが，のべで 340万部が全国で売れたという。『帳合之法』の販売部数がどれ

ほどであったか正確にはわからないが，近代日本の思想的リーダーであった福澤が出版す

る本はおそらくどれも多く売れたと推察できる。 

	 また，慶應義塾あるいはこれに関連またはこれから派生する教育機関において，西洋式

の会計知識を学んだ者たちのなかには，他の西洋式簿記書の翻訳またはすでにある翻訳書

底本にした類書を出版した者もあるし，あるいは，明治初年にわたって整備されていく学

校教育制度のなかで簿記教育に従事した者が少なくない。 

	 大蔵省紙幣寮のなかに設置された「銀行学局」は部局内での教育にとどまらず，その影

響は外部へも広がっていった。しかし，その広がりの仕方は直接的なものではなく，シャ

ンドによって教示された近代的な会計知識を受容した人々が，多様な教育の場において，

その知識を伝達することで達成されたものである。また，福澤諭吉の『帳合之法』につい

ても同様である。ここで注意すべきは，近代的な知識である簿記･会計に対する社会的なニ

ーズが醸成されていたという事実である。 

	 福澤の啓蒙活動11が実を結ぶかのように，明治初期の一時期において，商業教育をはじめ

とした「実学教育」は活発な状況をみせる。しかし，明治 20年頃には，商人にとって学校

教育は必要でないという理由で，その勢いは一時的に大きく衰退する12。だがそのような状

況においてさえ，会計に関する教育はいっこうに熱を冷ますことなく増加していった13。こ

                                            
10 しかしながら，銀行学局での簿記教育によってシャンドの影響を直接または間接的に受けた少ない者た
ちはその後産業界の各方面で活躍し，そこにおいて西洋式会計技術の移転に貢献している。しかしそれは

会計実践としての技術移転であり，本章で関心を持っている会計知識の社会的な普及ではない。 
11 明治 5年から明治 9年にわたって 17分冊で刊行された『学問のすゝめ』において，その最初の部分に，
「･･･もっぱら勤むべきは人間普通日用に近き実学なり」と論述していることなどからも，一般庶民とりわ

け商人が自立する上で必要な知識や技術を教育によって身につけることの意義を強調している。 
12 天野郁夫（2005）217-219頁。 
13 明治期前半の東京において簿記学校の存在を調査した西川（1971）によれば，明治 13年においては 26
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のような会計教育ブームを支えたのは，国家によって整備された公的な教育制度によって

ではなく，民間によって設置されたいわゆる「簿記学校」によってである。 

	 以下に示したのは，東京において存在した民間経営による商人のための学校のうち，カ

リキュラムに簿記･会計を含んでいるものを，明治 13年と明治 23年の２時点をとって比較

したものである。これによると，10 年間のうちに，約２倍にその数が増加していることが

わかる。 

	 このように，明治期前半までの会計リテラシー教育は制度化された「学校」ではなく，

制度外の教育機関において実施されていたことに注意しなければならない14。 

 

明治時代前半における民間の簿記学校	 

 
 

Ⅴ	 近代的商業教育制度の確立･展開と会計リテラシーの制度化	 

 

１	 商業教育制度のはじまり 

	 それでは，制度化された商業教育，すなわち，明治政府によって構築された枠組みにお

ける商業教育の展開過程を確認していこう。 

	 明治 5 年にわが国はじめての学校教育制度である学制が公布された。そこにおいて，上

等小学と中学の教科課程として「記簿法」が置かれている15。実際に，これら学校でどのよ

                                                                                                                                
の簿記学校が，約 10年後の明治 23年には 47校へとその数を飛躍的に増加させている。 
14藤井（2008）175−198頁。 
15 学制は，学校を，大学・中学・小学に分け，さらに小学を下等小学 4年と上等小学 4年に，中学を下等
中学 3年と上等中学 3年に分けてそれぞれにおいて学ぶべき教科を列挙している。上等小学における「記
簿法」は，事情によって学科目拡張する場合，すなわち増加科目としてあげられている。 
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うな会計教育がおこなわれていたかその具体的内容については明らかでないが，学制公布

後の明治 6 年から毎年公表されている『文部省年報』によれば，明治 9 年の第 4 年報から

数年の間，小学校で採用された書籍のなかに福澤の『帳合之法』や，加藤斌が翻訳した『商

家必用 記簿法 単認之部』，それに文部省が出版した小林儀秀の翻訳による『馬耳蘇氏記簿

法』などが確認される。また，とくに 1870年代末以降の数年間において，初等レベルの簿

記教科書の出版が続いている16。つまり，専門教育としての商業教育においてではなく，初

等教育の水準においてはやくも会計技術の知識伝達がおこなわれていたことが推察される

のである。このようなことを可能にしたのは，先述したように，充実した庶民教育の実践

と大量の教科書を発行する技術とそれを全国規模で供給できるシステムがすでに近世にお

いて十分に整っていたことがその基礎にあることは間違いないだろう。しかし，中等レベ

ルの商業教育に関する制度化は達成されていない。 

	 その後，明治 12年の「教育令」の第 8条において商業学校の規定が置かれ，さらに，明

治 17年の「商業学校通則」によって商業教育の制度化が確固としたものとなり，会計リテ

ラシーの教育に関連した学校教育制度は，初等レベルの普通教育から中等レベル以上の専

門教育へと展開していくこととなる。もっとも，「商業学校通則」の下で設置された商業学

校は，そのカリキュラムを含む教育内容を欧米のものをモデルとしたものであった。した

がって，日本の商家にとって，その子弟にふさわしいと思われる教育17と必ずしも合致した

ものではなかったという。 

	 このように，近代日本における簿記･会計技術の知識は，国家による学校教育制度のなか

に組み込まれることで，次第に社会的な性格を帯びたものとなっていった。学校という知

識の伝達装置によって，簿記･会計は，国家によって編成されたカリキュラムすなわち「体

系立てられた知識」として社会のなかに存在することとなる。近代化を西洋化することと

とらえて，他の先進的なテクノロジーや社会制度と同様に西洋式簿記も位置づけられ，そ

の結果，国家的主導で企画された近代的学校教育制度に組み込まれることで，その知識は

社会化したものとなって現出することになったのである。 

	  

２	 甲種商業学校における簿記･会計教育 

	 近代的意味における教科書に記述される知識の内容は「国家によって編成された『知の

                                            
16 たとえば，石井義正『複式啓蒙記簿階梯』，森下岩楠 他『簿記学階梯』，遠藤宗義『小学記簿法』，安部
迪吉『初学必携通俗簿記法』，城谷謙『小学記簿法独学』，呉新一『簿記学精理』，塚田正教『小学記簿法初

編』，吉田忠健『小学記簿法』，山田尚景『小学簿記法』など多数ある。 
17 天野（2005）によれば，当時の商人にとって，自分の子弟に対して授けたいと思う教育は，商業関連の
技術習得に偏したものではなく，将来経営をする立場になるものにとって必要な全人格的な涵養を指向す

るものであったという。 
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体系』」18である「カリキュラム」によって具体化されまた規制される。わが国の簿記・会

計19教育にとって，最初に国家的なカリキュラムとして策定されたのは，中等教育課程を対

象とした「甲種商業学校簿記算術教授要目」である。この教授要目でもって，簿記･会計教

育の制度化がはじまったといえる。 

	 文部大臣･井上毅の実業教育の重要性に対する自覚を反映して，明治 27 年 6 月に「実業

教育国庫補助法」が出されることで財政的支援を受けてわが国の実業教育の展開が促進さ

れ，さらに明治 32年 2月の「実業学校令」の施行によって農業・工業・商業の各中等教育

課程の制度的確立が果たされた。 

	 「実業学校令」によって，産業振興を実現するために実質ある実業教育の重要性を自覚

する政府と，自分の子供たちに対して適切な中等教育を与えたいと希望する比較的裕福な

社会階層の潜在的な要求とが一致していくこととなる。この法令の下で，商業に関しては

「商業学校規程」が定められ，これにより甲種と乙種の 2 種類の商業学校が設置された。

これらは，修業年限および教育水準などの規格が統一されており，その意味からも，本格

的に制度化された商業教育課程であるといえる。 

	 具体的には，甲種商業学校の場合，修業年限は 3年間，入学資格は 14歳以上の高等小学

校卒業以上である。つまり，甲種商業学校は「普通」中学と同等の中等学校として制度的

位置づけを有したものである。また，設置された学科目が，修身･読書･習字･作文･数学･地

理･歴史･外国語･経済･法規･簿記･商品･商事要項･商業実践･体操であることからもわかる

ように，「普通」中学で開設されている一般的な学科目に商業関連科目を加えたかたちでカ

リキュラムが構成されている。 

	 つまり，甲種商業学校とは，商業関連の技術習得というよりも，むしろ，商人（経営者）

として必要な人格の形成や教養の涵養を志向した教育機関であると特性づけられるのであ

る。商家の経営者となるべき人物として，彼らに中等程度の教育は授けたいが，上級学校

への進学を前提とする「普通」中学へ進むと家業を継がなくなるというおそれを抱く親と

しての商人たちの要望と不安をうまく均衡させた教育機関がこの水準の商業学校なのであ

る。すなわち，甲種商業学校は商人になるべき者たちにとっての完成教育の場として機能

したのである。事実，明治 43年の調査によれば，全国の商業学校卒業者進路をみると，「自

家営業」が 37％，「商店」への就職が 18％，「銀行会社」への就職が 15％となっている20と

                                            
18 辻本（2010）4頁。 
19 こんにちにおいて，「簿記」と「会計」は教科として高校ならびに大学において識別されているけれど
も，明治中期まではその区別は曖昧である。言い換えるなら，簿記は会計であり，会計は簿記とほぼ同義

であった。本稿において，基本的に，「簿記･会計」という表記をしているのはそのためである。 
20 国立教育研究所[編]（1973） 
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いうことからも，「商業学校は何よりも，商業における自家営業主層の再生産の場」21であ

ったといえる。その結果，甲種商業学校はその制度的確立以降，学校数も生徒数も増加し

ていくこととなる。 

 

甲種商業学校の学校数･生徒数の変化（明治 32〜45 年）	 

 
（出所：『文部省年報』より作成） 

 

３	 簿記･会計教育の標準化･制度化 

	 上述のように，わが国の近代における商業教育は甲種商業学校をもって学校制度として

はひとまず確立した。本節では，教育内容，とりわけ，会計教育の内容の「制度化」につ

いて検討していく。教育内容の制度化とは，すでに述べたように，国家によって立案され

たカリキュラムの確立を意味している。会計に関していうと，それは，明治 43年に公表さ

れた「甲種商業学校簿記算術教授要目」（「教授要目」）によるのが最初である。 

	 本「教授要目」は，「文部省ニ於テ曩ニ委員ヲ嘱託シ甲種商業学校ニ於テ課スヘキ簿記，

商業算術教授要目ノ取調ヲ為サシメタルニ左ノ通報告セリ」と同年 5 月 6 日の官報におい

て，その内容が「彙報」欄の「学事」に掲載されている。中等教育レベルに限ってではあ

るが，これによって（簿記）会計の教育内容ははじめて標準化･定式化されたことになる22。

「教授要目」の立案はその公表の数年前から企画されており，明治 41年にはすでに原案が

                                            
21 天野（2005）223頁。 
22 商業学校だけでなく，実業学校令の下に開設されている甲種程度の学校のすべての科目について個別の
「教授要目」が定められたわけではない。この範疇の学校の学科目に対しては簿記以外には「修身」（明治

44年文部省訓令第 16号）があるだけである。 
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作成されていたようである23。それ以前においては，甲種商業学校が成立する以前はもちろ

ん，成立したあとでさえ，地域や個々の学校によって教えられる簿記教育の内容や水準は

まちまちであったということが推察できる。つまり，「教授要目」は簿記に関する国家的な

教育の枠組みを具現したものであり，これをもって，より正確にいうなら「教授要目」に

準拠して簿記の教科書が執筆され，それに従った簿記教育が実践されることをもって，わ

が国における近代的な簿記･会計教育制度が成立したといってよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 簿記学研究会（1908）。なお，「教授要目」の策定に関わったメンバーは，関一（社会政策学者・東京高
等商業学校教授），佐野善作（会計学者・東京高等商業学校教授），下野直太郎（会計学者・東京高等商業

学校教授）ら 5名である。 
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甲種商業学校簿記算術教授要目	 

 

 

	 当然ながら，「教授要目」は簿記･会計の教科書を執筆するにあたってのガイドラインと

しての役割を期待されるものである。「教授要目」以前と以後でどのような変化があったの

かを確認するための一例として，鈴木孫彦と近藤英三の共著による教科書を見てみよう。

彼らは「教授要目」が提示される以前の明治 42年に『新案商業簿記』（宝文館 1909年）を，

「教授要目」以降の明治 44年に『新案商業簿記提要』（宝文館 1911年）を刊行している。
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これらを比較すると，アプローチも内容の難易度もずいぶんと異なり，同水準での学校で

の使用を想定していた教科書とは思えないほどその内容が変化していることがわかる。 

 

「教授要目」公表以前と公表以降での同一著者による簿記教科書の変化	 

 
 

	 「教授要目」以前の教科書『新案商業簿記』では，複式簿記の説明からはじまり単式簿

記については後段で触れてあるだけであるが，「教授要目」以後に刊行された『新案商業簿

記提要』では，「教授要目」と同じように，まず単式簿記についての解説があり簡易な様式

を用いて会計記録の意義を理解させ，そのあと複式簿記について解説している。また，以

前においては説明されている取引の内容が以後のものに比べるとその難易度が高いもので

あることがわかる。全般的にいって，「教授要目」以後に刊行された教科書の内容は，必ず

しも完全に「教授要目」に依拠しているとはいえないが，明らかに強く影響を受けたと思

われる変更箇所が多数見受けられる。 

	 「教授要目」の影響を社会的に決定づけたのは，当時早稲田大学教授であった吉田良三24

                                            
24吉田良三は明治 11年に高知県で生まれ，明治 34年に高等商業学校（明治 35年に「東京高等商業学校」
へ改称）を卒業している。明治 35年に早稲田大学講師としてそのアカデミック･キャリアを出発する。明
治 39年に早稲田大学教授となるが，大正 7年に東京商科大学付属商学専門部教授･予科教授となり，その
後本科の教授となったあと，昭和 13年には東京商科大学定年退職後に中央大学教授となり，昭和 19年に
没している。 
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による『甲種商業簿記教科書（上･中･下）』（同文舘 1910年）の刊行である。 

	 吉田はわが国の明治期後半から昭和期前半にいたるまで会計教育において大きな影響を

有した。この間に残した業績の範囲は商業簿記の領域のみにとどまらず，工業簿記･原価計

算（その主著のみあげれば，『工業簿記教科書』同文舘 1918年，『工業会計研究』森山書店

1930年，『間接費の研究』森山書店 1936年），銀行簿記（主著のみ，『最新式近世銀行簿記』

同文舘 1914年，『銀行簿記教科書』同文舘 1923年），会計学（主著のみ，『会計学』同文舘

1910 年），会計監査（主著のみ，『会計監査』同文舘 1921 年）と多岐にわたり，またそれ

ぞれの領域での著作は多数にのぼる。 

	 吉田のもっとも重要な業績は商業簿記教育に関するものである。非常に多数の商業簿記

関連の教科書を執筆している。以下に吉田の代表的な商業簿記教科書を整理したが，中等

教育課程の前期と後期，それに高等教育課程と，学校制度の教育水準別にそれぞれ適用さ

れた簿記教科書を著している。 

 

教育水準別に整理した代表的な吉田良三の商業簿記教科書	 

 

	 このように，中等以上のすべての教育課程において使用を想定した簿記書を著している

だけでなく，それらの多くが，長期にわたって版を重ねていった。これは吉田簿記書が社

会に広く支持されていたことを明瞭に物語る証左である。つまり，吉田の貢献は，教科書

製作を通じた簿記教育制度の確立に関して高く評価されるべきであろう。事実，この時代

においてわが国の簿記教育全般に関してこれほど広くかつ深く関与した者は他にはいない。

中等教育課程前期 

『簡易商業簿記教科書』同文舘 初版 1907年（1931年まで改訂増補） 

対象 乙種商業学校･商業補習学校（年齢 13−15歳） 

中等教育課程後期 

『甲種商業簿記教科書』（上･中･下）同文舘 初版 1911年（1922年まで改版重版） 

その後，「上巻」の内容について後継版である『甲種商業簿記教科書』（上･下）とし

て出版。同文舘 初版 1923年（1941年の 5訂版まで改版） 

対象 甲種商業学校（年齢 15−17歳） 

高等教育課程 

『最新式近世商業簿記』同文舘 初版 1914年（2回の改訂を経て 1930年まで重版 

その後，後継版『商業簿記提要』を出版。同文舘 初版 1934年 

対象 専門学校･高等商業学校･大学予科（年齢 17-19歳） 

17−19歳） 
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吉田の簿記書は「明治大正を通じての代表的なものであった」25という。さらに，「甲種商

業が全国に四五百校くらいあつたが，その八割までが氏の教科書を使っていた」26というこ

とからも，吉田簿記書は少なくとも中等学校程度における簿記教科書のデファクト・スタ

ンダードであったといってよいだろう27。 

	 このように，吉田良三とその簿記書は，わが国の中等教育課程における簿記･会計教育に

多大な影響を与えていたことが確信できる。ただし，ここまでの記述は，「教授要目」が設

定される以前のことであることに注意しなければならない。 

	 上述のように，吉田が著した簿記教科書は，とりわけ中等教育課程後期（甲種商業学校）

においてすでにわが国の実質的な標準となっていた。このような状況を背景としながら，

明治 43 年に国家的な簿記･会計カリキュラムとして「教授要目」が現れたのである。以下

では，「教授要目」と吉田簿記書との相互関係について考察していく。 

	 「教授要目」公表の 1 年後，の明治 44 年 2 月に，吉田は新しく『甲種商業簿記教科書』

（以下，『甲種』）（上巻）を刊行する。中巻は同年 9 月，下巻は同年 12 月と順を追って発

刊される28。吉田にとって，『甲種』は中等教育課程後期で使用することを前提として執筆

したはじめての簿記教科書である。大学予科等での使用が想定された『最新商業簿記（学）』

や中等教育課程前期に位置する乙種商業学校や商業補習学校での使用が想定された『簡易

商業簿記教科書』とは，その内容や難易度の水準を異にするものである。 

	 吉田にとって新しい簿記教科書である『甲種』の内容規定に強く影響したのは，いうま

でもなく，「教授要目」である。『甲種』の冒頭（凡例）に，以下の記述がある。「本書は昨

年五月文部省告示を以て公布されたる簿記教授要目に準拠し専ら甲種商業学校簿記教科書

用に充つる目的にて編纂せしものなり」と。以下に『甲種』全３巻の目次を提示しよう。 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 太田哲三（1956）36頁。 
26 同上。 
27 だが，ここ（「甲種商業」）で使われていたとされる吉田の簿記書は『最新商業簿記』が多かったとされ
る。しかし，『最新商業簿記（学）』（同文舘，初版 1904年）はもともと，早稲田大学商科高等予科での教
科書として執筆されたものであり，中等教育課程後期の教科書として使用することを想定されたものでは

なかったと思われる。 
28 この発刊のタイミングは，学校において強化の進行に応じたものであると推察される。つまり，新学期
の始まる前に上巻が出され，その後，順次，中巻，下巻と続いたのであろう。 
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吉田良三著『甲種商業簿記教科書』目次	 

 

 

	 吉田『甲種』の目次と「教授要目」で提示された内容は，ほぼ一致していることが明ら
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かである。吉田自身によって本書が「教授要目」に準拠して編纂されたものであると言明

していることから当然のことではあるが，他方で，「教授要目」公表後に刊行され，しかも，

甲種商業学校での使用を前提とした他の簿記書のすべてが，吉田『甲種』ほど「教授要目」

に準拠した内容をとっているわけではないという事実もまた確認できる29。 

	 つまり，吉田『甲種』は「教授要目」とその内容に極めて高い親和性をもっていること

がわかる。この事実は重要である。なぜなら，前述のように，吉田は日本の会計教育界に

おいて，とくに使用される教科書の支配の度合いにおいて，圧倒的な影響を持つ人物であ

る。それが「教授要目」の公表後，それにほぼ完全に準拠した教科書を執筆したことで，

この教科書によって教えられる簿記会計教育の内容もまた「教授要目」の実効性を色濃く

映すものとなるからである。吉田の『甲種』が「教授要目」の内容を中等教育課程に普及

するための媒体（vehicle）となったのである。 

 

Ⅵ	 おわりに	 

 

	 近代以降，会計の技術習得に対する社会的ニーズは増進し続け，そのための機関が社会

の中に急速に整備された。しかし，会計教育を担ったのは「簿記学校」と称される各種学

校であり，公教育のなかでの会計教育の制度的整備にはいま少しの時間がかかった。中等

教育課程に属する商業学校としての甲種商業学校が設置されたのが明治 32年のことである

が，そこにおいては会計に関する国家的カリキュラムは存在しておらず，したがって，使

用される教科書も地域や学校によって多様であり簿記･会計教育の標準化は実現していな

い。その後の明治 43 年に公表された「教授要目」は，わが国で最初に簿記･会計教育の内

容を標準化するために策定されたものであった。 

	 そして，「教授要目」それ自体の意義についてであるが，これが設定されたことによって

はじめて，わが国の簿記･会計の教科内容の制度的標準化の実現がはかられる契機となった

ことを明らかにした。「教授要目」は簿記･会計教科に関する国家的カリキュラムであるが，

これによって，実際の簿記･会計教育の内容を規定するには「教授要目」に準拠した教科書

が必要となる。教科書は「教授要目」は国家によって編成された簿記･会計に関する知の体

系を伝達する媒体である。「教授要目」にとって幸運だったのは，当時の日本の簿記･会計

教育に多大な影響を有した吉田良三がほぼ完全に教授要目に従った教科書を刊行したこと

                                            
29 たとえば，市川友三郎『最新商業簿記 中等教育』（宝文館 1911年）や大石善四郎『実用商業簿記』（博
文館 1911年）などは，吉田『甲種』と同様に，「教授要目」の後に刊行されたものであるが，ともに「教
授要目」への準拠の度合は吉田『甲種』と比べるとはるかに低いといわざるを得ない。 
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にある。「教授要目」に忠実に準拠して作成された吉田の『甲種商業簿記教科書』は，「教

授要目」以前から吉田の簿記教科書（『最新商業簿記』など）を使用して授業をおこなって

きた全国の多くの甲種商業学校によって受け入れられたものと思われる。このように，制

度化された教育内容である「教授要目」が学校教育制度のなかで実効性を有することで，

わが国の簿記･会計教育は標準化され社会のなかに浸透していき，制度として実現すること

となったのである。 
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第 2 章	 複式記入の本質	 

	 

                                               	 	 	 泉	 宏之（横浜国立大学）	 
	 

Ⅰ	 はじめに	 

	 

  複式簿記を学ぶ際には，貸借記入原則の理解が不可欠である。多くの簿記書においては，
表現に若干の相違はあるが，おおむね貸借記入原則は次のように示されている。 
	 

【図表１】	 

資	 	 産	 	 負	 	 債	 

増加	 減少	 	 減少	 増加	 

	 	 	 	 

	 	 	 資	 	 本	 

	 	 	 減少	 増加	 

	 	 	 	 	 

費	 	 用	 	 収	 	 益	 

発生	 消滅	 	 消滅	 発生	 
	 	 	 	 	 

	 

	 すなわち，勘定を，資産，負債，資本，収益，費用の五つに分類し，それぞれに増加と

減少（発生と消滅）を借方と貸方のどちらに記入するのかを示している。ここでは，五つ

の記入原則があると思われる。	 

  このような貸借記入原則が成立するのは，複式記入を行うからである。複式記入とは，
単純取引を前提にすれば，「ある勘定の借方と別の勘定の貸方に，同一金額を記入するこ

と」である（１）。二つの勘定の借方のみ，あるいは，二つの勘定の貸方のみに記入される

ことはなく，必ず借方と貸方への反対の記入が行われる。	 

	 複式簿記を教える側からすると，貸借記入原則をいかに説明するのかが求められる。言

い換えれば，どのような考え方に基づいて複式記入が行われているのかを説明することで

あり，勘定理論（勘定学説）に言及することになる。	 

	 その場合，いくつかの説明方法があり得る。本稿は，それらのうちの一つである筆者が

行っている説明の内容を紹介することを目的としている。要点を先に述べると，複式記入

の本質（なぜ二つの記録を行うのか）を，「財産の増減」と「増減の原因」として捉え，

借方と貸方への記入が成立することを説明している（２）。	 

	 

	 

	 

	 

31



	 

	 

Ⅱ	 単式簿記	 

 
  簿記は，記録を行う際に，いくつの記録を行うかによって，一つだけ行う単式簿記と，
二つ行う複式簿記（単純取引を前提）に分類される（３）。ここでは，複式簿記の説明の前

に，単式簿記を取り上げる。	 

	 単式簿記とは，単一財（一種類の財産）を記録の対象とし，その増減のみの記録を行う

簿記である（４）。すなわち，単式簿記では「財産の増減」のみが記録され，その「増減の

原因」は体系的には記録されない（５）。これを勘定形式で示すと次のようになる（６）。	 

	 

【図表２】	 

財	 	 産 

財産の増加	 財産の減少	 

	 

Ⅲ	 複式簿記（単一財の場合）	 

	 

	 複式簿記が単式簿記と異なるのは，「財産の増減」に加えて「増減の原因」が同時に記

録される点である。通常，複式簿記では複数財（様々な財産）を記録の対象としているが，

ここでは，単一財のみを記録の対象としている場合を考えてみる。その場合には，財産の

増加が生じると必ずその増加原因が生じ，また，財産の減少が生じると必ず減少原因が生

じる。これを，複式記入にしたがって示すと，次のようになる。なお，ここでは単一財を

記録の対象としているため，財産としての勘定は一つであるが，原因の勘定は一つとは限

らず，複数設けられることになり，減少原因は借方，増加原因は貸方に記録されることを

示している。	 

	 

【図表３】	 

財	 	 産	 	 原	 	 	 因	 

①財産の増加	 ②財産の減少	 	 ③財産の減少原因	 ④財産の増加原因	 

	 

	 すなわち，勘定記入の組合わせとしては，①－④，②－③の二種類が考えられる。この

「財産の増減」と「増減の原因」との記録に，複式記入の本質があると考えられる。	 

	 

Ⅳ	 複式簿記（複数財の場合）	 

 
  複数財を記録の対象としている複式簿記では，単一財の場合と異なる点が生じる。単一
財では「財産の増減」と「増減の原因」が常に結びついて生じているが，複数財の場合に

は，財産相互間において増加と減少が生じる場合（純財産が増減しない場合）があり，そ

のときには原因の記録は行われない（７）。	 

	 このような取引の場合でも，原因の記録を行うことは可能ではある。「備品を購入し，
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現金 100を支払った」取引について，以下のように二つの仕訳を行えばよい。 
	 

①（借）備    品	 	 100	 （貸）現金支払い	 100	 
②（借）備品購入	 	 100	 （貸）現      金	 100	 

 
①の貸方「現金支払い」と②の借方「備品購入」とが，原因の記録ということになる。し

かし，通常の複式簿記ではこのような取引の場合には，上記のような処理は行わず，以下

のように仕訳する。 
	 

	 	 	 	 	 （借）備    品	 	 100	 （貸）現    金	 	 100	 
 
この場合，原因の記録は行われておらず，財産の増加と減少のみが記録されている。この

ことから，複式簿記では，純財産が増減したときにのみ原因の記録を行っており，それは，

個々の財産の増減の原因ではなく，「純財産の増減の原因」となる。	 

	 

【図表４】	 

	  
財	 	 産	 	 原	 	 	 因	 

①財産の増加	 ②財産の減少	 	 ③純財産の減少原因	 ④純財産の増加原因	 

 
	 すなわち，勘定記入の組合せとしては，①－④，②－③，①－②の三種類が考えられる
（８）。前の二つは，単一財の場合と同様であるが，複数財の場合には①－②のケースも生

じ，複式簿記ではそれらの勘定記入が行われることとなる。	 

	 

	 

Ⅴ	 貸借記入原則	 

	 

  複式記入の本質が「財産の増減」と「純財産の増減の原因」であるとすれば，資産，負
債，資本，収益，費用に分類されるそれらの勘定は，いずれに属することになるのであろ

うか。	 

	 資本等式を前提にすれば，次のように説明することができる。資産および負債は，それ

ぞれ積極財産（プラスの財産）と消極財産（マイナスの財産）として，ともに「財産の勘

定」と位置づけられる（９）。その両者の差額としての資本の勘定は，純財産の金額的な大

きさを示している。仮に，資本の勘定は純財産の金額的な大きさのみを示せばよいのであ

れば，資本金勘定のみを設ければよいことになるが，それ以外の勘定も設けられる。また，

純財産は，資本取引（元手部分の取引）または損益取引（営業活動としての取引）の結果

として増減する。個人企業の場合は，資本金勘定の他，損益取引に関する増減については

収益および費用の勘定を設けて記録している。さらに，株式会社においては，それに加え

資本取引に関する増減についても資本金以外の勘定を設けて記録している。すなわち，資

本に属する勘定は，純財産の金額的な大きさを示すとともに，純財産の増加または減少の

「原因の勘定」として位置づけられ，収益と費用は，資本の勘定の一部（下位勘定）とし
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て位置づけられる（10）。なお，純財産の増加および減少原因のうち，損益取引にかかわる

ものを，収益および費用として記録するのは，それらの差額として利益（あるいは損失）

を計算するためであると考えられる。	 

	 

【図表５】	 

	 	 	 	 資産	 	 －	 	 負債	 	 	 ＝	 	 	 資本	 	 	 	 資本取引	 	 	 	 	 	 

       	 	 	                        	 	 	 	 	 	 	 	 損益取引（収益，費用）	 

	 	 ［積極財産］	 ［消極財産］	 

	 	 	 	 	 	 〈財	 	 産〉	 

	 ［純財産（の大きさ）］	 

	 	 	 〈原	 	 因〉	 

	 

	 複式記入の本質から考えると，貸借記入原則は資産，負債，資本，収益，費用のそれぞ

れにあるのではなく，【図表４】で示した「財産の勘定」と「原因の勘定」の二つがある

だけといえる。それを示すと，以下のようになる。	 

	 

【図表６】	 

資	 	 産	 	 負	 	 債	 

財産の増加	 財産の減少	 	 財産の増加	 財産の減少	 

	 	 	 	 

	 	 	 資	 	 本	 

	 	 	 純財産の減少原因	 純財産の増加原因	 

	 	 	 	 	 

費	 	 用	 	 収	 	 益	 

純財産の減少原因	 純財産の増加原因	 	 純財産の減少原因	 純財産の増加原因	 
	 	 	 	 	 

	 

	 ここで注意を要するのは，負債と費用であると思われる。負債については，【図表１】

では「借方：減少，貸方：増加」と示されているのに対して，【図表６】では，「借方：

財産の増加，貸方：財産の減少」と示され，負債が通常記入される貸方を比べると「増加」

と「減少」と表現が逆になっている。【図表１】では，単に残高が生じる貸方を「増加」

と表現しているが，【図表６】では，負債は消極財産であるため（財産の）「減少」と表

現しているのであり，実際の記入が貸借逆になるということではなく，同様である。	 

	 費用については，【図表１】では，「借方：発生，貸方：消滅」と示されているのに対

して，【図表６】では，「借方：純財産の減少原因，貸方：純財産の増加原因」と示され

ている。【図表１】では，費用が通常記入される借方を「発生」と表現しているが，【図

表６】では，費用は純財産の減少原因であるため「減少」という表現をしているのであり，

これも実際の記入が貸借逆になるということではなく，同様である。	 

	 	 多くの簿記書に示される【図表１】の貸借記入原則は，資産，負債，資本，収益，費用

の五つの分類を所与のものとして，それぞれの意義を説明した後に，それが記入される貸

借を示していると思われる。しかし，なぜその貸借に記入されるのかの言及はなされてい

るとは思われない（11）。本稿で示した【図表６】の貸借記入原則は，複式記入の本質を踏
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まえて貸借記入が成立することを説明した後に，「何が記録されているのか」を示してい

る。	 

	 複式簿記を教える際に願うことは，単に取引の仕訳ができるということではなく，複式

記入の本質，「なぜ二つの記録を行うのか」の理解である。	 

	 

	 

注	 

（１）複合取引の場合であっても，取引を単純取引に分けて擬制して考えると，同様のことが言える。	 

（２）筆者が示す説明は，勘定理論からすると，物的二勘定学説の資本等式に基づく説明ということがで

きる。なお，他の説明方法との比較や教育の場におけるその説明の妥当性についての検討は，稿を改める

こととしたい。	 

（３）さらに，記録を三つ行う三式簿記がある。井尻雄士『三式簿記の研究』，中央経済社，昭和 59年。	 

（４）ここでは，後述する複式簿記との関係を考えて，「財産の増減」としているが，「増減の原因」の

みを記録する単式簿記もあり得る。補助簿の多くは単式簿記であり，前者の例として現金出納帳や商品有

り高帳，後者の例として仕入帳や売上帳をあげることができる。	 

	 なお，単式簿記ではない補助簿としては，独自平均元帳がある。しかし，そこで行われている二面的な

記入は，帳簿内での勘定金額の貸借一致を得るために行われる処理であり，本稿で言うところの複式記入

の本質とは異なると考えられる。	 

（５）二つの単式簿記を同時に行うと，複式記入と同様の記入が行われているように見えることもあり得

る。たとえば，「備品を購入し，現金 100を支払った」場合，備品および現金について，それぞれ単式簿

記の記入を行っていると，備品勘定の借方と現金勘定の貸方に 100が記入される。しかし，これは，あく

までも単式簿記を二つ行っているだけであり，これをもって複式簿記とは言えない。	 

（６）ここでは，通常の複式簿記に倣い，借方を増加としたが，なぜ増加が借方なのかには言及しない。

以後の説明についても同様である。貸方を増加とすれば，全ての貸借が逆の説明になる。	 

（７）後述するように，本稿では，「財産の勘定」を資産および負債と考えている。	 

（８）形式的には，③－④の組合せも考えられるが，財産の増減が生じていないのに増加原因と減少原因

とが結びつくケースであり，原始取引の記録としては成立しない。しかし，原始取引以降に，振替取引や

原因記録の修正・変更等として，このような組合せの記入が行われることはあり得る。たとえば，前者の

例としては，工業簿記における費用を振り替える取引があり，後者の例としては，資本準備金を資本金に

組み入れる取引がある。	 

（９）本稿では，「財産の勘定」を資産および負債としているが，貸借対照表等式に基づき資産のみとす

る考え方，貸借対照表の全て，すなわち，資産，負債，資本とする考え方もある。	 

（10）資本は，実在勘定（財産の勘定）として説明されていることが多いと思われる。しかし，本稿では

名目勘定（原因の勘定）として位置づけている。	 

	 また，収益と費用を資本の下位勘定と位置づけることは，損益計算書を貸借対照表の明細表と位置づけ

ることになり，両者を対等の関係ではなく，主従の関係としてとらえることになる。	 

（11）言及はされていないと思われるが，取引 8要素の結合表を示している場合が多く，資産の借方に増

加を記入することが決まれば，他の勘定の記入は決まるとは言える。	 
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第 3章	 会計体操の学習動機に与える影響に関する研究 

 

 

菅原	 智（関西学院大学） 

 

Ⅰ	 問題提起	 

 

本研究は、会計体操という教材が、大学の会計初年者の学習動機（モチベーション）に

与える影響について調査することを目的としている。 

会計を専攻する学生の数は、過去 10数年間にわたり、多くの国で減少してきた。例えば、

アメリカ会計学会(AAA)およびアメリカ公認会計士協会(AICPA)が近年公表した報告書

「Charting a National Strategy for the Next Generation of Accountants」では、会計を専攻する優

秀な学生の数が減少しているという問題が述べられている(PCAHE, 2012)。同様の傾向は、

オーストラリア(Baxter & Kavanagh, 2012; McDowall & Jackling, 2010; Jackling & Calero, 2006)、

ニュージーランド(Tan and Laswad, 2006; Wells, 2005; Fedoryshyn & Tyson, 2003)およびアイ

ルランド(Byrne & Willis, 2005; 2003)の文献においてもみられる。アジアでは、こうした傾向

を示す新たな根拠として、Nga & Soo Wai Mun (2013)が、マレーシアにおける 30歳以下の会

計専門職の割合がそれ以前の世代の割合に比べて低いことを指摘している。日本では、2014

年の公認会計士（CPA）試験の受験者数が 2009年にくらべて、50％近くの大幅な減少を見

せていることが報告されている（公認会計士・監査審査会：http://www.fsa.go.jp/cpaaob/ : 2015

年 6月 25日アクセス）。 

	 こうした背景の下、この減少の理由を特定しようと試みた先行研究がある。それらの研

究は、会計を学びたいという学生の学習動機が、会計を専攻するという行動にどのように

影響するかを調査している。一般に、特定の職業に就きたいという動機は、個人や社会の

影響によって決定されると考えられている（Azjen & Fishbein, 1980；Azjen, 2001）。これは

Azjen（2001）によって合理的行為理論（TRA）として構築された。彼らは、ある特定の行

動を達成しようとする学習動機を決定するのは行動意図であって、学問専攻の選択を含む

職業選択の際には特にそうなることを発見した。TRAについては、Tan & Laswad（2006）

や Jackling & Keneley（2009）が各国のサンプルを用いて TRAの理論構造を検証しており、

その結果、学生が会計を専攻するかどうかは、会計に対する関心や会計を学ぶことに対す

る積極的な姿勢によって影響を受けることが明らかとされた。 

	 また他の先行研究は、いくつかの体験型の技法と教材を用いることで、会計に対する学

習動機と学業成績を改善できることを示している。こうした体験型の技法等には、会計コ
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ースに設けられているビジネス・シミュレーション・ゲームや革新的な学習システムを用

いたり（Marriott, 2004； Tanner & Lindquist, 1998）、公認会計士との直接面識を持つことや

指導をうけること（Wells, 2013）、あるいはゲスト・スピーカーを招くこと（Metrejean et. al, 

2002）などがある。しかしこれら先行研究では、学生の学習動機や学業成績の向上がこれ

らの方法によって見られたかどうかについては明らかにされていない。 

	 このような背景を踏まえ、本研究では、学生の学習動機や学業成績の向上を目的として

実施した、会計体操の教育効果を調査した。身体を動かす活動と教育効果の関係は、会計

以外の分野では、注目されてきた（たとえば、Kitchen & Kitchen, 2013；Yang et al, 2010）。

本研究で採用した会計体操は、独創的な歌詞と体操を用いたユニークな教材である。この

会計体操は、簿記・会計の重要な概念をよく分かっておらず、それらの理解が難しいと考

えている学生に、容易に伝達する方法として開発されたものである。こうした特徴より、

会計体操は、伝統的な方法と比べてユニークな学習環境を学生に提供できると考えられる。 

	 会計体操を授業に組み込むことで、学生は基礎的な会計概念を体操を通して学ぶ機会を

得る。現行の教育分野の研究において、身体を動かすことで学習への関わりや積極性が刺

激され、学習動機のレベルや、活動・学びに対する関心が高まるとの見解がある（たとえ

ば、Hillman et al, 2009； Buddle et al, 2008；Price & Rogers, 2004）。それに加えて、体操が学

業成績にプラスの影響を与えるとの研究成果もある（たとえば、Hillman et al, 2009；Hillman, 

2008；Coe et al, 2006）。これらの研究と同じように、本研究は、身体を動かすことを基礎と

する教育教材としての会計体操が、学生の会計科目に対する学習動機と学業成績にどのよ

うな影響をもたらすのか検討することに焦点を当てるものである。 

	 以下、本論文では、上記した問題提起とその背景に続き、研究方法と分析の結果につい

て述べる。次にその分析から生ずる論点を示す。最後に、研究の限界と今後の課題につい

て論じる。 
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Ⅱ	 研究方法：データ収集	 

	 

本調査の参加者は、日本の中西部に位置する中規模大学で、初級会計科目を履修する商

学部 1 年生である。この科目では、15 週に渡って、簿記・会計の基礎について学ぶ。この

科目は商学部生にとって必修科目であるが、データを集めた時点では、当該学生は会計を

専攻するかは決めていない。全 8クラス中 5クラスの教員が当該調査への参加を承認した。

当初は、5 クラスから 234 名の学生が参加したが、回答不備によって有効回答数は 223 名

（95.2％の有効回答率）であった。 

本研究では、会計体操を受けた参加者の学習に動機とその後の学力の変化に与える影響

を調査するために準実験法を用いた。そのため、5クラス中 2クラスを実験グループ、残る

3 クラスをコントロール・グループとした。2 つの実験グループは、5 クラスからランダム

に選定した。実験グループでは、2 クラス 90 人の参加者が、3 週間連続で毎週の授業開始

時に 15分間の「会計体操」に参加した。（図 1 参照） 

 

図 1：会計体操	 

   

 

 

実験グループでは、基本的な会計用語を並べた歌詞で構成された会計体操のビデオを視

聴した。この会計体操を実施するクラス（AEグループ）では、授業担当者に加えて 2人の

指導員が、会計体操のやり方や歌詞について 15分間にわたって説明した。会計体操を実施

している間、本研究の研究者が作成した会計体操の解説資料やイラストを教室前方のホワ

イトボードに掲示した（図 2参照）。これに対して、他のクラスの 133人の参加者は、コン

トロール・グループ（Non AE グループ）に割り当てられ、会計体操には参加しなかった。

実験グループの学生には、会計体操の簡単な説明や歴史、会計体操の動画

(http://www.youtube.com/watch?v=B8ApJ5krf_U)や会計体操発明者の Web サイトへのリンク

(http://www.yamasaki-cpa.com/taisou/index.html)や会計体操の歌詞を記載したチラシを 1 枚配
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布した。 

本研究において会計体操を採用した理由は、会計士の山崎隆弘氏の作成した会計体操が

革新的な教材と考えたからである。山崎氏は、福岡で会計事務所を経営しており

(http://www.yamasaki-cpa.com/taisou/index.html)、楽しい活動を通じて会計やビジネスに関心

を持ってもらいたいという強い思いから会計体操を世に送り出した。この会計体操を教材

に選んだのは、刺激的な教材を用いることが学生のモチベーションや学力に及ぼすかを調

査するという筆者の研究目的に合致すると考えたからである。教育者の視点から見ると、

会計体操は歌と体操を用いたユニークな教材である。また、会計体操は、会計に対する面

白いイメージを持たせることで、会計の授業での至高体験をさせるのに適していると考え

られる。独自の歌詞と身体の動きを用いることで、会計体操は伝統的な手法に比べてユニ

ークな学習環境を作り出すことができる。とはいうものの、会計体操は、決して学習の本

筋から外れた突飛なものではない。会計がビジネスや個人の財政の管理にどのように用い

られているかを伝えるものなのである。 

 

図 2：指導教材とイラスト	 

    

 
事前調査と事後調査は、会計体操の効果を測定するために、両グループの学生に対して

研究者自身の作成した質問票を用いて実施した。これらの調査は 2013年 5月 10日と 2013

年 6月 7日にそれぞれ実施した（表 1 参照）。 

 

表 1：準実験法	 

学生グループ AE学生（実験グループ） NonAE学生（コントロール・グループ） 
 
 

会計体操を受ける学生 
（2クラス、90名が参加） 

会計体操を受けない学生 
（3クラス、133名が参加） 

 
調査スケジュール 

  

第 1週 
（2013年 5月 10日） 

１）事前調査 １）事前調査 

第 2週 １）通常の授業 １）通常の授業 
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（2013年 5月 17日） ２）会計体操に関する印刷物の配布 
３）授業開始時に 15 分間の会計体操ビデオ

上映と体操指導 
第 3週 
（2013年 5月 24日） 

１）通常の授業 
２）授業開始時に 15 分間の会計体操ビデオ

上映と体操指導 

１）通常の授業 

第 4週 
（2013年 5月 31日） 

１）通常の授業 
２）授業開始時に 15 分間の会計体操ビデオ

上映と体操指導 

１）通常の授業 

第 5週 
（2013年 6月 7日） 

１）ミニクイズと事後調査 １）ミニクイズと事後調査 

 
	 参加者の人口統計は表 2 のパネル A に示されている。このデータは事前調査から得たも

のであり、事前調査では、年齢、性別、日本の学生か留学生か、会計関連職への志望度、

会計への関心についての詳細について調査した。会計関連職への関心と会計への関心につ

いては、1がまったく当てはまらない、5がとてもよくあてはまるとした 5段階リッカート

尺度を用いた。また、AEグループと Non AEグループの学生の相違を、各人口統計要素の

点から比較するために、いくつかの予備分析を行った。マン・ホイットニーの U 検定の結

果、AEグループの学生（Md=18.00、n＝90）と Non AEグループの学生（Md=18.00、n＝133）

は年齢の点で顕著な違いがあることが示された（U＝5123.5、z＝-2.676、p<.01、r＝.179）。

年齢の中央値は、AE グループの学生の方が高かった。さらに、χ2 検定によれば、AE グル

ープと Non AEグループの学生では、性別の度数に顕著な相違が見られた(χ2（1，n＝223) = 

5.539、p＝.019、phi＝-.167)。AEグループに比べて、Non AEグループの女性の数の方が顕

著に多い。上記 2つの特性は、以下の主要な分析において無視してはならないものである。 

 

表 2：記述的情報	 

パネルＡ：学生の人口統計 
  AE 学生  Non AE 学生 合計 予備テスト 
学生数 90 (40.4%) 133 (59.6%) 223 (100.0%)  
     
平均年齢 (Std. Dev.) 18.60 (1.782) 18.18 (.672) 18.35 (1.255) MWUa = 5123.5 
最小 18 18 18 z = -2.676 (.007)*** 
最大 32 23 32 r = .179 
中央値 18.00 18.00 18.00  
     
性別     
男性 68 (75.6%) 79 (59.4%) 147 (65.9%) χ2 = 5.539 b (p = .019 / 

Phi = -.167)** 女性 22 (24.4%) 54 (40.6%) 76 (34.1%) 
     
学生身分     
日本人学生 87(96.7%) 130(97.7%) 217(97.3%) χ2 = .004b (p = .947 / 

Phi = .033) 留学生 3(3.3%) 3(2.3%) 6 (2.7%) 
     
会計関連職志望度 d 

 (Std. Dev.) 
2.93  
(.871) 

2.98  
(.871) 

2.94  
(.886) 

-.499 c  
(.618) 
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会計への関心度 d  
(Std. Dev.) 

3.56  
(.874) 

3.50  
(.877) 

3.53  
(.874) 

472 c  
(.637) 

 

パネル B：担当教員の人口統計 
クラス A B C D E 合計 
カテゴリー 会計体操 会計体操 コントロール コントロール コントロール  
(学生数) (49) (43) (50) (40) (41) (223) 
教員の職位 実務家 准教授 教授 実務家 准教授  
教員の性別 女性 男性 男性 男性 男性  
教員の年齢 30代 40代 60代 50代 30代  
*** 有意水準 1%、 ** 有意水準 5% 
a データがパラメトリック検定の仮定に反したため、マン・ホイットニーの U検定を適用した。 
b 仮説検定を行ったが特に反するところはなかったため、χ2検定を適用した。 
c 等分散と推定されたため、t-検定を実施した。他の仮定も確認したが、特に反するところはなかった。 
d 参加者の反応を 1（まったく当てはまらない）から 5（とてもよくあてはまる）で示した 5段階リッカート尺度を用い
た。 

 
さらに、表 2 のパネル B は、参加者の毎週の授業を担当している教員の人口統計情報で

ある。本研究では、実験教室を 2つ（教室 A、B）、コントロール教室を 3つ（教室 C、D、

E）設定しており、それぞれの授業は異なる教員が担当している。教員 5 名のうち、1 名は

女性、4名は男性である。年齢は、2人が 30代、その他、40代、50代、60代がそれぞれ一

人ずつである。彼らの職業や役職は様々で、2人は実務に携わる会計士、残りは准教授、教

授である。これらの個人の特性（年齢、性別、職業、教育経験や教育能力など）は、会計

体操の効果には関係なく、モチベーションとミニクイズの成績に影響すると考えられる。

そのため、これらの特性がどのような影響を与えるのか確かめなければならない。 

 

Ⅲ	 質問票の作成	 

 

本研究は、２つの研究目的のもと、質問票調査を実施するにあたって下記の質問項目を

用意した。 

 

１	 学習動機 

第 1 に、本研究を遂行するにあたって、参加者の学習動機を測定するために、科目の興

味度調査（Course Interest Survey: CIS）を用いた。CISは特定の教育場面における個人のモ

チベーションを測定するものである（Keller, 2010）。もともとは、CISは、注意－関連性－

自信－満足（ARCS）モデルによって示された理論的基礎に対応するものとして開発されて

おり、授業に対する学生の反応を見るために設計されたものである（Keller, 2010；1987）。

ARCSモデルは、モチベーション概念を 4グループに分類している。この 4グループは、学

習におけるモチベーションの 4つの重要な特徴を示している（Keller, 2010）。このモデルは、

モチベーションを刺激し、維持するための戦略を練る場合にも用いられている。本調査で
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は、学生の学習活動に含まれている特定の 4 要素（注意・関連性・自信・満足）を明確に

把握するために ARCS モデルを用いている。表 3 は学習動機に影響を与える ARCS モデル

の 4つの構成要素の詳細を示している（Keller, 2010）。ARCSモデルは、これまでの数多く

の研究で利用され、その信頼性が立証されている（Keller, 2010）。しかし、先行研究の中で、

このモデルを会計および会計教育研究に適用したものは存在しない。 

 

表 3：ARCS モデルの主分類枠、定義（Keller,	 2010）	 

指標 定義 

注	 意 学習者の関心を獲得する。学ぶ好奇心を刺激する。 

関連性 学習者の肯定的な態度に作用する個人的ニーズやゴールを満たす 

自	 信 学習者が成功できること、また、成功は自分たちの工夫次第であることを確

信・実感するための助けをする 

満足感 （内的・外的）報奨によって達成を強化する 

  
	 日本では、CISは、オリジナルの英語版から日本語版に翻訳されたものが刊行されている

（鈴木, 2010）。今回の調査にあたっては、信頼性を確保するために翻訳版を用いた。本調

査では、参加者の授業に対する学習動機は、CIS を用いた事前・事後調査により測定した。

CISは、ARCSモデルにおける学習モチベーションに関する 4つの構成要素のそれぞれを測

るために、34 項目から構成されている。学生はそれぞれの質問に対して、1 をまったく当

てはまらない、5 をとてもよく当てはまるとする 5 段階リッカート尺度に基づき回答した。

ARCSのそれぞれの構成要素は、事前・事後調査の双方について得点化ガイドを用いて算定

した。そして、両調査における点数の差を比較することで、会計体操の実施によって学習

動機がどれだけ変化したのか明らかにすることを試みた。 

 

２	 ミニクイズ 

第 2 に、ミニクイズは、会計体操が、学生の学習成果としての成績にどのような影響を

与えるのか調査することを意図したものである。会計体操が、歌詞に含まれている基本の

会計専門用語を記憶する手助けとなり、ミニクイズでの好成績につながるかを調査すると

いうものである。このミニクイズは、事後調査でのみ実施した。クイズは穴埋め形式で、

借方、貸方、資産、負債といった会計の基本専門用語について回答していくものである。

これらの用語はすべて会計体操の歌詞に含まれており、満点は 10点である。そして、この

ミニクイズでの得点が高い学生ほど、より効率的に学習できていると考えた。 
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図 3：ミニクイズ 

	 貸借対照表の右側は、会計用語では（	 	 	 	 	 	 ）と呼ばれ、また左側は

（	 	 	 	 	 	 	 ）と呼ばれる。資産は貸借対照表の（	 	 	 	 	 ）側に記載される項目

の総称で、例えば（	 	 	 	 	 	 	 ）や（	 	 	 	 	 	 	 ）などが具体的な科目として記

載される。負債は貸借対照表の（	 	 	 	 	 ）側に記載される項目の総称で、例えば

（	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）や（	 	 	 	 	 	 	 	 ）などが含まれる。資本は貸借対照表の

（	 	    	 	 ）側に記載される項目の総称で、例えば（	 	 	 	 	 	 	 	 ）などがある。 

 

３	 人口統計項目 

質問票の最終章では、参加者に、年齢、性別、日本の学生か留学生か、会計に関する職

業への志望度、会計への関心に関連する人口統計的特性を尋ねている。これらの質問項目

に対する回答は、質問票回答者の統計学的特徴を示すとともに、AEグループと Non AEグ

ループの学生間の同質性を測定する際に用いた。 

 

Ⅳ	 分析結果	 

 

	 表４は、会計体操による学習動機がどのように変化したかを調査するためのウィルコク

ソンの符号順位検定の結果を示している。この分析では Keller の４つの CIS 指標が用いら

れ、各学生グループ別で事前と事後調査の値を比較した。分析結果によれば、会計体操を

受講した学生の４つの CIS 指標には統計上の有意な差異は見られなかったが、会計体操を

受講しなかった学生には、注意、関連性、満足度の３つの値で有意な差異が見られ、その

いずれの値も、事後調査の方が事前調査よりも低い結果となっていた。 

 

表	 4:	 ウィルコクソンの符号順位検定の結果 a	 

パネル A: AE学生の結果 
AE学生 (90) 
 

平均値 (標準偏差) 50パーセンタイル値 
ウィルコクソン

の符号順位検定 効果量 
CIS 指標 事前調査 事後調査 事前調査 事後調査 Z (p-value) r 
注意 26.80 (4.72) 27.00 (4.84) 26.00 27.00 -.613 (.540) 0.045 
関連性 32.05 (5.33) 32.21 (5.64) 32.00 33.00 -.067 (.946) 0.005 
自信  28.02 (3.84) 27.74 (3.90) 28.50 28.00 -1.049 (.294) 0.078 
満足度  29.60 (4.45) 29.57 (4.93) 30.00 30.00 -.738 (.460) 0.055 

パネル B: Non AE学生の結果 
Non AE 学生 (133) 
 

平均値 (標準偏差) 50パーセンタイル値 
ウィルコクソン

の符号順位検定 効果量 
CIS 指標 事前調査 事後調査 事前調査 事後調査 Z (p-value) r 
注意 25.99 (4.85) 25.23 (4.93) 26.00 25.00 -3.481 (.000)*** .216 
関連性 33.03 (5.33) 31.76 (4.98) 33.00 32.00 -3.737 (.000)*** .231 
自信  27.72 (4.19) 27.28 (3.81) 28.00 27.00 -1.278 (.201) .078 
満足度  29.03 (4.82) 27.89 (4.58) 28.00 28.00 -3.190 (.001)*** .199 

*** 有意水準 1% 
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表５はマン・ホイットニーの u 検定の結果を示している。この検定は、会計体操を受けた

学生グループと受けていない学生グループのミニクイズのスコアーの差を検定する分析手

法である。結果は、会計体操を受けていない学生グループの中央値が、会計体操を受けた

学生の中央値より有意に高いことが明らかとなった。 

 

表	 5:	 ミニクイズのマン・ホイットニーの U 検定	 

ミニクイズ得点 平均値 (標準偏差) 50パーセンタイル値   

 
(人数) 

AE学生 
(90) 

Non AE学生 
(133) 

AE学生 
(90) 

Non AE学生 
(133) 

マン・ホイットニ

ーの U検定 
 

Z (p値) 

効果量 
  
r  

 6.91 (2.48) 8.36 (2.397) 7.00 10.00 3744.50 
-4.933 (.000)*** 

.233 

*** 有意水準 1% 

 

表６は一元配置分散分析の結果を示している。この分析は、上記の表５の分析結果を一歩

進め、５クラスそれぞれのミニクイズのスコアーの平均値を比較する方法である。結果は A

クラスのスコアー平均値のみが他の４クラスの平均値よりも有意に低いことが明らかとな

った。 

 

表６:	 各教室におけるミニクイズの一元配置分散分析	 

教室 A B C D E Total 

Category Experience Experience Control Control Control  

Mean Score of Mini 

Quiz (Std. Dev.) 

5.82 

 (2.126) 

8.28 

(2.219) 

8.31 

(2.808) 

8.21 

(2.435) 

8.59 

(1.789) 

7.78 

(2.528) 

F (4, 218) = 11.655, P値 < .01 (.000)***  

*** 有意水準 1% 

 
	 人口統計の集計において明らかとなった AE学生と Non AE学生のグループの非同質性に

ついて、追加的な検証を行った。この２グループを比較したとき Non AE学生グループのほ

うが AE学生グループよりも統計的有意に女性の数が多く、また、AE学生グループの年齢

構成が Non AE学生グループより高いということが明らかとなっていた。これらの性別と年

齢がグループによって違うことが、両グループの学習動機の４指標とミニクイズの結果の

違いに影響を与えているか否かについて確認する必要があった。 

	 そこで、追加的にウィルコクソンの符号順位検定とマン・ホイットニーの u 検定を用い

て調査したが、これらの結果により、性別と年齢の差による２つの従属変数への有意な影

響は見出すことができなかった。 
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Ⅴ	 解釈	 

 

	 分析の結果により、第 1 に、会計体操は初年次の会計を学ぶ学生の学習動機に重要な影

響を及ぼすことが明らかとなった。確かに、 会計体操に参加した機会を学生に与えること

では、Kellerの CISで測定した学習動機は、高まるということを統計的に示すことはできな

かったが、少なくとも、会計体操に参加した学生の学習動機を下げるということもなかっ

た。逆に、会計体操に参加しなかったグループの学生は、同期間を通して、 いくつかの学

習動機の指標が統計的に低下したことが判明した。 

 

図 4:	 CIS 指標の結果	 

a) AE 学生                                    b) Non AE 学生 

  

 

	 結果として、本研究で採用した会計体操についても、先行研究が示してきた、いわゆる

学習過程で体を物理的に動かすことが、学習動機や科目に対する注意力を維持する役割を

果たすという結果（Hillman et al., 2009; Buddle et al., 2008; Price & Rogers, 2004など）を証明

したことになる。加えて、独創的な会計体操を単調な簿記の授業に取り入れることで、学

生が至高体験を経験し、会計に対する学習動機を高めたと解釈することもできる。このよ

うな現象は、先行研究で示されている至高体験を得ることで学習者の本質的学習が誘発さ

れるという研究結果（Vallerand et al., 1992; Csikszentmihalyi, 1975; Maslow, 1962）と通じると

ころがある。ただし本研究では、CIS指標のうち自信の数値については会計体操の効果は見

られなかった。会計体操に参加した学生も参加しなかった学生も、事前調査と事後調査の

自信の指数に統計的な変化は発見できなかった。 

	 異なる教師が担当したことが事前調査と事後調査の数値の変化に影響を与えたと考えら

れる点については、追加的な分析によって、その影響を否定できると解釈できた。会計体

操を実施した実験グループのクラス A と B の学生は、教師が違うにもかかわらず、CIS 指
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標の平均値が事前調査と事後調査で低下することはなかった。これに対して、会計体操を

実施しなかったコントロール・グループのクラス Cと Dと Eの学生は、４つの CIS指標の

うちどれかひとつの指標が事前調査から事後調査の間で低下していた。この結果により CIS

指標の変化に影響を与えたのは、担当する教師の影響が異なることによるものでないとす

る一つの証拠を示していると考えることができる。更に、会計体操を実施する段階ではビ

デオやポスターなどを異なる教室でも共通して利用することで、会計体操の教育効果の同

質性を確保することに努めた。これにより得られた結果は、教える教師個別の要因による

影響を弱め、会計体操本来の効果が発揮され、学生の学習動機の維持に役立ったと解釈さ

れる。 

	 逆に、会計体操に参加した学生のミニクイズの結果は、参加しなかった学生の結果より

統計的に低い数値であることがわかった（表６を参照）。先行研究でも、この体を動かすこ

とを応用した教育と成績との関係については、一定の結論が得られている訳ではない。

Hillman et al. (2009)は、フィジカルな運動と成績の正で有意な関係の存在を示していたが、

本研究では、同様の結果は得られなかった。そこで、本研究では追加的な分析として、成

績に関する異なる教員の効果を調査してみた。結果は、クラス A の学生の成績のみが、他

の４クラスの学生の数値よりも有意に低かった。クラス B は同じ会計体操を実施したクラ

スであるにもかかわらず、成績は C, D, Eクラスの学生の成績の平均値と差はみられなかっ

た。これにより、クラス Aと Bの成績の違いは、会計体操を実施したことによるものでな

いと解釈することができた。先行研究では Lindner (2002)が、学生のフィジカルな運動と成

績の点数には相関関係が存在しないとも指摘している。結果として、会計体操は学習動機

を維持することには有効であるが、ミニクイズなどの成績には有効な結果を及ぼすという

ことを示すことが出来なかった。 

	 この結果には２つの解釈が可能である。一つは、会計体操は、成績のような実際の学習

行動の結果を改善するような強い刺激を提供しないと考える方法である。教室でのフィジ

カルな運動は、ある学生グループにはとても望ましい状況であるかもしれないが、他の学

生グループには張りつめた学問の緊張感を乱すような効果を与えてしまうという諸刃の剣

のような効果なのかもしれない（Zapalska & Dabb, 2002; Grasha, 1994など）。会計体操によ

って生み出される会計が簡単で面白いというイメージは予想とは逆の効果をもたらし、他

の学生の注意力を削ぐ効果を生んでいると考えることもできる。 

	 二つ目の解釈は、会計体操の実際の行為結果に対する影響が発現するのは、短期間では

はっきりとわからないかもしれないと考える方法である。会計体操を長期的に体験すれば、

学生の成績や会計の本質的関心を高めることにつながるかもしれない。しかし先行研究に

おいては、 本研究で成績を測定するときに用いた専門用語や事実上の知識、基本的な概念

や原則の理解には、講義形式の学習方法のほうが、シミュレーションやゲームよりも効果

的であるとの研究結果も存在する（Anderson & Lawton, 2009）。とはいうものの、もし会計
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体操が学生の学習動機を高められれば、その後の人生で成績も改善する可能性もある。な

ぜなら、学生が会計に真剣に取り組むようになるかもしれないからである。学習動機を高

めることはそういう意味でも重要なことである。先行研究によれば、若者は職業や労働環

境に関する自分の印象や不十分な情報、不正確な事実をもとに決定する傾向にあると言わ

れている（Greenhaus, 2000; Hiltebeital, 2000）。このような見解に基づけば、会計教育者は、

学生の会計に対する印象が前向きで長続きするような教育環境を提供できるように工夫す

ることが必要である（Baxter & Kavanagh, 2012）。本研究では、会計体操により会計初学者

の学習動機が適切に保持されることが明らかとなった。今後、彼らの高い学習動機によっ

て、会計を専攻科目として選択したことが正しかったと確信し、同時に会計に関わる職業

選択をすることにつながることを期待している。 

 

Ⅵ	 結論	 

 

	 本研究では、日本の大学の商学部で学ぶ会計初学者を対象として会計体操の学習動機に

対する影響を調査した。実証結果では、会計体操が大学で会計を学ぶ初学者の学習動機を

高く保持する効果のあることが明らかとなった。CISによって測定した学習動機は、会計体

操に参加しなかった学生の間では低下したことが統計的に証明された。 

	  大学入学間もない彼らが会計に関わるキャリアについて考え始める時期にいることを

考えれば、初学者の会計に対する学習動機を確保できる教材はとても貴重であるといえる。

この効果により、会計を専攻する学生数の減少を食い止めることにつながるとも考えられ

る。 

	 本論文では、特定のひとつの教材の効果について注目したが、他の教材が同じような学

習動機や学業成績の達成にどれほど効果を有するかについても、新たな研究として実施し

ていることも興味深い。近年、高等教育において、シミュレーションやゲームを用いた学

習アプローチの利用が大きく注目されている（Lean et al., 2006; Feinstein, 2001）。会計体操と

同様に、シミュレーション・ゲームや体験学習の形態を取る様々な教材が、講義のような

伝統的な学習形態と比べて、当該科目に対する前向きな態度を形成し、楽しい活動を提供

するという理由で、学生の学習動機を高めると考えられている（Anderson & Lawton, 2009; 

Albrecht, 1995）。 

	 しかしながら、本研究では、会計体操というユニークな学習教材の実施と学生の学習成

果としてのミニクイズの成績には相関関係があることを示すことはできなかった。先行研

究においても示されていることではあるが、用語や事実上の知識、基本的概念や原則など

を学生に教えるには、学習動機の向上に焦点を当てた方法よりも、講義が最も効果的な手

段であるという見解も見られる（Anderson & Lawton, 2009）。会計体操の実施によって起こ

る認知の変化がどのように実際の学習成果や学術的な達成につながるかのプロセスの研究
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は、また今後の研究に委ねることになる。 

	 研究方法論に関していえば、本研究は日本のひとつの大学でのある１時点におけるデー

タ収集に依存している。データはより長期的に収集されるべきであり、他の大学や別の時

点でのデータも収集し、比較検討すべきである。また、本研究のサンプルは、これまで会

計を学んだことのない初学者を対象としていたが、既に会計を学んだことのある学生を対

象に、当該会計体操を実施し効果を検証するもの興味深い。このような研究の拡張により、

今回の結果が一般化されることが望ましい。インタビューや観察法などの質的データを利

用したデータ収集方法を応用できる余地も生じる。 

	 大学の教育カリキュラムにおいて、会計体操の実施可能性も大きな問題である。複数の

ワークショップや学会において本研究の成果を発表する機会があったが、ある国ではこの

ような会計体操の実施は受け入れられないという意見も耳にした。先行研究においても、

ある文化圏においては、体操やスポーツは高度な学習成果を達成するためには、あまり好

ましいとはいえない邪魔なものとしてみなされる傾向があると言われている（Lindner, 

2002）。このような文化的特徴や相違を調査するのも将来の研究の別の方向性であるとも言

える。 
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第 4章	 モノポリーで学ぶ簿記の意義 

 

工藤栄一郎（西南学院大学） 

	 	 	  

Ⅰ	 背景と動機	 

 

	 いうまでもないことだが，簿記は「取引」として認識された人や組織が実際に行った経

済的活動を対象として記録を行う行為である。つまり，簿記はその対象である経済的活動

があってはじめて存在する実践である。つまり，簿記を実践するにあたっては，記録者は，

自分が行った取引の内容を十分に認識しそして理解する必要がある。 

	 ところが，通常の簿記の学習空間においては，取引の例示はあらかじめ準備されている

ことが多い。しかし，学習者のなかには，このように提示されている取引について，具体

的にイメージできない者が少なくない場合もある。それは手形での決済取引や特殊商品売

買取引のような高度な簿記処理をともなう複雑な取引だけではなく，通常の商品の売買取

引ですら具体的にその内容をうまく頭の中で理解できない者がいるということである。ま

た，そもそも，実際の経済的活動は文章表現されたものではなく，人や組織の営みそのも

のである。それを言語表現して可視化するのが簿記の営みである。 

	 そして当然ながら，簿記の学習の場で行われるのは簿記実践の学習であって，取引の実

践についての直接的な実践学習が行われることはほとんどない。 

	 本来，簿記の主体は，経済的活動である取引の実践主体と同一であり，自らの経験を記

録していくことで，そのことを情報化してそして蓄積していくのである（工藤（2015））。

したがって，簿記の意義を自覚するには，取引である経済的活動を実践したうえで，その

記録計算作業を行うことが理想的である。それはつまり，取引の実践と簿記の実践とを同

期させた演習形式による学習である。 

	 そこで，この学習の実現を図るために，擬似的な取引を実践しながら簿記記録を行う演

習として，もっともポピュラーなボードゲームである，モノポリー（Monopoly○R）を用い

た学習を取り入れることとした。この学習の目的を端的に表現すると，「ボードゲームを用

いて実際に取引を実践し，その実践の簿記記録を行うことで，簿記の意義と重要性に気づ

き，さらには，合理的な記録様式の知覚を導く」ことである。また副次的にではあるが，

期待される効果として，学習者が主体的かつ相互に考え学び合う姿勢を誘発するというこ

とも含まれている。 
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Ⅱ	 「モノポリー」の概要	 

 
	 この学習で使用したボードゲームは，1935年にアメリカ合衆国で一般発売された「モノ

ポリー」1である。このゲームは，複数のプレーヤーそれぞれがサイコロ２つを振り，出た

目の数の分だけマス目を進んでいくものである。マス目は全部で 40あり，その内容は，土

地や会社などが 28，「共同基金カード」と「チャンスカード」と呼ばれるカードを引く箇所

がそれぞれ 3箇所ずつの 6，その他，「所得税」や「物品税」など一定の金額を支払わなけ

ればならない箇所，それに「GO」と称されるスタート地点，などからなっている2。 
 

モノポリーのボード（「アトランティックシティ版」）	 

 
 

	 とまったマス目が土地や会社などの場合は，指示されている一定の金額を支払って購入

することができる（例えば「バージニア通り」の場合はその購入対価は$160である）。 
 

バージニア通りの購入	 

 
                                            
1 モノポリーについてはいくつかの文献があるが，ここではとりあえず訳書がある Orbanes,(2013)を紹介
しておく。 
2 モノポリーにはいくつもの種類（バージョン）があるが，ここで記述しているのは「アトランティック
シティ版」というもっとも標準的なものについてである。 
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	 最も重要な財産は土地である。所有している土地のマス目に他のプレーヤーがとまった

場合，「レンタル料」を受け取る。例えば，「バージニア通り」を所有しているとして，こ

のマス目にだれかとまった場合，$12を受け取ることができる。 

 

「バージニア通り」の権利書と受け取る「レンタル料」の額	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 モノポリーは，その名称が示すとおり，財産の独占を目指すことでより高額の収入を得

ることができるルールを持つゲームである。例えば，土地はいくつかの色によって分類さ

れており，同じ色の土地をすべて（2箇所か 3箇所）所有すると，そこから得られるレンタ

ル料が 2倍と高額になる。 

	 さらに，所有している土地に「建設費」を支払って「家」を建設すると，そこにとまっ

た他のプレーヤーからさらに高額のレンタル料を受け取ることができる3。例えば，所有し

ている「マービンガーデン」の土地に家を 2 軒建設していたとすると，そのマス目にとま

った他のプレーヤーから$360のレンタル料を受け取ることができるのである。たんに土地

だけを所有していただけではレンタル料は$24でしかないので，格段に高額のレンタル料収

入を得るために家を建設することがプレーヤーにとっては重要となる。 

 

 

 

 

                                            
3 「家」はいつでも建設することができる。ひとつの土地に 4軒までの家を建てることができるが，それ
以上になると「ホテル」を建設することができる。 
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マービンガーデンに家を 2 軒所有	 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 土地や家のほかに，「鉄道会社」や「水道会社」などの財産を購入し所有することもでき

る。これらも同様に，他のプレーヤーが当該マス目にとまった場合には「レンタル料」を

受け取ることができる。 

 

「会社」の権利書	 

 
 

	 そのほか，該当するマス目にとまって「共同基金カード」を引いた場合，その内容は，「銀

行より$200受け取る」「遺産$100受け取る」「治療費$50支払う」「教育費$100支払う」な

ど，現金の授受を指示されるものが多い。「チャンスカード」に記述されている内容は，マ

ス目を指示された場所まで移動する場合が多いが，なかには「銀行より$○○受け取る」と

か「各プレーヤーに$50支払う」など金銭の授受を指示されているものも含まれている。 

	 このように，モノポリーでは土地や建物などの購入やそれらからのレンタル料の受け取

りおよび支払いなどの経済的活動を擬似的に実践することができる。 
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Ⅲ	 簿記学習への適用	 

 

	 モノポリーでの取引を対象にして，これを会計記録すなわち簿記の演習に適用しようと

する試みは，アメリカ合衆国をはじめとして，散見される。それは，高等学校などの中等

教育課程からMBAなど大学院レベルまで，非常に多様で広範な水準における簿記学習にお

いてである。本稿では，まったくの初学者（簿記の知識がまったくない学習者）から複式

簿記の手続きについてはひととおりの理解ができていることを前提とした学習者まで，い

くつかの段階に分けて，学習の適用事例について紹介していく。 

 

１	 授業の進め方 

	 通常モノポリーを楽しむには，ひとつのボードにつき 4 名程度のプレーヤーを配置する

のが適当とされているが，ここでは，簿記の学習への適用なので，ゲームの内容である経

済的活動を記録していくことに主眼がある。つまり，取引の実践と簿記の実践をともに行

うので，プレーヤー１人あたりの作業量が通常のモノポリーを行う場合に比べて多くなる

ので，4人あるいはそれ以下の人数でゲームを実践すると，ゲームの回転が速くなり，簿記

記録を行う際にミスの発生の可能性が高くなる。そこで，ひとつのボードにつき，5〜6 名

程度のプレーヤーを配置するのが望ましい。 

	 また，この学習の規模についてであるが，それはボード台数による。最小では 1 台のボ

ードで実行可能であり，20台ほどのボードを準備して 100名超で授業を行うことももちろ

ん可能である。ファシリテーター役を務める教師の管理可能な規模であればもっと多くの

学習参加者があってもかまわない。 

	 この学習に必要な時間は，1人のプレーヤーが記録すべき取引の数による。加えて，求め

ている簿記の水準にもよる。詳しくは後述するが，どのような目標をもって簿記を実践す

るのかについては様々な指示を出すことが可能であり，それによって記録の様式が異なり

簿記手続の質的な相違が生じてくる。それはゲーム中の簿記作業のみならず，ゲーム終了

後，つまり，取引終了後の種々の「まとめ」（いわゆる決算を含む場合もある）の作業の量

による。もっとも単純な目標をもってこの学習を行う場合は大学の授業時間でいえば 1 コ

マ（90分）でも可能であるが，可能であれば 2〜3コマ（180〜270分）分を確保するとよ

り効果的な学習が可能となるだろう。なお，記録される取引数は 1 人のプレーヤーあたり

15以上あるとよいと思われる。20〜30ほどの記録すべき取引が実践されるには 1コマの授

業時間では不足するだろう。 

	 重要なことは，モノポリーを使用して取引を実践しその簿記記録を行う時間と，その記

録を基礎に与えた課題に取り組む時間との割合を 4:1 程度に按分した授業進行の計画をた
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てておくことである。 

	 ところで，通常のルールでは，プレーヤーのほかに，金銭の授受のみを行う「銀行係」

を１人配置することになっているが，この授業では「銀行係」を置かずに，プレーヤー間

で直接金銭のやりとりを行っていく。その理由は，この授業の目的が正確な簿記を実践す

ることにあるので，すべての学習参加者が取引を実践しそれを簿記していくことが必要だ

からである。また，このほかにも各ボード内で適宜「ローカル・ルール」4を設定しながら

ゲームを進行していくことを容認するということをあらかじめ指示しておく。また，ファ

シリテーターは，ルールに関して各ボードから問い合わせがあった場合には適切にアドバ

イスを与える。ただし，簿記に関する質問に関しては，ファシリテーターの解答を与える

ことは避け，学習者（たち）に考えさせるように導くことが肝要である。 
 
２	 具体的な適用例 

（１）初学者を対象に 

	 ここでは，簿記に対する知識をまったく有していない者を学習者の対象とした場合を例

示する。 

	 指示する目標は「手もと現金と記録上の現金の一致」である。モノポリーでの取引の多

くは現金の授受をともなう。その現金収支を正確に記録することだけを課題として与える

のである。そのための記録についてはとくに様式などを指示することなく，「自分がやった

こと（「できごと」と表現）を自由に記録しなさい」と説明し，次のような用紙を配布する。 

	 なお，手もとの現金については，ゲームの途中で金額のカウントがしにくいように，封

筒を配布しておき常時その中に入れておくように指示しておく 

初学者用の記録様式（１）	 

 
                                            
4 たとえば，同範疇（つまり独占状態にある）の土地に家を建設する場合，通常のルールでは，すべての
土地に同じ数の家を建てなければならないと定められているがこの制約をなくすとか，あるプレーヤーが

支払わなければならない金額に対して，手持ちの現金と所有している財産すべてを抵当に入れても金額が

不足する場合は，他のプレーヤーから借り入れることができさらにその場合の金利をどう定めるかなどな

どについては，当事者間の同意によって柔軟に対応してもよいなど。 
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	 この水準の目標のもとでは，学習者の記録結果はじつにさまざまな状態になることが少

なくない。現金の出入りを記録するよう目標を与えているにもかかわらず，記録内容に金

額情報が欠落したいたりする学習者もあれば，自分が行った取引結果を次のように合理的

に記録している者もいる。 

合理的な記録の例	 

 

 

 

この記録には，現金がいくら出入りしたかについての情報だけではなく，その原因・結果 

となった事象が記録されている。 

	 もっとも，この段階での学習者の記録として多いのは，たんに，現金の収支のみの金額

情報しか記載しないものである。 

	 そこで，現金収支をもたらすこととなった原因あるいは結果を「出来事の内容」として

認識し，それを記録に残すように明確に指示して学習を進めることも有効である。 

 
初学者用の記録様式（２）	 

 

 

	 この段階での簿記の学習の目標は，実際の現金と記録上の現金との有高を一致させるこ

とであるので，最後にその確認を行う。記録すべき取引の数によるが，20 程度の記録であ

っても，これまでの経験からすると，ほとんどの学習者は実際有高と記録上の現金の有高

が一致することはない5。この不一致の原因としては，実際の取引において現金授受が正確

                                            
5 ここではこの学習の事例を簿記の初学者としてはいるが，これまでモノポリーを利用したこの演習には
高度な簿記知識を有する簿記の教師やあるいは豊富な実務経験を有する会計専門職の参加者もあった。た

いへん興味深いことに，熟達した彼らでさえ，その多くが，記録上の現金と実際の有り高とが一致しない

という経験をしたのである。 

・××通りを買う	 	 （−）140ドル 

・利息を受け取る  	 （+） 50ドル 

61



に行われなかった（つまり受け渡した金額に間違いがあった）ことも考えられるが，簿記

記録上のミスによるものであったことも想像される。実際のところ，不一致の原因を探る

ために，学習者がなんども記録を見直していくうちに，一致していなかった金額が徐々に

小さくなり，ついには実際と記録とが一致する（あるいはそれに近くなる）こともあるか

らである。 

	 このような状況の下で，ファシリテーターである教師は，振り返りとして，学習者に対

して簿記記録のひとつの意義を強調する。それは簿記による記録の意義である。経済的活

動である取引は，それ自体が煩雑である。例えば，ある土地を購入できるマス目にとまっ

た場合，まずその土地を購入（あるいは建物を建設）するかしないかを意思決定しなけれ

ばならない。それには，手もとに支払うに十分な現金を持っているかどうか，それを支払

ったあとに取引が継続できるかどうか，あるいはその土地（あるいは建物）が将来もたら

す収入がどれくらい予測できるかなど，複雑な要素からの判断を含む場合もあるだろう。

その上での意思決定に引き続き，実際の現金の支払いが行われるのである。このような複

雑な意思決定とその結果自分がとり行った実際の行動を記憶だけを頼りに再生することが

現実にはかなり困難であることを，この簿記記録の演習を通じて学習者は経験的に理解で

きる。 

	 ところで，この水準での簿記記録の演習でも，いくつかの追加的な課題を与えることで，

さらに上位の簿記の意義の理解へ誘導することができる。 

	 1つの例としては，所有している個別の財産項目に関する情報の抽出である。上掲の「初

学者用の記録様式（２）」では，現金出納の原因もしくは結果が記録されているので，論理

的には，そこから，ゲーム終了時点で所有している財産のリストを作成することができる

はずである。加えて，購入した際に支払った現金額すなわち取得原価の情報を求める。 

 

所有する財産のリスト	 

 
この追加された課題によって，今後，簿記記録を行う際に，所有する財産の管理似て記号

的な記録のあり方を示唆する。つまり，個別の財産ごとの記録単位である勘定を予兆させ
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るのである。 

	 ほかに，自分が所有する個別の財産がそれぞれいくらのレンタル料を獲得したのかとい

う収入原因の識別や，他のプレーヤーが所有する財産に対して支払ったレンタル料に関す

る情報なども，上掲の簿記記録から導出することが可能となるはずである。 

 

収入源泉と支出原因に関する情報	 

 

 

	 つまり，現金収支とその原因･結果というと単純な記録が，自らが行った経済的活動に関

する情報再生と追加的な情報産出が可能となるということを理解させることが可能となり，

素朴な簿記記録でさえ有用性が高いという認識を与えるのである。 

 

（２）複式記入への展開 

	 次に示すのは，複式簿記一巡の手続についての知識を持っている学習者を前提とした場

合の適用事例である。 

	 モノポリーで記録の対象となるのは，すべて，現金による決済となる取引である。つま

り，現金収入とその原因（または結果），現金支出とその結果（または原因）であるから，

この特性を利用して，容易に複式記入への展開と導いていく。その意味で，貸借仕訳への

導入が必要な水準における学習者にとっては当然有効であることは理解されるだろう。し

かし前記のように，ここで対象としている学習者を複式簿記の基本的な知識を有している

としているので，このような素朴な貸借複式記入だけを学習課題とするのは適切ではない

とうつるかもしれないが，その後の処理手続については一定以上の複式簿記知識が必要と

なる。 

	 ここではこの演習の参加者に配布する記録用紙として，「仕訳帳」と「元帳」を準備する。

以下の仕訳帳に示されているように，貸借複記の基礎として，現金収支を起点として考え

るように示唆している。 
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仕訳帳と元帳の用紙	 

 

 
 

	 また，「現金勘定」についてはあらかじめ勘定科目を付したものを準備して配布するが，

他の勘定については，学習者（簿記記録者）が任意に開設できるように勘定科目名は空欄

にしたものを配布する。取引のなかで生じる財産との変動に関してどのように勘定を開設

するかは，簿記記録者にとって，それが内在するはずの記録目的に従うべきである。記録

者が明確な目的を有し，合目的な記録の仕組みを構築することの必要性と有用性を認識さ

せるための措置である。 

	 どのような勘定の開設をするかは学習者の理解水準によって相当に異なる。例えば，取

得した土地について，たんに「土地」という統括勘定6だけを設定する者もいれば，それぞ

れの土地は固有名詞を持っているので，「バージニア通り」や「マービンガーデン」といっ

た個別の勘定に区分しての勘定開設を行う学習者もいる。あるいは受け取った「レンタル

料」に関しても同様である。 

 
                                            
6 もちろん，個別の同種勘定の総体としての統括勘定ということを認識して開設する学習者はほとんどい
ない。 
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勘定科目を任意に設定させるための元帳様式7	 

 
 

	 実際に行った取引に関する簿記記録が終了したら，次は決算である。まず，記録の正確

性を検証するために，貸借一致の原則を利用した試算表の作成を行う。 

 

試算表の作成	 

 
 

	 初心者向けの簿記記録の課題であった現金有高の実際と記録の一致の場合と同様に，こ

こで貸借が一致する学習者は多くない。ゲームすなわち取引の実践に重点が置かれ，その

結果，簿記記録がおざなりになることが貸借不一致の要因と思われる。仕訳帳だけの記録

をして元帳の該当する勘定への転記を一括して行うことで転記漏れが生じる可能性が高く

なったり，記録された文字が乱雑になって判読困難になったりなど，状況は様々である。 

	 貸借一致を確認することで記録の正確性がある程度担保されないと，利益計算などの次

のステップに進むことはできないが，このハードルを越えることは容易ではない。そこで

仕訳記録と勘定転記をなんども確認し，自分が行った取引つまり経済的活動に関する記録

の不備を記憶を呼び起こしながら補完していく作業を繰り返すこととなる。 
                                            
7 相手勘定（摘要）欄を設けているが，現金勘定以外のその他の勘定は，取引自体がすべて現金決済によ
るので，相手勘定は基本的に「現金」となる。 
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	 正確な記録の重要性を認識させることが，この演習の現実的な終点となることが多いが，

もっと時間をかけてこのアクティビティができる場合には，利益計算のプロセスに進む。 

	 複式簿記による利益計算の構造は，名目勘定と実在勘定との 2 つの系統における 2 重計

算が特性である。つまり，総勘定元帳の勘定を名目勘定と実在勘定とに分類する必要があ

る。この作業が，とりわけ初級段階の簿記の通常の授業では，意識されて実施されること

は少ない。手続きに沿っていうなら，決算操作の第 1 ステップとして，収益および費用の

諸勘定を損益勘定に振り替るわけであるが，（決算整理手続としての原価配分の作業が終了

したあとの）元帳諸勘定は，収益または費用の勘定は所与のものとされていることが多く

（あるいは覚えさせられていることが多く），どの勘定を損益勘定に振り替えるべきかを学

習者自身が判断する状況になることはほとんどない。例えば，共同基金カードのなかに「ク

リスマス基金の満期により$100受け取る」というものがある。クリスマス基金がどういっ

たものかについての説明はない。この場合，【借方】は【現金（資産）の増加】であるが，

【貸方】に記録された勘定をどのように属性づけるかは記録者の判断によって異なる。こ

れを純財産の増加とみなして損益に影響しない取引と見るのか，それとも，収益の発生と

して損益の増加要素と見るのかである。著者の過去におけるファシリターとしての経験で

は，合理的な説明ができればいずれでもいい，と示唆したことがある。また，同種の問題

としてもっとも多く問い合わせられるのは（だが決して「解答」を与えることはない），ボ

ードを 1 周するごとに「GO」のマス目を通ると「銀行から$150 受け取る」という取引が

ある。この場合の【貸方】の勘定をどう判断するかについてである。【資本金の増加】とす

るか【何らかの収益】とするかはやはり記録者の判断の合理性にかかっているとしか説明

を与えない。 

	 いずれにしても，まず損益勘定を新たに開設し，そこで純利益を確定する。当初資本に

純利益の金額を振り替えたのちに，残高勘定（または繰越試算表）を作成して，複式簿記

の手続きは終了する。ここで最終的な簿記の記録と会計計算の正確性が確認されることと

なる。 

損益勘定と残高勘定の作成	 

 
 

	 だが繰り返しになるが，ここまで到達できる演習は 2〜3コマの時間では困難である。 
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Ⅳ	 まとめ：簿記学習に照らしたインプリケーション	 

 

	 以上，モノポリーを使用した簿記の意義を理解させるための学習について述べてきた。

学習としては，簿記のみを実践するのではなく，記録の対象となる取引をまず実践し，両

者を同期させていくことにその特徴がある。 

	 ゲームそのものが実際の経済的活動を擬似したものであるので，取引にのみ意識が傾き，

簿記の記録をおざなりにしてしまいがちになることを多くの学習者は実感する。しかし，

経済的活動の過程と結果を可視化するには簿記の記録がなくてはならないわけで，その重

要性について経験を通じて体感することとなる。簿記記録があってはじめて，自分が行っ

た過去の活動を知覚することができるのである。記録（record）とは心（cor）をふたたび

呼び起こすこと（re-）という意味である8。 

	 また，簿記の実践は記録者の判断の余地があるということを認識させることにも役立つ。

覚える簿記から，考える簿記への展開可能性である。どのような記録を行えば目的適合的

になるのか，その前に，そもそもどのような目的で簿記記録を実践するのかという根本的

な問題についても考える機会を与えることができる。具体的には，経営管理の目的に役立

つにはどのように勘定を開設すればいいかなどである。また，利益とはなんであるのか，

について考察する機会も提供できる。 

	 あらかじめ「正解」が準備され，学習者はその正解に到達することが求められている通

常の簿記の学習の場では提供する可能性の少ない簿記の柔軟性にふれることができる。そ

の意味でも，モノポリーをうまく活用した簿記の学習は有効性が高いだろう。 

 

 

【参考文献】 

Orbanes, P. E. (2013) Monopoly, Money, and You, McGraw Hill（邦訳『投資とお金の大 

	 	 	 事なことはモノポリーに学べ！』日本実業出版社）. 

工藤栄一郎(2015)『会計記録の研究』中央経済社。 

 

                                            
8 記録の意義については工藤（2015）を参照のこと。 
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第 5章	 「ペーパータワー」を用いた会計教育の取り組みとその効果 
 

潮	 清孝（中央大学） 
 
要約 
本稿は，「ペーパータワー」と呼ばれるゲームを会計教育に応用した教育実践事例に関す

る研究論文である。筆者は，中京大学経営学部一年次必修科目の一部として当該教育を実

施し，その効果を測定・分析した。その結果，受講者の会計知識および会計に対する興味

を高め，会計に対する印象を和らげたことが明らかになった。 
 
 
Ⅰ	 背景と目的	 

 
	 本稿は，会計教育における新たな教育手法の可能性とその効果の測定・分析を目的とし

たものである。大学の学士課程においては，「知識・理解」，「汎用的技能」，「態度・志向性」，

「総合的な学習経験と創造的思考力」などを培うことが要請されている（2008年 12月 24
日中央教育審議会答申, 12-13）。一方で，日本においては近年，大学での学びに適応でき
ない学生が全国的に増加している状況，およびそれらを防止するための初年次教育の重要

性に関する指摘がある（河合塾編著 2010, 5）。とりわけ会計分野については，伝統的に，
「計算」「暗記」「煩雑」「創造的でない」などといった消極的なイメージを一般的に持たれ

ているという指摘がある（菅原・菅尾・政岡 2013）。筆者らが学内で行った授業内アンケ
ート(対象は主に経営学部 1 年生)においても同様の回答が見られることが多かった。海外
の多くの文献では，会計への高い関心が会計学習の成果やその後の進路に重要な影響を与

えることが示されており(Ramsden 2003; Tan and Laswad 2006; Jackling and Keneley 
2009)，大学教育課程におけるできるだけ早い段階において，会計に対する興味や関心を
高める必要があると考えられる。 
	 本稿で紹介するのは，「ペーパータワー」と呼ばれる簡単なゲームを会計教育（特に管理

会計）に応用した教育実践事例である。名前の通り，紙を使ってタワー作り，その高さを

競うというのがその一般的なルールであり，いわゆるアイスブレイクやチームワークの学

習などで用いられる手法である(1)。近年「アクティブ・ラーニング」(active learning)と呼
ばれる手法が，伝統的な座学形式の授業との対比の中で注目を集めており，本稿で紹介す

る取り組みはその一つの事例として分類することもできる。このような活動を通じて，学

生の授業への主体的な参加が促され，文脈の中で知識習得の必要性を自ら理解し，感じ取

ることが期待される(Faust and Paulson 1998; Prince 2004)。 
 
 
Ⅱ	 授業の概要	 

 
本研究は，2012年度中京大学経営学部において筆者が実施した授業を対象としている。

そこで，当該授業の概要について以下で述べる。 
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１	 授業の位置づけ 
当該授業は，経営学部生全員を対象とした演習型入門科目（「ゼミリテラシー」）のひと

つとして行われた。「ゼミリテラシー」は，「経営学の主要３分野（企業・戦略，組織・管

理，会計・財務）の基礎知識について，身近な事例を題材として学習（する）」(2)ことを目

的としており，当該授業は，「会計・財務」分野のひとつとして，筆者が実施したものであ

る。 
「ゼミリテラシー」は１年次秋学期配当の必修科目（2単位）であり，2012年度の履修

登録者数は，経営学部 1年生全員(358名)及び未履修者(22名)の合計 380名であった。380
名の履修登録者は，学籍番号順に 7 つの班に分けられ，7 人の担当教員（企業・戦略分野
3名，組織・管理分野 2名，会計・財務分野 2名)が各班を 2回(90分/回，計 180分)ずつ
担当した。 
 
２	 授業の目的と対象 
受講者の中には商業科出身の学生もいるものの，その多くは会計の初学者である。その

点を踏まえ，当該授業においては，以下の 2点を具体的な教育・学習目標とした。 
 

① 会計（特に管理会計）についての基礎的な知識を習得させる。当該授業内においては，
その代表的なものとして，損益分岐点分析，コスト削減意識の重要性，機会損失の概

念を主に取り上げた。合わせて，企業の決算書を想定した「結果シート」（後述）の

作成に際して，グループの外部者による監査のプロセスを体験させることで，会計監

査制度の存在およびその重要性について理解させる。 
② その他，企業経営を模したゲームの中で具体的な計画立案やその実行をするなかで，

会計分野の知識習得の必要性を自らが感じ取り，会計に対する興味・関心を持たせる

（高める）。 
 
Ⅲ	 授業の進行手順	 

 
１	 各班第 1回目の授業 
各班第 1 回目の授業では，グループごと(各々4 から 6 名)に，紙(A4 印刷用紙)を使った

タワー建設させ，経営学全般に関わる入門的な内容（コミュニケーション能力の重要性，

経営戦略の重要性，リーダーシップのあり方，組織の最適人数など）を体験学習してもら

い、各項目ついての解説を行う。その後，第 2回目の授業に向けての準備として，書道用
の半紙 20 枚を手渡し(3)，出来るだけ高いタワーを実験的に建設してもらう。具体的には，

ペーパータワー建設にかかる基礎的な技術を説明したのちに，2 メートル程度の高さを目
標として，実際にタワーの建設をしてもらう(制限時間は 15分)。 
 
２	 各班第 2回目の授業 
上記の内容を踏まえ，翌週に第 2回目の授業を行う。ここでは第 1回目の授業後半の内

容を前提として，グループ（各々4 から 6 名）ごとに紙（半紙）を使って「タワー」を建
設する（作戦会議 10分＋実作業時間 15分）。 
まず，全員向けの説明において，今回のゲームでは，タワーの「高さ」を競うのではな
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く，「利益」を競うこと，および「黒字」を出すことを最低限の目標とすることを伝える。 
次に，各グループ内での役職について説明（下記）し，当人たちの立候補により決定す

る。 
 

l 最高経営責任者(Chief Executive Officer: CEO)：1名 
全体を指揮する。メンバーの中で唯一，筆記用具およびメモ用紙を使用できる。

但し，タワー建設にかかる実作業（紙に触れる一切の行為）は行えない。 
l 会計・財務責任者(Chief Financial Officer: CFO)：1名 

「CFOミーティング」（後述）に参加する。但し，CEO同様，タワー建設にかか
る実作業は行えない。 

l 平社員：上記以外の全員 
CEOおよび CFOの指揮のもと，タワー建設にかかる実作業を行う。 

 
 
次に各グループの CFOを集め，「CFOミーティング」(4分程度)を実施する。そこでは，

「利益」の計算方法などについて詳細な説明をする。主な内容は以下の通りである（これ

らの内容を記した紙を配布）。尚，これらについては，当該ミーティングにおいてのみ説明

するため，他のメンバーは，CFOを通してのみ知ることができる。 
 

l 実作業の 15 分が経過した時点でのタワーの高さを「売上高」(1 億円/cm)とする
（合わせて，使用する半紙の縦横の長さ[縦：33.4cm，横：24.2cm]についても伝
える）。 

l 半紙の購入枚数に応じて「費用」（材料費：3億円/枚）が生じる。 
l 但し，購入しても全く使用しなかった場合には，2億円で返品できる(費用のマイ

ナスとして処理)。 
l 紙の使用枚数とは別に，一定の費用（人件費やゲーム参加料などとして各グルー

プ 100億円）が生じる。 
 
	 CFOミーティング終了後，各 CFOはそれぞれのグループに戻り，作戦会議(10分)を実
施する。作戦会議においては，まずは上記の情報について各メンバーに伝達が行われ，そ

の後，半紙を何枚購入し，どのようなタワーを建設すれば利益が出るかを議論するグルー

プがほとんどであった。 
	 作戦会議終了後，半紙の購入をしてもらい，全グループの準備が整ったのを確認する。

実作業時間(15 分間)に入る直前に，鍵となる目標値（利益や売上高など）を確認させる。
その後，グループごとに円陣を組ませて，CEO中心に「○○○（当該目標数値）目指して
頑張るぞ」などの掛け声をメンバー全員で出してもらう。 
	 実作業時間(15分)においては，先述の役割分担に基づき，CFO/CEOの指揮の下で，平
社員がタワー建設を行う（【写真】参照）。計画通りタワーの建設を行える班や，当初の計

画とは異なり，紙を多く使用するなどして紙が足りなくなる班（機会損失の発生）や，終

了直前で崩れてしまって売上高がほぼゼロになってしまう班など，多様な状況が観察され

た。 
ゲーム終了後，結果測定および「結果シート」（売上高，費用，利益など）の記入をグル
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ープごとに行い，CEOが当該結果について間違いないことを確認し，署名を行う。続いて，
各グループの CFO が，隣のグループの監査人として「結果シート」の内容について誤り
がないかを確認し，署名を行う。 
その後，先述の 2つの教育・学習目標に沿った形で，損益分岐点分析に基づく利益計画

の立て方，コスト削減意識の重要性，機会損失の概念，会計監査制度の在り方などの論点

を中心に，当該ゲームにおいて実際に生じた事項などを例に挙げながら，筆者が解説を行

った(15分程度)。 
 
【写真】 

 
 
 
Ⅳ	 調査の概要	 

 
	 上記の授業を対象に，任意のアンケート調査を実施した。調査対象は当該授業の受講者

全員（欠席者は除く）であった。各班において，第 1回目の授業開始直後（筆者の自己紹
介等を行った後）に 5 分程度（事前アンケート），および第 2 回目の授業終了後に 5 分程
度の時間をとり（事後アンケート），調査を実施した。 
	 具体的なアンケート項目については【図表 1】に記す通りである。主に，会計・経営分
野に関する知識，印象，興味，知識習得の必要性，課題対応能力などに対する各人の自己

認識の度合いが，授業の前後でどのように変化したのかを調査した（全て 1から 5の 5段
階評価。但し自由記述欄などは除く）。 
	 第 1回と第 2回の両方の授業に参加した学生は全 7班合計 286名であった(4)。第 1回，
第 2回の両方を受講した学生からの回答のみを分析対象とすること，および，受講前後の
変化を分析することが目的であることから，事前・事後アンケートともに学籍番号（ある

いは氏名）の記入がある回答（170名分）の中から欠損値のある回答(16名分)を除いた 154
名分のデータを分析対象とした。 
	 分析に当たっては，各質問項目について，受講前後での平均値を比較し，対応のある t-
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検定（片側検定）を行い，p<0.05をもって統計的に有意とした。合わせて平均値の変化の
大きさ(Cohen’s d: Cohen 1988)についても注目し，d≧0.2をもって効果量小，d≧0.5を
もって効果量中，d≧0.8をもって効果量大とした。 
	 なお，アンケートの記入に直接必要な時間については，すべての回において確保できた

が，個々の設問の内容や主旨については授業進行にかかる時間的な都合などから説明して

いない。従って，「Ⅴ．考察」においても述べるが，多くの質問項目に登場する「知識」と

いう言葉，さらには「会計」「経営」という言葉が具体的に何を意味するのかについては，

回答者によって理解が異なる可能性がある。また，特に調査対象者の「知識」の程度を問

う Q1 および Q2 については，試験などを通じて直接的に知識の程度を測定しているので
はなく，先述の通り，当人たちの自己認識の度合いを直接的な測定対象としており，以下

に示す調査の結果を考察する際に留意が必要である。 
 
 
Ⅴ	 調査の結果	 

 
各項目の受講前後の平均値，標準偏差，平均差，p値，効果量(d)などについては【図表

2】に示す通りである。それらについて，以下で詳しく見ていく。 
 
１	 受講者全体(n=154)について 
会計知識および経営知識の程度(Q1 および Q2)，会計および経営に対する印象(Q3 およ

び Q4)，会計に対する興味(Q5)の各項目について，有意かつ効果量小程度のスコア改善が
見られた。 
経営に対する興味(Q6)および会計知識を用いた課題対応能力(Q9)についても有意なスコ

ア改善がみられたものの，効果量については極めて小さなものであった。 
会計および経営分野における知識習得の必要性(Q7 および Q8)，及び経営知識を用いた

課題対応能力(Q10)については，有意なスコア改善は見られなかった。 
 
２	 黒字グループ(n=37)および赤字グループ(n=117)について 
	 事後アンケートに記された「利益」の金額をもとに，黒字グループと赤字グループに分

けて，同様の分析を行った。 
黒字グループについては，会計知識及び経営知識の程度(Q1 および Q2)，会計に対する

印象(Q3)，会計及び経営に対する興味(Q5および Q6)，会計に関する知識習得の必要性(Q7)
について，有意かつ一定程度（効果量小以上）の効果量を伴ったスコア改善が見られた。

特に会計知識の程度(Q1)および会計に対する興味(Q5)については，効果量中程度のスコア
改善が見られた。 
赤字グループについては，受講者全体と同様に，会計知識および経営知識の程度(Q1 お

よび Q2)，会計および経営に対する印象(Q3 および Q4)，会計に対する興味(Q5)の各項目
について，有意かつ効果量小程度のスコア改善が見られた。 
 
３	 簿記既学者(n=23)について 
事前アンケートにおける保有資格の記載(事前アンケート Q11)をもとに，簿記既学者(日

商簿記 2 級または全経簿記 1 級取得者)のみを抽出し，同様の分析を行った(5)。その結果，
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経営知識の程度(Q2)，会計に対する印象(Q3)，経営分野における知識習得の必要性(Q8)に
ついて，有意かつ効果量小程度のスコア改善が見られた。そのほかの項目については，い

ずれも有意なスコア改善は見られなかった。 
 
４	 CEO役(n=27)，CFO役(n=26)，平社員役(n=101)について 
	 「結果シート」の記載に基づき，役職ごとのスコアについて，同様の分析を行った。CEO
役については，会計に対する興味(Q5)についてのみ，有意かつ効果量小程度のスコア改善
が見られた。CFO役については，会計知識および経営知識の程度(Q1および Q2)，および
会計に対する興味(Q5)について，有意かつ効果量中程度のスコア改善が見られた。平社員
役については，会計知識および経営知識の程度(Q1 および Q2)，会計および経営に対する
印象(Q3 および Q4)，会計および経営に対する興味(Q5 および Q6)について，有意かつ効
果量小程度のスコア改善が見られた。 
 
 
Ⅵ	 考察	 

 
１	 受講者全体に対する教育効果 
	 当該授業を通じて，受講者の会計に関する知識及び興味(Q1 および Q5)を高め，また，
会計に対する「難しい」という印象(Q3)を和らげることが一定程度できたと考えられる。
同様に，経営に関する知識(Q2)を高め，印象(Q4)を和らげることもできたと考えられる。 
また，絶対的な評価は難しいものの，事後アンケートにおける「集中して取り組めまし

たか」(Q11)および「楽しんで取り組めましたか」(Q12)という問いについても，それぞれ
4.62，4.68というスコアを得られたことから，学生の授業への主体的な参加を促進・維持
しつつ，一定程度の教育効果を実現できたと考えられる。 
但し，「Ⅲ．調査の概要」でも述べた通り，会計および経営に関する知識については，今

回のアンケート調査(特に Q1および Q2)では，受講者の知識そのものではなく，それらに
ついての自己認識を直接的な測定対象としているのみである。従って，実際に“知識の獲

得・向上”があったのか，本人たちがそのように感じただけなのかを峻別することはでき

ない。また先述の通り，アンケート票に記載されている「知識」や「会計」「経営」という

言葉が具体的に何を表しているのかについては，回答者によって理解が異なっている可能

性がある。しかしながら「Ⅱ．授業の概要」で記した通り，授業中の解説などにおいて，

経営に関連する学習要素としては，コミュニケーション能力，経営戦略，リーダーシップ，

組織規模などの項目を，また会計に関連する学習要素としては，損益分岐点分析，コスト

削減意識の重要性，機会損失概念，会計監査制度などの項目を取り上げていることから，

受講者の多くはこれらを「経営系分野全般についての知識」「会計分野の知識」として，（事

後）アンケートに回答した可能性が高いということは言えよう。 
他方で，会計に関する知識習得の必要性(Q7)については，当該授業の目標に反して，有

意なスコア改善を確認できなかった。しかしながら，受講前の平均スコアが 4.19であった
ことを鑑みると，当初から高い必要性を感じており，いわゆる「天井効果」によって，受

講前後でのスコア改善が確認されなかった可能性がある。 
 
 

74



 
 

２	 黒字グループと赤字グループに対する教育効果の違い 
黒字グループと赤字グループの調査結果を比較すると，会計知識の程度(Q1)および会計

に対する興味(Q5)について，黒字グループの方がより大きな効果量を伴うスコア改善が見
られた。また，会計における知識習得の必要性(Q7)については，黒字グループのみに有意
なスコア改善が見られた。これらのことなどから，総じて黒字グループの方が，教育効果

が高かったと言える。また，今回の分析対象者である 154 名中 114 名(76.0%)が赤字とな
ったことも踏まえると，より黒字が出やすい形でのルール設計や授業進行上の工夫（例：

練習時間を長くする）をすることで，より高い教育効果が得られた可能性がある。 
但しあまりにも簡単なルールにしてしまう（例：固定費を極端に低く設定する）と，受

講者の工夫の余地を奪ってしまうことにもつながる（例：数枚の紙を縦に積み上げるだけ

で利益になってしまう）ので，その点には留意が必要である。 
 

３	 簿記既学者に対する教育効果 
	 全受講者とは異なり，会計に関する設問では，会計に対する印象(Q3)のみが，有意かつ
一定程度の効果量を伴うスコア改善を示した。この点については，以下の 2つの可能性が
考えられる。 
	 一つ目は，簿記の勉強を先行して行うことで，「簿記＝会計」という認識を持ち，仕訳を

行わない今回のような学習内容について，「会計の勉強ではない」と捉えた可能性である（但

し，事後アンケート Q14の自由記述欄にはそのような記載は一切なかった）。 
	 二つ目は，会計に関するすべての設問について，事前アンケートのスコアが全受講者平

均より高く，天井効果によって有意なスコア改善が確認されなかった可能性である。 
	 但しいずれも明確な根拠に裏付けられたものではなく，原因を明らかにするためには，

さらなる調査が必要であると考えられる。 
 

４	 役職による違いについて 
いずれの役職とも，会計に対する興味(Q5)は有意なスコア改善が見られた。中でも CFO

役については，最も大きい，中程度の効果量を伴うものであった。同様に，会計知識およ

び経営知識の程度(Q1および Q2)についても，CFO役についてのみ中程度の効果量を伴っ
たスコア改善がみられるなど，他の役職に比して，総じて高い教育効果が見られた。 
一方，CEOについては，会計に対する興味(Q5)を除いて，有意なスコア改善が見られず，

総じて教育効果が低かったといえよう。先述の各役職の役割の中で示した通り，CEO役は
各グループのまとめ役を担っていたものの，実際には，ゲームにおける重要情報（会計情

報）に詳しい CFO が中心となり，議論がなされているケースが幾度か見られた。そのよ
うな中で，CEOの学習の機会が削がれ，逆に CFOに対する教育効果がより高くなった可
能性がある。CEO 役については，まとめ役としての「特権」として，各役職の中で唯一，
紙と鉛筆を用いることが認められていた。しかし結果的には，その「特権」が他の役職の

それと比して重要度が低かったと考えられる。したがって，全受講生に対する均一な学習

機会の提供を目指すのであれば，CEO役の重要性を高める形での各役割および制約の見直
しを行う必要があると考えられる。 
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Ⅶ	 まとめと今後の方向性	 

 
以上の分析から，当該授業の目標である，会計（特に管理会計）に関する基礎的な知識

の習得および会計に対する興味の向上や知識習得の必要性を感じさせることは概ね達成で

きたと思われる。また，既に指摘したようないくつかの運用上の課題を克服することがで

きれば，さらなる教育効果の向上が期待される。 
一方，先にも指摘した通り，知識が向上したという自己認識が，実際の知識の向上とど

の程度一致しているのか（無論，そもそも「知識」とは何か，といった議論も不可避であ

ろう）といった点や，さらには，当該授業を通じて高めることができた会計への興味が，

その後の学習行動に変化を与えることができたのかといった点については，さらなる調査

が必要である。 
アクティブ・ラーニングやゲームを用いた教育・学習方法の多くは，生の野菜をチョコ

レートで包んだだけに過ぎない，といった指摘がなされることがある(藤本 2007, 12)。す
なわち，一口目は美味しく感じても，食べているうちに結局はいつもの苦い野菜の味と変

わらなくなってしまうように，ゲーム自体は面白くても，実際の学習局面になると，いつ

もの退屈な授業に逆戻りしてしまう，という指摘である。今回の試みでは，総じて授業に

対する楽しさや集中力を維持しつつ，会計に関する知識・印象・興味を高めることができ

たことから，そのような状況には陥らなかったと考えられる。しかし今後，このような取

り組みをより難易度の高い教育・学習内容に応用する際には，注意が必要であろう。これ

らについては，今後の課題としたい。 
 
 
注	 

(1) 必ずしも統一的なルールや方法があるわけではないが，一つの例として，下記 HPが
参考になりうる。 
日本ファシリテーション協会「アイスブレイク集」 
https://www.faj.or.jp/modules/contents2/index.php?content_id=27 
retrieved in 2013年 12月 6日 
(2) 中京大学経営学部「『ゼミリテラシー』ガイダンス」資料より。 
(3) 書道用の半紙を用いる主な理由としては，①第 1 回目のタワー建設とは異なる材料を
使用することで，受講者を飽きさせないようにするためと，②通常の印刷用紙を使用し

た場合には，紙の強度が強すぎて，簡単に高いタワーが立ってしまう（受講者の工夫の

余地を奪ってしまう）ため，という 2点がある。 
(4) 事前アンケートについては，延べ 338 名の授業受講者中 332 名から（98.2％），事後
アンケートについては，延べ 324名の受講者中 323名からの回答を得た（99.7％）。 

(5) 他に日商簿記 3級取得者が 2名いたが，ここでは除外している。日商簿記 1級取得者
はいなかった。 
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第 6章	 折り鶴から学ぶコスト・マネジメント 
～会計教育へのアクティブ・ラーニング導入事例～ 

 
島	 吉伸（近畿大学） 

 
Ⅰ	 はじめに	 

 
	 近年、大学教育において、一方向的な知識の伝達を目的とする講義形態よりも、学生が

自主的に考え学ぶことに主眼を置いた、双方向的な教育手法が注目されている。溝上（2007）
は、この双方向的な教育手法を総称して、アクティブ・ラーニングと呼び、「学生の自らの

思考を促す能動的な学習」と定義している。アクティブ・ラーニングと呼ばれる教育手法

の内容は多様であるが、講義型授業では、講義へのコメント・質問を学生に書かせ、教員

がフィードバックする手法や、クリッカーを用いた理解度チェックなどがある。また、演

習型授業においては、インタビュー調査による情報収集や実験、グループディスカッショ

ンやプレゼンテーションを通じたグループ学習があげられる（溝上，2007）。 
	 従来、大学のカリキュラムや講義手法は、自ら問題意識を抱き自主的に学習に取り組む

学生像を前提として組み立てられてきた。しかし、近年の大学進学率の上昇や大学定員の

増加、入試難度の低下を考えると、すべての大学生に学生の理想像を期待することには無

理がある。明確な意思なく入学する大学や学部を選択し、選択した学部の教育内容に興味

を抱いていない学生も多い。近年の大学教育においては、このような学生に専門教育への

興味を抱かせる機会を、大学入学後に提供する必要性が広く認識されつつある。 
そこで本稿では、大学教育に効果があるとして注目されているアクティブ・ラーニング

の事例として、私がこれまで本学経営学部会計学科 2 年生配当科目の会計学演習で実践し
てきた、折り鶴の製作を通じたコスト・マネジメントの学習を紹介する1。 
 
Ⅱ	 取り組みの背景	 

 
私が担当する「管理会計」や「原価計算」の講義では、企業におけるコスト管理の重要

性を説明し、製造プロセスにおける標準原価計算、継続的改善活動、ＪＩＴ生産方式とい

ったコスト・マネジメント手法を紹介している。抽象的な講義にならないよう、適切な実

務のケースを紹介し、教科書の内容を実務に結びつけて理解させるように努めてきた。し

                                                   
1 なお、本稿では、私の専門であるコスト・マネジメントの学習に限定した解説になっているが、運用方法をうまくア
レンジすれば、それ以外の分野であっても活用できると思われる。 
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かしながら、教員からの一方向的な講義形式では、なかなか思うほど学生の理解が深まら

ないのが実情であった。やはり、実際に製造現場で働いた経験のない学生が、実務におけ

る会計情報の役割や、コスト低減手法の効果や意義を理解することは難しい。同様に、実

際に製造現場で働いた経験のない教員が、教科書の内容を実践的な文脈に結びつけて講義

する難しさも感じていた。そこで、自らの勉強もかねて、疑似的な実務のシチュエーショ

ンの中で何らかの作業を実体験させてコスト・マネジメントを学生に深く理解さる、実践

的会計学習をやってみたら面白いのではないか、そう思ったのがこのアクティブ・ラーニ

ングを始めるきっかけであった。 
 
Ⅲ	 実際の取り組み手順	 

 
１	 ケースを通じた事前の学習 
	 まず、実務の事例を通じて、現実のコスト・マネジメント手法を理解してもらうために、

私の演習では、事前に「トヨタ社長の終わりなき危機感」（日経ビジネス，2007年 1月 8
日）2という記事を読ませている。そして、①工場での生産コスト削減のために、どのよう

な工夫が行われているのか、②その工夫によりなぜコストが低減されるのか、という課題

を設定し、レポートを作成してもらっている。そして、最初の講義で、学生が作成したレ

ポートをもとに、トヨタ自動車の工場におけるコスト削減の取り組みについてディスカッ

ションしてもらう。部品購入費の削減、部品点数の削減、簡単な設計、単純で汎用性の高

い製造設備、生産ラインの短縮、サプライヤーとの協力関係といった工夫が指摘される。

講義では、それらを大きく、製造現場レベル、製品開発レベル、工場設計レベルでの取り

組みに区分してもらう。 
このようなケースを活用した取り組みは以前から実施しているが、先ほど述べたように、

学生間で共有している経験や知識が乏しいため、教員が主導権を握るディスカションにな

らざるを得ない。そのため、学生にとっては押し付けられた理解と感じられ、講義での理

解が、彼らにとって腑に落ちたものにならないことが多い。そこで、アクティブ・ラーニ

ングの手法を導入することで、ケースから得られたぼんやりとした理解を、実体験に基づ

く血肉の通った深い理解に変容させる。 
 

２	 折り鶴作製 
（１）	 作業グループの設定 
最初に、学生の作業能力を把握するために、B4用紙 1枚を各自に渡し、制限時間 5分の

間で鶴を折ってもらう。学生には、事前の練習を指示しておくのだが、学生の作業能力に

はばらつきがあり、高い人は約 3 分程度で鶴を完成させる一方、制限時間内に完成しない

                                                   
2 この記事は、The Wall Street Journal の 2006年 12月 9付の記事を日本語訳にして、日経ビジネスに転載されたも
のである。 
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学生や、全く折れない学生もいる。このテストでの鶴１羽当たりの作業時間を基準にして、

鶴を折る能力が同じ程度になるように作業グループ（5、6人程度）を設定する 
 

（２）作業の準備 
各作業グループに机を指定し（工場）、B5 用紙（材料）とハサミ・定規などの道具（製

造機器）を準備する。そして、1回目の作業では「制限時間 10分とし、鶴の生産羽数の多
いグループが勝ち」というルールを伝達する。もちろん完成品の品質は相互にチェックさ

れ良品のみカウントする。 
このルールのもと、各グループに製造工程を設計してもらう。この時点では、製造方法

や椅子・机の配置など詳細な作業条件について特に指示しない。ただし、製造工程を区分

して生産する流れ作業を前提にしてもらう。流れ作業を想定してもらうのは、鶴を全部折

ることのできない学生でも簡単な工程であれば担当できるからであり、非熟練工でも生産

に貢献できるという分業生産の利点を実感してもらう意味がある。各グループの工程設計

が終わり、作業準備が整ったら生産を開始する。 
 

（３）1回目の作業 
	 各グループが一斉に生産を開始する。相手グループと勝負しているというゲーム感覚

があるためか、学生は非常に集中して作業に取り組んでくれる。グループメンバー間でコ

ミュニケーションをとりつつ、仕損発生など問題が起これば、相互に調整しつつ対応して

いく様子がよく見られる。図１は 1回目の作業風景である。 
 

図１	 1 回目の作業風景	 

 

79



 
	 制限時間 10 分の作業終了後、各グループの完成品数量をカウントして勝敗を決定する。
１回目作業の勝敗決定後、以下のような資料を配付し、完成品と仕掛品の鶴の数量、使用

した用紙の数を各グループで記入してもらう。次に、資料に記載されている原価データを

参考にして、鶴の製造原価を算定させる。 
 

図表 1	 作業グループへの配付資料	 	 

 
 
	 単純な計算なので、原価計算が得意な学生を中心に各グループで相談しながら進めても

らう。紙代や人件費、机使用料、はさみ、さしは各作業グループに直課できるが、部屋使

用料は作業グループ間で配賦することになる。配賦基準の選択が製造間接費配賦額に影響

し、ひいては製造原価に影響するため、自分たちのグループが有利になるように、人数基

準や占有面積基準など、いろいろな配賦基準が提案されるので面白い。実際には 10分間の
作業であるが、製品単価をある程度小さくするために、60 分間作業を継続したと仮定し、
10分間での完成品数量と紙使用量を 6倍して製品単価を計算させている。単純化のため仕
掛品には原価を負担させず、すべて完成品に負担させる。この計算により算定された製品

単価を基準に勝敗を判定する。これまでの実施例では、1 羽あたり 100 円から 200 円の間
になることが多かった。 
通常、生産量が多くなると製品単価は安くなる。しかし、無駄な用紙の消費や仕損、仕

掛品在庫が多い場合、机を多く使っている場合には、相手グループに比較して生産量が多

くても製品単価が高くなる場合がある。原価計算実施後、完成品数量と製品単価のどちら
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を勝敗の基準とすべきか学生に意見を求めると、製品単価で比較するほうが納得できると

いう意見が出る。作業効率を測定するのには、完成品数量は十分な指標ではなく、生産活

動に投入された資源の利用効率を反映した製品単価が望ましいということを、学生は実感

するようである。 
 
（４）1回目のディスカション 

1回目の結果を受けて、各グループで自分たちの作業を振りかえってもらい、どのような
点を工夫したのか、それはうまくいったのか、作業を終えて気付いた問題点等について報

告してもらう。そうすると、以下のような問題が指摘されることが多い。 
 
・必要以上に机を多く使っていた 
・用紙の無駄遣いがあった 
・前工程の作業が雑で、やり直しの時間がかかった 
・生産開始直後の時間帯に、後工程の作業者は何もしていなかった 
・特定工程の前で仕掛品が積みあがり、生産が停滞した 
 
このように、グループ内で問題を洗い出してもらった後に、2回目の作業に向けて、何を

改善すべきかについてディスカッションしてもらう。 
 
（５）2回目の作業 
	 1 回目と同じ条件で、2 回目の 10 分間の作業を実施する。その際、直前に各グループで
検討した様々な工夫を、工程設計や作業方法に反映してもらう。作業グループの考え方が

工程に現れるので、観察していて非常に興味深い。図２は２回目の作業風景である。 
 

図２	 ２回目の作業風景	 
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2回目の作業終了後、1回目と同じように資料に数値を記入し、原価計算を実施してもら

う。その結果、ほとんどのグループが投入資源の削減を達成しつつ、完成品数量を増加さ

せ仕掛品を減少させ、算定される製品単価は 100 円以下に低下する。ただし、結果にはか
なりばらつきが見られる。製品単価がほとんど変わらなかった作業グループがある一方で、

これまで最も効率が向上した例として、製造原価を約 2/3 にし、生産量を約 3 倍（10 分間
に 14羽から 41羽）にまで増加させた作業グループがあった3。 
 
（６）2回目のディスカッション 

2回目の作業を終了し、製品単価を基準として勝敗を判定した後、2回目の作業に際して
各作業グループが工夫した内容と、これらの工夫がなぜコスト削減や生産性向上に結びつ

いたのかについて説明してもらう。学生の発想は豊かでその内容な多様であるが、これま

での講義のなかで報告された工夫内容は、大きく以下のようにまとめられる。 
 
① 作業者と机の配置	 

1回目は机をいくつも使い工程が間延びしていたが、2回目は机を 1つにして、作業
者の距離を近づけた。これは机代の節約を意図した工夫であったが、工程間の距離が

詰まることで、作業中の鶴の移動が容易になり作業時間が短縮した。また、距離が近

くなることで、作業場の問題が起こった時に、すぐに作業者同士で調整しながら対応

できるようになった。	 

② 作業区分の見直し	 

作業能力が不足した工程の前で仕掛品が積みあがることを回避するために、能力に余

裕のある工程から作業員を問題のあった工程に移動させることで生産能力を高めた

り、仕掛品が積みあがった工程の作業量を減らしたりした。結果として、生産がスム

ーズに流れるようになり、仕掛品が大幅に減少した。	 

③ 材料投入量の見直し	 

用紙の投入量を極力抑えるために、あらかじめ目標とする完成品数量を定め、それに

必要な分しか紙を投入しないようにした。これにより、無駄な用紙の使用がなくなり、

材料費の削減につながった。	 

                                                   
3	 以前はセル生産グループも設定し、同様の作業を実施していた。その結果、流れ作業グループよりもセル生産グ

ループのほうが 1回目の生産数量は多くなった。それは、生産開始時から全員折り始め可能なことが勝因と考えられた。

しかし、セル生産のほうが安いと予測された製品単価はほぼ同じになった。これは、セル生産では仕掛品は少ないが、

ハサミや机などの道具が人数分必要で、この資源の重複がコストを増加させていると考えられた。だたし、２回目の結

果は、数量・製品単価とも流れ作業グループの勝利になることが多く、流れ作業のほうが効率化の余地が大きいと理解

された。 
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④ 道具の見直し、	 

製造原価を抑えるために、紙を正方形に切る器具を「はさみ」からよりコストの安い

「さし」に変更した。生産能力は「はさみ」のほうが高いが、③で考えたように、目

標完成数量に必要な分だけ用紙を投入するのであれば「さし」でも十分間に合った。	 

⑤ 人を柔軟に移動させる	 

生産開始時には、川上の工程に作業員を多く配置し、次第に川下の工程に移動させる。

これにより、何もしていない作業者を減らし、作業員の能力を有効活用できる。また、

何か問題が起きれば、余裕のある工程から作業員を手伝いに回す。複数工程の作業が

できる従業員が多いほど、より柔軟に従業員を移動できた。	 

⑥ 簡単な鶴の折り方を採用する	 

鶴の折り方にはいくつかある。より簡単に折る方法を採用することで、作業が容易に

なり工数が削減できたので、コストの大幅な削減と生産量の増大を同時に達成するこ

とができた。この取り組みは製品単価の削減にかなり効果があった4。	 

 
（７）折り鶴作製からのインプリケーションの模索 
作業を始める前に紹介したトヨタ生産方式に関するケースを振り返り、その中で実践さ

れていたコスト・マネジメント活動に照らしあわせながら、折り鶴の製作を通じて自分た

ちが考え付いた様々な工夫の意義を考えてもらう。例えば、①、④、⑥に見られるような

工夫は、日本の製造業の競争力の源泉であるといわれる継続的改善活動で実践されている

取り組みと同じであるし、②、③、⑤は、工程間の仕掛品を最小化するＪＩＴ生産方式の

考え方に一致している。⑥は製品の企画・開発段階から原価を作りこむ手法である原価企

画の考え方そのものである。 
また、多くの工夫が提案されるか、その工夫がうまく機能して成果につながるかは、学

生がどれほど積極的に作業に参加しているかに大きく依存することが明らかとなる。この

ように、原価低減の成果が、個人の能力差ではなく、グループの取り組み態度の相違によ

って大きく左右されたことついて、学生は驚きをもって理解してくれる5。 
最後に、今回のアクティビティでは所与としていたが、取引や作業設備に関する条件が

全て変更可能であるならば、製品単価の低減に向けて、さらにどのような工夫が考えられ

るかという質問を投げかけてみる。すると、以下のような意見がよく出される。 
 

・材料コストを削減するために、用紙の調達先を見直す。 
・無駄なスペースが多いので、狭い部屋に変更して、部屋代を削減する。 

                                                   
4 これまでで最高の効率を達成したのは、この工夫を実施していた作業グループである。 
5  この気づきを出発点にして、どのようにすれば、積極的な参加態度を生み出せるかいう課題を投げかけ、次回以降
予定しているマネジメント・コントロールの学習につなげている。 
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・作業台やはさみなどの設備や道具をより安価なものに変更する。 
・より少ない人数で作業できるよう工夫し、あまり作業をしない人を外して（解雇して）

給料を削減する。 
・より作業能力の高い人を雇い入れる。 
 
以上のような意見を出発点に、現実の企業が長期的な視点から取り組むコスト・マネジ

メント手法を、先のトヨタ自動車のケースを振り返りながら解説していく。 
 
Ⅳ	 まとめと今後の課題	 

 
以上、私が現在の演習で実施しているアクティブ・ラーニングの手法について紹介した。

製品単価の最小化を目的とした折り鶴作成作業（アクティビティ）に取り組むことで、現

実の日本企業が実践しているコスト・マネジメント活動の中身や考え方、そしてそれらの

取り組みがコスト削減を達成するロジックを疑似的に体験・学習（ラーニング）する機会

を提供しようとするものである。ほとんどの学生はこのアクティブ・ラーニングを非常に

楽しんでおり、集中して参加してくれる。また、演習講義の最終回に学生に振り返っても

らうと、この折り鶴の講義が一番面白かったという感想がよく返ってくる。そういう意味

では、教員と学生、または学生同士のインタラクションを通じて、主体的に自ら学ぶ場を

提供するという、アクティブ・ラーニングの目的を達成できていると思われる。 
ただし、アクティブ・ラーニングを講義に積極的に導入しようと考える時、今後解決す

べき課題がいくつかある。 
まず、今回紹介した 2年生の会計学演習では、折り鶴以外にもいくつかのアクティブ・

ラーニングを実施しており、ほとんどの学生はそれらに積極的に参加してくれる。また、

単に楽しいだけでなく、今後の学習に関連する内容を興味深く学べるよう工夫している。 
しかしながら、現実にはそこで修得した経験や学習内容、積極的な参加態度が、以降の

学習にあまり引き継がれていないように思われる。面白い演習だったと評価してくれるの

はよいが、「面白かった」で終わる人が大部分かもしれない。例えば、私の担当講義で 3年
生以降に開講される意思決定会計や業績管理会計の講義は、多数の学生を対象とした大教

室で行われる。そこでは、体系的な専門知識の習得が要求される部分があり、伝統的な講

義形式を採用せざるを得ない。このような時、2年生時の会計学演習におけるアクティビテ
ィ・ラーニングで得た知識や経験を関連づけて、いかに興味深く教授していくかを再考す

る必要性を感じている6。すなわち、アクティブ・ラーニングの成果を 1つの演習内で完結
させるのではなく、その成果を自分の担当科目の中でどう生かすのか考えたうえで、アク

ティブ・ラーニングの実施内容や実施時期を検討し、自分の担当する講義の内容を再構成

                                                   
6	 例えば、溝上（2007）では「実践的課題を導入してそこで生き生きと学ぶことが、地道な基礎知識習得の学習に学
生を動機づけるとは必ずしも限らない。与えられた場では生き生きと学習するが、伝統的な講義の中では今まで通り、

ということが決して珍しくない。」と指摘されている。 
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することが要求されよう。さらに言えば、この課題は 1教員だけで解決できるものではな
い。今日の大学教育において効果が期待されるアクティブ・ラーニングであるが、アクテ

ィブ・ラーニングの特質を持つ講義をどう活用するかを明確にしたうえで、学部全体のカ

リキュラムを検討することが必要であると考えている7。 
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溝上慎一（2007）「アクティブ・ラーニング導入の実践的課題」『名古屋高等教育研究』第 7 

号, 269-287頁. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7	 また、大学全体としてアクティブ・ラーニングの活用を目指すのであれば、それを可能とする教育施設の充実が不

可欠である。私の勤務校の教室や大部分の施設は大人数を対象とした講義形式を想定しており、私の実施しているよう

なアクティブ・ラーニングにむいていない。 
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第 7 章	 簿記会計の学修におけるアクティブラーニングの導入と有効性	 

——損益計算を中心として——	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

田代景子（東海学園大学）	 

	 

Ⅰ	 はじめに	 

	 

経営学部や商学部における初年次教育において，複式簿記は必修科目である。もしくは

選択科目であっても履修指導で履修することが通常である。商業高校等の出身者で簿記の

既修者であれば履修を免除される大学もあるが，いずれにせよ，１年次の終了時点では，

簿記の学修を経験しているといえる。経営学部や商学部で企業について学ぶ際に，企業が

営利体組織である以上，利益を計上することが最も重要な目的であり，その利益算定が複

式簿記という計算構造に基づいていることが最たる理由と考える。簿記の目的は，財産の

保全と，不特定多数の利害関係者に対して，一定時点の財政状態と，一定期間の経営成績

に関する情報を提示することである。これらの目的を果たすべく，複式簿記を学ぶ上で最

も重要な理解は，簿記一巡を理解することである。簿記上の取引は，期中取引と決算取引

に分類される。期中取引を学び，そののちに決算取引を学ぶ。特に，決算取引は，利益の

算定に関わる取引であり，決算整理により当該会計期間の収益と費用を確定させて，その

差額として当該会計期間の利益すなわち当期純利益が算定される。	 

初学者教育においては，この当期純利益の算定は，精算表（６桁ないしは８桁精算表）

で算定することを学ぶ。しかし，複式簿記においての算定とは，勘定の残高を意味する。	 

総収益－総費用＝当期純利益	 

この算定式を理解できれば，総収益と総費用をそれぞれ集計して，その差をとれば，当期

純利益は確定できる。しかし，計算式ではなく，勘定の残高として算定するために開設さ

れるものが損益勘定である。損益勘定の貸方に全ての収益勘定の残高を振り替える。他方，

損益勘定の借方に全ての費用勘定の残高を振り替える。この振替仕訳の結果として，損益

勘定に，総収益と総費用を突き合わせることが可能になる。借方と貸方を突き合わせるこ

とにより，損益勘定の残高として，貸方残であれば当期純利益（借方残であれば当期純損

失）が算定される。損益勘定の残高として，当期純利益が算定されることは，簿記の目的

を果たす上で最も重要な機能である。	 

	 しかしながら，筆者の２０年間の初年次教育の簿記の授業においては，初学者の学修に

おいてのみならず，既修者であってもこの重要な機能を理解できない場合が多い。精算表

で当期純利益は算定できるとしても，仕訳と転記から損益勘定に総収益と総費用が集計さ

れ，損益勘定の残高として利益が算定されることの理解が非常に乏しい。ひいては，利益
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計算の理解が乏しいといえよう。	 

	 利益計算や損益勘定の理解を促進させるためのひとつの方策として，2014 年度および

2015 年度の演習の授業において，アクティブラーニングを導入した。その結果を分析し，

利益計算や損益勘定の理解を促進させる方向性を示すことが本稿の目的である。	 

	 本稿の 2014 年度の内容については，日本簿記学会簿記教育研究部会での報告(「アクテ
ィブラーニングで決算本手続の理解を深める」日本簿記学会簿記教育研究部会研究課題「簿

記の学びの伝統と革新」研究会報告 2015 年 3 月 16 日（熊本学園大学）)に基づいており，
損益勘定の理解におけるアクティブラーニングの有効性について，実際の授業での事例報

告に基づいている。さらに，2015年度の内容については，損益法による利益計算のみなら
ず，財産法による理解についてもアクティブラーニングの有効性について論じるものであ

る。 
	 

Ⅱ	 簿記の学修におけるアクティブラーニング	 

	 

中央教育審議会(平成 24 年 8 月 28 日)「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に

向けて	 ～生涯学び続き，主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）」において，大学

教育の質的転換が示されている。すなわち，「生涯にわたって学び続ける力，主体的に考え

る力を持った人材は，学生からみて受動的な教育の場では育成することができない。従来

のような知識の伝達・注入を中心とした授業から，教員と学生が意思疎通を図りつつ，学

生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）へ

の転換が必要である。すなわち個々の学生の認知的，倫理的，社会的能力を引き出し，そ

れを鍛えるディスカッションやディベートといった双方向の講義，演習，実験，実習や実

技を中心とした授業への転換によって，学生の主体的な学習を促す質の高い学士課程教育

を進めることが求められる。学生は主体的な学習の経験を重ねてこそ，生涯学び続ける力

を修得できるのである。」1)とある。さらに，松下(2015)では，ディープ・アクティブラー

ニングが提唱されている。2)	 

簿記の学修においては，座学が基本である。簿記は帳簿記入の略であり，帳簿への記入

の方法を学ぶためには，簿記一巡の手続きと，会計処理の理論と方法を学んだうえで，実

際に帳簿に記入するという机上の経験が必要である。しかし，簿記の学修が経営学部等で

不可欠である一方で，大学教育の質的転換にも対応するためには，現行の座学一辺倒から，

座学にアクティブラーニングを導入していく，という方向性を模索することが妥当と思わ

れる。	 

	 そのためには，まず，簿記の授業の問題点を検討したい。上記の中高教育審議会（答申）

のうち，「従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から，教員と学生が意志疎通を

図りつつ」が，簿記の授業の問題点として見出せる。簿記は，成立してから 500 年を超え

る非常に長い学問であるため，完成度が非常に高い計算構造として現存する。よって，ビ
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ジネスのグローバルな言語として認知されているが，それゆえ，学生が主体的に新しい問

題点を見出して解決にむけて自発的に行動できるように促すことが困難である。	 

「学生が主体的に問題を発見し解を見出していく能動的学習（アクティブ・ラーニング）

への転換が必要である」についても，簿記が必修科目としてカリキュラムに組まれている

場合には，強制的に履修しなければならない。ここに，学生による能動的履修が妨げられ

る可能性が高い。また，経営学部等の初年次教育である場には，特に強制力が働き，興味

を失われたまま，次年次に移行することになる。学生のなかからは，「簿記が難しい」「簿

記はわかりにくい」という声が届くこともある。その場合には，座学も必要であるが，別

の方向から同じものを見てみることが，理解を促し，簿記に興味を持って自発的な学習を

促すことではないか，と思う。	 

簿記は，財産の保全，不特定多数の利害関係者に対して一定時点の財政状態および一定

期間の経営成績に関する会計情報を提供することを目的としている。さらに，会社法，税

法，金融商品取引法のいわゆるトライアングル体制における会計処理を学ぶことになるの

で，社会とのかかわりが非常に緊密である。いわば，初学者教育において，社会制度につ

いても学ぶことになる。これは，個々の学生の認知的，倫理的，社会的能力を引き出すこ

とにも通じる。	 

	 だが，「それを鍛えるディスカッションやディベートといった双方向の講義」は，困難で

ある。しかし，この双方向については，検討していかなければならない。そこで，「それを

鍛えるディスカッションやディベートといった双方向の演習」から，まずは実施を検討し

ていくことにした。「学生は主体的な学習の体験を重ねてこそ，生涯学び続ける力を修得で

きるのである」ということを前提に，2014 年度および 2015 年度の演習において，アクティ

ブラーニングを導入した授業を実施することとした。	 

	 

Ⅲ	 簿記の学修におけるアクティブラーニングの導入についての検証	 

	 

	 簿記の学修においては座学が基本である。簿記一巡は，期中取引の処理と決算取引の処

理に大別される。アクティブラーニングを導入せずとも，簿記の修得は可能である。しか

し，多くの学生が苦手とする取引について，座学以外の方法を導入することによって，理

解を促進することが可能であるかどうか，検証することとした。	 

	 学生が理解を苦手とするもののひとつに，決算本手続きにおける「損益勘定」の開設が

あげられる。損益勘定は，決算予備手続き終了後，決算本手続きにおいて登場する。損益

勘定の貸方に全ての収益を振替し，借方に全ての費用を振替る。損益勘定には，総収益と

総費用の差額が，残高として示される。よって，損益勘定の残高が，貸方残であれば純利

益が算定され，借方残であれば純損失が算定される。以下，損益勘定について述べられて

いる武田（2004），新田（2003），鵜飼・中村（1997）を取り上げ，損益勘定の取り扱いに

ついて確認する。	 
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	 武田(2004)によると 3)，	 

(１）損益勘定を設定し，元帳上の収益・費用に属する諸勘定の残高をここに集合し，

これらの勘定の貸借をバランスさせた上で，勘定を締切る。	 

（２）損益勘定の貸借差額は当期の利益または損失を表わすものであり，資本の増減

の結果をなすものであるから，これを資本勘定へ振替える。	 

（３）残高勘定を設け，資産・負債および資本に属する諸勘定を集合し，これらをバ

ランスさせた上で，勘定の締切を行う。	 

とある。損益勘定は，総収益と総費用の差額として当期純利益を算定し，さらに，当期純

利益が資本（純資産）の増加であるというふたつの重要な原理が同時に示されている。簿

記初学者が，原理原則まで一気に理解したうえで，損益勘定への振替仕訳まで理解するこ

とが求められている。	 

新田(2003)によると 4)，「……一定期間をへて，収益の勘定と費用の勘定を選び出し，損

益計算書に相応する損益勘定を作成する。このように一定期間を区切って利益を計算し，

あわせて，帳簿すべての記録の正しさを確認し，帳簿記入を終わらせる過程を簿記。では

決算という。決算においては，貸借対照表に対応する残高勘定も作成されるのが通常であ

る。……」「……損益勘定（会計学では損益計算書）と残高勘定（会計学では貸借対照表）

を作成するために，原則として収支（将来収支もふくむ）にもとづいて記録されてきた元

帳記録を修正する過程，これを決算整理記入という，と，損益勘定と残高勘定を作成する

過程，これを決算記入という，および，最終的に「元帳を締め切る」三つの過程からなっ

ている」とある。5)	 損益勘定への記帳は，企業会計の目的たる「損益勘定」を作成し，当

該会計期間での記録の集積であり，最も重要な取引記録であると思う。	 

鵜飼・中村（1997）	 によると 6)，「損益勘定は，帳簿で当期純損益を算定するために設

定される。このとき貸方側が借方側を上回っていれば純利益であり，その逆ならば純損失

となる。……ところで収益・費用勘定は資本金の増減をその理由ごとに勘定科目を用いて

示したものにほかならない。したがって収益勘定の残高は。一会計期間における資本金の

増加総額を表わしており，費用勘定の残高は一会計期間における資本金の減少総額を表わ

している。したがって，これらの勘定残高を振替えた後の損益勘定の残高は資本金の純増

減額を示すことになる。そこで損益勘定の残高を資本金勘定に振替えて，損益勘定を締切

るために次の振替仕訳をおこなう。	 

	 	 	 純利益（貸方側が大きい場合）損	 益	 ×××	 	 	 資本金	 ×××	 

	 	 	 純損失（借方側が大きい場合）資本金	 ×××	 	 	 損	 益	 ×××	 

……なお，損益勘定の締切にあたっては，当期純利益（または純損失）という用語を用い

てはならない。精算表の作成にあたりこの用語が登場するために混同しがちであるが，こ

の点については注意が必要である。」とある。	 
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損益勘定の残高が，貸方残である場合にはその残高が当期純利益を意味し，損益計算書

に計上する当期純利益に相当する。よって，仕訳を行わせる場合，この指摘通り，勘定科

目に当期純利益が見られることが多々ある。当期純利益勘定を開設しない場合には，損益

勘定の残高が当期純利益を意味するが，仕訳の勘定科目としては合致しない。精算表の記

載との混同は，大きな問題点であると認識する。損益勘定，精算表，損益計算書，それぞ

れの当期純損益の記載については，簿記の学修において特に理解が困難であると思われる。	 

以上からも，簿記における損益勘定の算定とその意味するところを理解することが重要

であるといえる。	 

	 簿記は，仕訳と勘定の残高で，経済活動を表現することができる。企業が営利企業とし

て利益をいかに計上しているかを示すものが損益勘定の残高である。損益勘定への振替仕

訳，損益勘定の残高として当期純利益を算定することを理解することがなければ，簿記を

学習したとはいえない。	 

	 しかし，損益勘定の理解は，簿記既修者にとってもおざなりにされている感は否めない。

精算表によって利益は算定できるが，損益勘定の意味が定着していないのである。そこで，

損益勘定の意味を深く理解し，浸透させるための手立てとして，アクティブラーニングを

導入することとした。損益勘定が，実体のない勘定であるので，体験によってその重要さ

に自主的に気づき，簿記の学修に積極的に取り組むことを企図した。座学だけでは不十分

であると仮定し，損益勘定の理解としての新たな試みとして，アクティブラーニングによ

る学びを実施することとした。	 

	 では，簿記の学修にアクティブラーニングの導入は適切なのであろうか。今日，大学教

育において，アクティブラーニングの導入が要請されている。大学における簿記教育にお

いても簿記教育にアクティブラーニング型の授業を導入することは検討されるべきである。

では，アクティブラーニング型の授業は，簿記教育ではどのように実施することが可能で

あろうか。以下，アクティブラーニング型の授業を分類し，簿記の学修にはどのタイプが

適切であるか，以下，溝上（2014）に基づき，検討する。	 

	 溝上(2014)によると，アクティブラーニング型授業のさまざまな技法と戦略として，ア

クティブラーニング型授業がタイプ０からタイプ３まで，4 つのタイプに類型化されている。

「教員から学生への一方的な知識伝達型講義における学習を，受動的学習だと操作的に定

義するのがアクティブラーニング論の大前提なので，それをタイプ０として，それ以外の

タイプをアクティブラーニング型授業のタイプ１～３とする。」7)	 

	 簿記の学修はどのタイプに適合するのか，以下検討する。	 

タイプ０は，「受動的学習	 教員主導・講義中心型」であり，簿記の授業での話し方，板

書のしかた，パワーポイントの見せ方，小切手・手形・帳簿などの実物の資料の提示など

のアクティブラーニングが実施可能である。	 

タイプ１は，「能動的学習	 教員主導型，伝統的講義に対するアクティブラーニング型授

業としての戦略性は低程度」であり，簿記の小レポートや小テスト，簿記の宿題などの実
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施が行われている。	 

タイプ２は，「能動的学習	 教員主導・講義中心型，伝統的講義に対するアクティブラー

ニング型授業としての戦略性は中から高程度」であり，ディスカッション，プレゼンテー

ション，体験学習を包摂する。授業では容易ではないが，演習では通常展開されている。	 

タイプ３は，「能動的学習	 学生主導型，伝統的講義に対するアクティブラーニング型授

業としての戦略性は高程度」であり，協同協調学習，調べ学習，ディベートなど，アクテ

ィブラーニングの最も進展した形といえる。	 

	 講義におけるアクティブラーニング導入を検討する上では，タイプ３への進展を促すべ

きであるが，演習での実施を手掛かりとし，タイプ２からタイプ３への移行を図ることと

した。	 

	 しかし，溝口(2014)によると，アクティラーニングは座学ができない学生のためのもの

ではない。8)	 たとえ講義のなかでの素晴らしい「聴く」学習がなされていたとしても，それ

だけで学生が，今日アクティブラーニングを通して求める学習成果を得るわけではない。

書く・話す・発表するに代表される活動や，それに伴う認知プロセスの外化は，座学や「聴

く」学習とは別次元のものであるし，アクティブラーニングを通して育てたい技能・態度

（能力），厳密にいえば，情報・知識リテラシーは，座学や「聴く」学習だけでは育てられ

ない。9)簿記の学修においては，理論や技法を聴くだけではなく，アクティブラーニング

によって簿記の深い構造や思考を深く理解することである。例えば，損益勘定，精算表，

損益計算書に計上される当期純損益の異同である。	 

また，溝口(2014)によると，ある専門分野でここまではいかなる大学の学生であっても

教えなければならないという条件をにらんで，彼らに教えるべき内容を精選し，教え，学

習内容とディスカッションやプレゼンテーションとが連動する学習となることが期待され

ている。10)	 伝統的に座学が中心であった簿記会計の学修においてのみならず，どの分野で

あっても，精選した座学の必要性は否定されていない。むしろ，この精選方法に，成否が

かかっていると言える。簿記会計の学修であっても，座学とアクティブラーニングの両輪

を動かして進むことが必要であろう。	 

しかしながら，溝口(2014)は，「ほんとうに知識の定着率の向上が，アクティブラーニン

グの重要性を説くことになるのか」11)と，警鐘を鳴らしている。社会における知識の機能が

まるっきり変わってしまった現状を受けて，大学教育における教授学習を，変化した社会

や仕事の状況に合わせてチューニングする一つとして，アクティブラーニングの重要性が

説かれてきたので，今後，仮に簿記会計のあり方に変容をきたすことがあった場合にも，

自らの学びをもって柔軟に対応する能力が養成されなければならない。その能力の涵養こ

そがアクティブラーニングに要請されることであろう。	 

情報・知識リテラシーは，①情報の知識化，②知識の活用，③知識の共有化，④知識の

組織化・マネジメントからなるものであり，従来の知識の習得を主とする教授学習では育

てられないものであった。アクティブラーニングは今日，検索型の知識基盤社会を力強く
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生きるために求められていると理解しなければならない 12)ものとして，簿記学修への導入

も図られるべきである。	 

	 

Ⅳ	 アクティブラーニングで決算本手続の理解を深める	 

	 	 

	 簿記学修へのアクティブラーニングの導入は，どの論点について図られるべきか，検討

する必要がある。そこで，初学者と既修者ともに理解の乏しいと思われる決算手続きにつ

いての導入を試みることとした。	 

	 決算本手続の理解を深めるために，アクティブラーニングを導入することは，以下の問題

意識に基づいている。すなわち，	 

① 決算手続き（決算予備手続き→決算本手続→決算報告手続き）の教育法の模索の必要性	 

② 決算本手続を理解させることの困難さ（特に，振替仕訳）	 

③ 簿記既修者においても損益勘定の残高の意味を理解していない現状を踏まえて，理解で

きない理由，理解するための方策の必要性	 

である。	 

2014 年９月～2015 年 1 月，簿記既修者を対象とした半期完結型ゼミナールにおいて，決

算本手続の理解を深めることを目的として，体験型簿記教育（アクティブラーニング）を

試験的に導入した。ゼミナールの募集においては，「アクティブラーニングで企業会計を

学ぶ～アカウンティング・マインドを醸成する～」というテーマを開示した。①授業科目

のねらい・授業内容，②授業の内容と方法は，以下の通りである。（一部，抜粋。常体に

変更した。）	 

① 授業科目のねらい・内容：会計学は 500 年以上の歴史のある学問領域である。好況・不

況の時代に左右されない強力な武器（会計力）と会計的バランス感覚を身につけ，会計

の素養（アカウンティング・マインド）を磨こう。アクティブラーニングとは，机上で

学ぶだけではなく，実際にゲームなどのワークに取り組むことで，より実践的な学びを

取り入れることである。アクティブラーニングによって，企業会計の基礎と，実社会に

おける会計学の役立ちを学ぶ。日本簿記学会で研究成果報告のあるボードゲームを援用

した会計実践の疑似体験を通じて，アカウンティング・マインドを身につけていく。会

計学の理解に必要な歴史的展開と理論の発展，さらには実社会に高い関心を向けて，社

会での会計学の重要性も学ぶ。	 

② 授業内容と方法：アクティブラーニングを取り入れた実践的で楽しい体験から，ビジネ

ス言語として簿記のスキルと理論を基本から学ぶ。大学の講義は「聴く」ことに重きを

置きがちですが，演習は参加型の授業であるから，大学生としての発言の態度を確立し
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よう。ボードゲーム体験を通じて，認識・測定・評価にかかわる会計の一連の手続きを

体験し，アカウンティング・マインドを醸成する。	 

このゼミナールには 16 名が参画し，2 名のグループを 8 チームで編成した。ボードゲー

ムは，モノポリーを採用し，１つのゲームを 4 チーム 8 名で実施した。簿記学修にモノポ

リーを用いたアクティブラーニングは，工藤（2014）日本簿記学会関西部会報告を参考に

し，独自の方法を開発した。チームは，不動産会社であるとし，元入れ 1500 ドルとした。

当初は，モノポリーの未経験者も多かったので，ルールの理解に時間を費やすことになっ

た。銀行係のチームの負担も多く，ゲーム運びも慣れるまでは時間を要した。各チームに

は，企業名を決定させ，大学ノートを 1 冊ずつ渡し，自由に取引を記録させた。以下，「グ

ループごとのキャンパスノート」「授業風景」について，示す。（図表１・図表２，参照

のこと。）	 
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	 ゲーム運びに慣れてきたところで，チームごとに，自分の不動産会社の利益が出ている

のか否か，意識するよう促した。とともに，モノポリーのマイナールールが構築され，回

を重ねるごとに，マイナールールが自発的に設定された。マイナールールの例は，以下の

ようなものが挙げられる。	 

§ 不動産経営会社を営む会社経営とする。	 

§ １周 200 ドルは「増資」とする。	 

§ 「刑務所へ行け」は支払いをして，すぐでなければならない。	 

§ お祝い金の徴収は，「租税公課」とする。	 

§ 鉄道会社や水道会社は「有価証券」とする。	 

§ 駒がとまったところで，所有者がまだいない場合には，必ず購入する。	 

§ 他者が自分の土地に止まった場合には，収益（受取レンタル料），他者の土地に自

分の駒が止まった場合には費用（支払レンタル料）とする。	 

などであった。	 

	 毎回の授業のまとめとして，グループごとに，現金勘定と損益勘定を板書するようにし

た。その記録を分析することによって，当該演習におけるアクティブラーニングのどの時

点で，簿記の理解に成長が見られたか，検討する。	 

	 当該演習の損益勘定の理解に関わる授業は，15 回のうち 9 回実施した（①～⑨）。	 

① 現金の記帳と実査	 
② 損益勘定の記帳	 
③ ～⑤	 損益勘定の記帳および，現金の記帳と実査	 
⑥	 損益勘定から資本金勘定への振替仕訳のチェック，	 
⑦現金勘定と現金有高との比較，および，決算本手続き（振替仕訳）	 
⑧損益勘定と資本金勘定の記帳，および，現金の記録と実査（１）	 
⑨損益勘定と資本金勘定の記帳，および，現金の記録と実査（２）	 

である。	 

５回のワーク（①～⑤）によって，決算本手続（振替仕訳）の理解は深まったのか，そ

の効果を検証するために，⑥で以下の仕訳問題を解答させた（＜問題１＞，＜問題２＞）。	 

	 ＜問題１＞当期純利益 500,000 円が計上された。（個人企業の場合）	 

	 ＜問題２＞当期純損失 50,000 円が計上された。（個人企業の場合）	 

＜問題１＞16 名の学生の解答には，以下の種類があった。（掲出順は，回答数の多い順で

ある。）	 

損	 	 	 	 	 	 益	 500,000／資	 	 本	 	 金	 500,000	 

損	 	 	 	 	 	 益	 500,000／当期純利益	 500,000	 

資	 	 本	 	 金	 500,000／損	 	 	 	 	 	 益	 500,000	 

現	 	 	 	 	 	 金	 500,000／損	 	 	 	 	 	 益	 500,000	 

当期純損失	 500,000／損	 	 	 	 	 	 益	 500,000	 

資	 	 本	 	 金	 500,000／当期純利益	 500,000	 
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＜問題２＞16 名の学生の解答には，以下の種類があった。（掲出順は，回答数の多い順で

ある。）	 

資	 	 本	 	 金	 50,000／損	 	 	 	 	 	 益	 50,000	 

損	 	 	 	 	 	 益	 50,000／資	 	 本	 	 金	 50,000	 

損	 	 	 	 	 	 益	 50,000／当期純損失	 	 50,000	 

損	 	 	 	 	 	 益	 50,000／当期純利益	 	 50,000	 

当期純損失	 50,000／資	 	 本	 	 金	 	 50,000	 

５回のワーク（①～⑤）によって，決算本手続（振替仕訳）の理解は深まったのかにつ

いて検証したが，必ずしも深まったとは言えなかった。そこで，あらためて，振替仕訳を

取り上げざるをえなかったため，座学を再度行った（⑦）。	 

しかし，次回以降のワーク（⑧～⑨）では，明らかに記帳が向上し，全 8 グループ全て

において，当初の問題点が克服された。すなわち，	 

§ 当初の記帳の問題点として，損益勘定への振替に，資産勘定や負債勘定も見受けら

れたが，収益・費用のみが振り替えられるようになった	 

§ 勘定科目が収益勘定か費用勘定か，不明なものがあったが，正確に把握できるよう

になった	 

§ 損益勘定に「当期純利益」が記入されていたが，相手勘定が記入されるようになっ

た	 

である。これは，アクティブラーニングによる簿記の学びが，バーチャルな簿記の学びか

ら，リアリティのある学びを体現できるものであること，損益勘定の機能を本質的に理解

できるものであることを意味していると思われる。	 

しかしながら，アクティブラーニングだけでは完全な理解を可能にすることはできない，

という問題点も確認できた。テストによる効果測定の結果，振替仕訳の定着が低かったた

め，途中に座学を挟んだ。その後の記帳は洗練され，全てのグループにおいて正解を導き

出すことができた。これは，座学の必要性が高いことを意味にしている。アクティブラー

ニングによる経験によって，従来座学だけでは定着の悪かった損益勘定の理解であったが，

一気に促進できたともいえる。	 

	 このアクティブラーニングを導入した演習の結果，アクティブラーニングを先行させ，

課題を持たせてから再び座学で学ぶという形式，すなわち実践から理論へという方式が適

切であると仮定できる。また，損益勘定は損益法による損益計算に基づくが，他方の財産

法に基づく理解も浸透させる必要がある。	 

以上により，アクティブラーニングによる「決算本手続」の理解について，理解の段階

性をまとめた（図表３を参照のこと）。	 

	 

96



	 

	 

	 

Ⅴ	 損益法の理解から，財産法の理解へ	 

	 

	 次に，損益法のみならず，財産法の理解においてもアクティブラーニングの有効性につ

いて論じることとする。損益勘定の理解を促進することは，損益法による利益算定を理解

することに他ならないが，財産法での利益算定についての検討も行わなければならない。	 

	 2015 年度演習(3 年)においては，アクティブラーニングによる簿記会計の学びとして，

財産法の理解においてもアクティブラーニングを導入した。13)	 

ボードゲーム（モノポリー）のルールを理解したのち，１回のゲームを１会計期間とみ

なして記帳し，期首資本と期末資本をと比較する。最終的には，経営成績・財政状態につ

いて実践的に理解することが求められるが，この演習においては，期首資本と期末資本の

差額が利益であり，期末資本が期首資本より増加している場合にはその増加は経営活動の

結果として得られた成果である，ということを体験的に理解できるように設定した。	 

	 このアクティブラーニングに参加した学生は 12 名であった（①～⑫）。開業初年度を想

定し，期首資本はモノポリーのルールに従って 1500 ドルとした。30 分のゲームののち，終

了し，その時点での現金残高と不動産（購入した土地）の取得原価を集計する。仮に，現

金 1000 ドル，不動産 800 ドルであれば，期末資本 1800 ドルとなる。増資（200 ドル×回数）

がなければ，期首資本 1500 ドルと期末資本 1800 ドルとの差額により当期純利益 300 ドル

が算定されるが，これが利益か損失かの判断に財産法の損益計算の思考が必要になる。他

方，収益と費用は各自記帳しているものからそれぞれ合計額を算定し，収益の合計額と費

用の合計額との差額から，当期純損益を算定する。	 

	 損益勘定の記帳を理解することは，損益法による利益計算を促進することになるが，利

益の妥当性については心許ないところがあった。しかし，財産法によって，他方からの利
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益算定を行うことは，利益の妥当性も検証することができるので，両面からの検討が望ま

しいと思われる。12 名（①～⑫とする）の結果は，図表４まとめた。	 

	 結果として，12 名中 6 名が，損益法と財産法の両方からの当期純利益の算定結果一致し，

8 名は一致しなかったという結果に到った。初年度（第 1 期）であっても一致しない人数が

多いため，第 2 期であればさらなる乖離を招くと危惧される。	 

	 

図表４	 財産と損益法	 

 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ➉ ⑪ ⑫ 

期首資本（A） 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

現金 1042 758 798 1018 147 267 578 1089 1315 483 1076 1009 

不動産（取得原価） 240 940 660 270 1580 1270 1000 360 590 1410 770 405 

期末資本（B） 1282 1698 1458 1288 1727 1537 1578 1449 1905 1893 1846 1414 

当期純損益（B－A)※ △418 △2 △242 △212 △1128 37 78 △51 405 193 346 △86 

収益（C） 200 602 262 78 661 306 222 286 486 258 300 224 

費用（D） 618 604 494 290 1829 269 144 337 91 40 19 275 

当期純損益（C－D） △418 △2 △232 △212 △1168 37 78 △51 395 218 281 △51 

一致◎，不一致× ◎ ◎ × ◎ × ◎ ◎ ◎ × × × × 

※期中における増資分は，期末資本より控除している。	 

（出典：筆者作成。）	 

	 

	 この不一致の原因は，損益勘定の理解が不十分であることに起因している。すなわち，

損益勘定に振替えられる収益と費用の集計に誤りがあったのである。	 

	 そこで，簿記の初学者である演習（1 年）において，いくつかの改良を試みて，同様のア

クティブラーニングを実施した。参加者は 15 名である。従来の方法からの改良点は，以下

の通りである（①～⑨）。	 

① 財産法を先行して実施し，当期純損益を算定し，全員がその算定結果についてプレゼン

テーションを行う。初年度を想定すれば，期首資本 1500 ドルであるので，自分の結果

と他の参加者の結果が，当期純利益の算定額で比較可能になることを体験した。また，

当期純損失を計上した参加者は，自発的に，損失を計上した理由を分析して述べること

ができた。	 

② 財産法による当期純損益の算定についての理解を経てから，各自の取引記録を記録する

学習に移行した。従来は自由記述で行っていたが，伝票を利用することにした。ゲーム

開始前に，銀行係，権利証管理係のほかに，伝票係を決めておく。伝票係は，銀行係が

1500 ドルを配ったあと，入金伝票と出金伝票を配る。モノポリーは，不動産の交換等が

始まるまでは全て現金取引で行われるので，開始時において，振替伝票は不要である。
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参加者は，ゲーム開始前に，入金伝票に 1500 ドルを記録する。また，伝票が不足した

場合には，伝票係より逐次補充を受ける。	 

③ 伝票の記録は多くは指示しないが，後に収益と費用を集計するために，収入と支出の理

由があとから見てもわかるように記録することは伝えておく。他人の土地に止まったと

きに支払った使用料（費用），他人が自分に止まったときに受け取ることができる使用

料（収益）は損益勘定に振替時の基礎資料となるので，収入先か支払先の名前を伝票に

は記入するように指示する。例えば「A が B に 50 ドルの使用料を支払った」ケースにお

いては，A の出金伝票には B の名前が記入され，と B の入金伝票には A の名前が記入さ

れることになり，集計結果に検証が必要な場合に役立つ。	 

④ 伝票を使用する場合，30 分では記帳量が多いため，最初は 1 会計期間を 15 分程度で実

施した。また，すべての取引を伝票に記帳したあと，２色のラインマーカー等で伝票に

記載した金額を色分けする。例えば，黄色と緑であれば，黄色は収益・費用項目を，緑

は資産・負債・純資産項目を色分けする。しかしながら，当初は，この色分けには戸惑

う者が多い。特に，周回ごとの 200 ドルを入金伝票に記入できるが，黄色と緑のどちら

かにすべきか，質問が多い。しかし，まず，自分で考えてみることがアクティブラーニ

ングであるので，いずれかに色分けを行ってもらう。	 

⑤ 期末資本の算定についてはすでに既習であるので，期首資本 1500 ドルとの差額によっ

て，当期純損益は算定できる。増資がある場合には，期末資本より控除する。	 

⑥ ④の色分けに基づいて，黄色の色分けの項目について集計する。モノポリーが現金決済

であることと，比較的ゲーム時間が短いため複雑な取引は発生していないため，入金伝

票の黄色項目は収益，出金伝票の黄色項目は費用として，収益の合計と費用の合計を算

定する。そして，収益の合計と費用の合計の差額を算定する。	 

⑦ ⑤と⑥の結果を突き合わせる。その結果が同じ金額であれば，財産法と損益法による当

期純損益が一致していることを確認できる。	 

⑧ 一致できない場合には④の色分けに問題があるのではないか，と指摘し，一致しない理

由を，グループごとに検証する。そして，その結果をグループごとにプレゼンテーショ

ンを行う。その検証は，収益の増加と純資産の増加に混乱など色分けに問題がなかった

か，金額の記録に誤りはないか，記入漏れはないか，について言及する。	 

⑨ グループごとに⑧の検証が終了したのち，⑤との結果の突合せを行う。結果が一致した

のち，損益勘定を記帳する。	 

以上が，伝票を用いて改良した方法である。これにより，損益勘定の記帳において，収

益・費用以外の項目が入り込むことを防ぐことができ，全員が正解に達することが可能に

なった。	 

	 この改良後のアクティブラーニングでは，当期純損益を正しく算定することができる点

では自律的に検証できる優位性があるが，損益勘定の意味を理解したうえで自発的に開設

して当期純損益を算定していないという問題点はある。特に，収益と費用の認識について

99



は混乱が多くみられるため，理解が深まる方法を検討すべきと考える。	 

そこで，収益と費用の認識と利益算定について，製造業を想定して，あらたなアクティ

ブラーニングを導入することを検討した。	 

	 以下，製造業における売上高と売上原価を計算し，売上総利益を算定するアクティブラ

ーニングについて検討することにする。	 

	 

Ⅵ	 売上総利益を算定するアクティブラーニングの構築：レゴ組立受注生産における売上	 

	 	 利益の算定	 

	 

	 上記においては，サービス産業（不動産業）におけるアクティブラーニングの導入を想定

した。しかし，「収益－費用」の概念に混乱が生じていることを発見し，物品の製造過程を

通じて，理解を促進することを試みるコンストラクショニズムの導入を検討した。ものづ

くり活動にかかわる学修理論の一つにコンストラクショニズムがある。コンストラクショ

ニズムは，つくることによって学ぶ(Learning-by-making）学習理論であり，学習者が経験

から知識を構築したり，再構築したりする学びであり，学習者にとって意味のあるもので，

かつ，他人と共有することができる外的な人工物を作ることである。コンストラクショニ

ズムによる学びはすべて「ものづくり」活動を通して行われる。平野・紅林(2014)による

と，コンストラクショニズムの学修理論による特徴抽出されている。すなわち，①具体的

なものづくり活動，②学習者の積極的な姿勢，③共同作業者の存在，④選択性や多様性を

兼ねた学修対象である。14)	 

	 レゴ®（以下，レゴと称す）を導入した学びは広く認識され，レゴを用いた実践は国内で

も多く，宮田・阪田(2010)はコミュニケーションの生成過程について分析を行っている。

しかし，会計学の分野ではまだあまりない。15)	 

	 また，アクティブラーニングでの自発的な学びを喚起するためには，答えが想定されて

いないことも重要である。しかし，簿記会計の学びにおいて，座学では，正解がひとつの

み想定されており，自発的な学びが促進されない要因でもある。五月女(2015)は，解が想

定されているものとしてジグソーパズルを，解が無限であるものの例としてレゴを例にあ

げている。ジグソーパズルには正解があり，答えが一つしかないので，座学による簿記会

計の学びはこれに似ているといえる。これに対して，「レゴ」は答えを自ら創り出さなけれ

ばならないという無限の可能性を秘めている。答えが見えているようなジグソーパズル型

の課題ではなく，答えが見えないあるいは答えそのものがないようなレゴ型の課題に直面

したほうが，自発的な学習が促進されると思う。アクティブラーニングにおいては，答え

が見えていないワークへの取り組みが必要であろう。16)	 

上田・古堅(1999)は，タンジブル・デザインについて教育上の有効性について述べてい

るが，アクティブラーニングにレゴブロックを使用することは，tangible（触知できる）

オブジェクトを使って「ブロックを組み立てるためのルール（文法）」を考え，プログラミ
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ングのための「ことば」を共同で作り上げることである。17)	 これは，簿記会計がビジネス

の言語（ことば）であることに敷衍するものである。バーチャルな会計数値を，タンジブ

ルに体験することによって実感できる会計数値にすることが可能になると思う。	 

	 製造業を想定し，受注製品の売上原価と，受注製品の販売価格を算定することにより，

売上利益を算定することにより，売上高（収益）と売上原価（費用）を損益勘定に振替え

たときの残高が，売上総利益を示すことを理解することを目的としている。	 

	 簿記の学びには，商業簿記だけではなく，当然製造業も含まれるので，工業簿記や原価

計算についての理解も促進しなければならない。当該製造業は，レゴ部品を組み立てて，

顧客の求める形状のものを作成して納品する受注生産，と仮定している。いわば，レゴの

プロビルダーの仕事を想定しているといえる。	 

顧客からレゴでの構築物の依頼を受け，建築物や，キャラクターや絵画などの模型など

を作成する。時には何万パーツにも及ぶ構築物の作成も，図面の作成から開始する。	 

三井淳平氏の図面に基づいて作成した球を見本として，受講者には呈示する。18)これにより，

レゴでの作成においては球であってもある程度凸凹していることを理解することができる。	 

	 次に，グループ分けを実施する。アクティブラーニングにおいては，コミュニケーショ

ン能力を涵養する目的もある。なお，このレゴを用いた原価計算のアクティブラーニング

は，島（2013）の「折り鶴」の原価管理を参考にしている。	 

	 

（１）注意事項については，以下の通り設定した（①～⑦）。	 

① 1 チームは 4 人前後とする。あまり大人数であると，コミュニケーションが偏り，一部

の参加者のみで進行する恐れがある。向かい合って 2 名と 2 名で座れる 4 名は，適正な

人数である。	 

② レゴで作成するものは，顧客からの注文であり，完成した場合には，条件を満たせば必

ず買取してもらえる。	 

③ 制限時間は 15 分であり，超過することはできない。ただし，時間内に完成することは

可能である。また，時間内に課題の構築物を作成することができない場合には，売上は

ないものとする。	 

④ レゴは，作業場からは少し離れた場所（レゴ置き場）におく。原則として，作業場のメ

ンバーとは，レゴ置き場から直接相談することはできない。	 

⑤ レゴ置き場から持ち帰ったレゴは，必ず，全て使用しなければならない。作業場に余ら

せた状態で，追加のレゴを取りに行ってはならない。	 

⑥ 作業前には 3～5 分間程度のグループ内での相談時間をとる。あまり議論は活発には行

われないが，ワーク終了後の議論との比較の対象として設定する。その後，15 分間の作

業に移行する。	 

⑦ 顧客からのリクエストは形だけで，サイズについては言及しない。完成品は大きいほど

製品の価値は高く，高価で販売できるものとする。	 
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以上の条件により，15 分以内に，グループ内で工夫をしながら，課題の形を作成する雰囲

気を高めることを可能にする。	 

（２）課題になる製品の実施例	 

①円（ドーナツ型のもの。）	 

②塔（最上部の先端に 1 個のレゴを必ず置く。完成後，5 分間以内の倒壊した場合には，完

成品とは認められない。その後，机を一度叩いても倒壊しないかどうか，検証する。）	 

（３）売上高の評価の方法	 

①円は，ドーナッツの内側の直径の長さとする。販売価格は，直径に比例することとする。	 

②塔は，机の上に立てるものであるので，机から先端の一つのレゴの最上部の先端までの

長さを測定する。販売価格は，高さに比例することとする。	 

（４）ワーク終了後の学び	 

① ワークシートを配付する。（図表５，参照のこと。）用いるレゴのパーツの種類をポチ数

によって類型化することについては，小野・他(2012)を参考にした。	 

② ワークシートは，作業の前には配付しない。	 

③ ワークシートには，レゴの購入単価が示されている。レゴのパーツの単価は，大きさ（ポ

チの数）に比例しないように設定されている。これは，12 ポチの単価は，1 ポチの単価

の 12 倍ではないことが記載されているので，低コストで作成するのであれば，12 ポチ

を 1 個より，1 ポチを 12 個使用した方が適当であるといくことを意味する。しかしなが

ら，1 ポチを 12 個使用する場合には，12 ポチを 1 個使用するより低コストではあるが，

はるかに手間が必要であるので当然のことながら時間がかかる。このトレードオフの関

係を体験することも企図している。	 

④ ワークシートを配付したときには，記載内容を説明しながら，一斉に記入を促していく。

グループ内の成員が各々記載するが，「同じ製品を作成しているのに，利益計算が異な

るのはおかしい」と告げ，グループ内の記入においてはお互いにチェックしながら進行

するようにする。	 

⑤ 完成品の写真を撮っておき，そののちグループごとに分解する。同じポチ数のものをま

とめて，ワークシートに集計しやすくする。同じ 4 ポチでも，正方形と長方形があるが，

すべて重ねていく。完成品を分解したあと，他のレゴと混じる可能性があるので，写真

を撮影しておくことは，のちのトラブルを抑制することに効果がある。	 

⑥ いったん集計が終了したら，他のグループから 1 名を呼び，自分のチームのレゴの個数

が正確であるか確認してもらう。ポチ数が同じものは同じ単価であるので，ブロックを

連結しておくと確認がしやすい。確認が終了した時点で，直接材料費の算定は終了とす

る。なお，3 ポチ以上の奇数については，１を加算して偶数とする。例えば，3 ポチで

あれば，4 ポチの単価とする。	 

102



⑦ 直接労務費は，時給 1200 円とし，15 分で 300 円を目安とする。4 人で 15 分かかれば＠

300×4人＝1200円を計上する。11分で完成した場合には，＠300×11÷15×4人となり，

時間の短縮が可能であれば直接労務費を低減できることを学ぶことができる。	 

⑧ 製造間接費としては，場所代と運送料を計上する。場所代はグループが使用した机の数

だけ机使用料が発生する。仮に，グループで 1 名が隣の机で，他のメンバーの作業を静

観しているだけ，という状態が発生した場合には，机使用料は2倍計上することになる。	 

⑨ 販売価格の算定においては，完成品のサイズなどを測定する必要がある。全体で 1 名を

選出し，同じ尺度で幅や高さを測定してもらう。円などであれば，外の直径ではなく，

内側の直径を測定する。すなわち，レゴを厚く積んでも販売単価は上がらないこととす

る。これにより，不必要なレゴは，以後使用しないことになる。測定の際には，作成者

も一緒に立ち会い，測定者と作成者が納得できる測量を実施する。	 

⑩ 運送料算定のため，グループごとの運搬回数は授業者が観察し，授業者が事前通告なく

集計しておくことが望ましい。当初はレゴ置き場で相談することや，メンバー全員でレ

ゴ置き場を見に行くこともある。仮に，一度で 4 人がレゴ置き場に行った場合には，運

送料は 4 倍計上する。一人が 4 回出向いた場合も，運送料は 4 倍計上する。運送料の計

上は，ワークシート記入時に認識することであるから，学生は抵抗感を示すことがある。

これは，1 回の大量仕入れより，複数回にわたる少数仕入れの方が，無駄な仕入れが生

じないことを説明する。また，新鮮な弁当を仕入れて販売するためには，朝のみ仕入れ

るより，朝昼晩の 3 回仕入れた弁当の方が顧客に喜ばれることに通じることも理解させ

る。作業前に運送料の計上を知らせておくより，後に認識させた方が改善点を自発的に

発見しやすくなるので，初めは自由にレゴをとりに行かせた方がよい。可能であれば，

録画をすることも，振り返りに有効である。	 

	 

図表５	 ワークシート（レゴの原価計算の雛型）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
＜レゴ®の受注生産における原価計算＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
（１）	 直接材料費（使用したレゴのパーツ）※ポチ＝Ｐ	 	 	  
１２P	 ＠２８０円	 ×（	 	 ）個	 ＝（	 	 	 	 	 	 ） 
８P	 ＠２００円	 ×（	 	 ）個	 ＝（	 	 	 	 	 	 ） 
６P	 ＠１２０円	 ×（	 	 ）個	 ＝（	 	 	 	 	 	 ） 
４P	 ＠６０円	 	 ×（	 	 ）個	 ＝（	 	 	 	 	 	 ） 
２P	 ＠２０円	 	 ×（	 	 ）個	 ＝（	 	 	 	 	 	 ） 
１P	 ＠１０円	 	 ×（	 	 ）個	 ＝（	 	 	 	 	 	 ） 

（	 	 	 	 	 	 ） 
合計	 	 ・・・（	 	 	 	 	 ）円	 	 	  

（２）	 直接労務費	 
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時給＠１２００円→１５分で＠３００円	 	 	 	 	 	 	 	 合計	 	 ・・・（	 	 	 	 	 ）円	 	 	 	 

（３）	 製造間接費	 

机使用料	 机一台につき	 ５００円	 （	 	 ）台	 	 	 	 合計	 	 ・・・（	 	 	 	 	 ）円	 	 	 	 

運送料	 １回	 ３００円	 （	 	 ）回	 	 	 	 	 	 	 	 	 合計	 	 ・・・（	 	 	 	 	 ）円	 	 	 	 

（４）製造原価＝（１）+（２）+（３）	 	 	 	 	 	 	 	 合計	 	 ・・・（	 	 	 	 	 ）円	 	 	 	 

	 	 （受注製品なので売上原価）	 

（５）販売価格	 直径１ｃｍにつき５００円	 	 	 	 	 売上高	 	 ・・・（	 	 	 	 	 ）円	 	 	 	 

（６）売上総利益	 ＝	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （５）－（４）＝（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）円	 	 	 	 	 

（出典：筆者作成。）	 

	 

	 

ここまでの作業により，	 

（１）直接材料費	 

（２）直接労務費	 

（３）製造間接費	 

を集計することができるので，	 

（４）製造原価を算定する。レゴプロビルダーは，顧客からの注文を受けてから作成する

ため，製造原価はそのまま売上原価となる。	 

（５）次に，注文品の販売価格を決定する。測量の結果得られた長さに，1cm につき 500 円

として計算する。測量は，小数点第一（cm）まで測定することが望ましい。	 

（６）そののち，グループごとの売上総利益を算定する。	 

	 

グループごとの作業が終了したのち，黒板に一覧表を作成してグループごとの結果（１）

から（６）を記入させる。初回では，売上総利益がマイナスになるグループもある。しか

し，この経験により，問題点の発見と事後への改善を自ら学ぶことが本来の目的であるの

で，これはむしろよい結果であると認めるべきである。また，多額の利益を計上したグル

ープにおいては，さらに利益を向上させるための改善計画を考えさせる。	 

最後には，グループごとに，今回のワークの問題点と，今後の改善活動についてのプレゼ

ンを行わせる。	 

以上により，原価計算と原価改善について，アクティブラーニングによって自ら問題発

見をし，解決策の発見，メンバーとのコミュニケーション力の向上を図ることができる。	 

	 

Ⅶ	 導入事例の検証	 

	 

	 2015 年度の演習（3 年）において，レゴを使った受注生産による原価計算と売上利益の

算定についてのアクティブラーニングを実施した。この事例研究における受注製品は，「円」
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であり，大きい円ほど高額で買い取られると仮定した。参加者は 3 年生ゼミ（11 名）であ

り，３つのグループを設けて，それぞれ製造体験と利益計算を行った。A 班（黒）3 名，B

班（青）4 名，C 班（赤）4 名である。A 班（黒），B 班（青），C 班（赤）の構成メンバー，

板書の写真を以下に示す。（図表６，参照のこと。）	 

実施要領は上記の通りであり，グループごとにワークシートに集計したものを，板書に

書いたものが図表７である。さらに，各グループの製品例は，図表８に示されている。（図

表７，図表８，参照のこと。）	 

	 

図表６：A 班（黒），B 班（青），C 班（赤）の構成メンバーによる振り返り	 

のプレゼンテーション，および，班別に集計した板書の写真	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 A 班（黒）3 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B 班（青）4 名	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 C 班（赤）4 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 板書の写真	 

（出典：筆者撮影。）	 
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図表７	 板書用の表（売上利益の算定）	 

 
A 班 B 班 C 班 

（１）直接材料費 1180 3720 1040 

（２）直接労務費 840 1200 880 

（３）製造間接費 
   

（机使用料） 1000 500 500 

（運送料） 2700 2100 2400 

（４）完成品原価 （売上原価） 5720 7520 4820 

（５）販売価格 （売上高） 5050 6650 6000 

（６）売上利益 △６７０ △８７０ 1180 

（出典：筆者作成。）	 

	 

図表８	 製品（A 班，B 班，，C 班）	 

	 A班	 直径１０．１cm作業時間 14分	 	 	 	 B班	 直径１３．３cm	 作業時間 15分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C班	 直径１２．０cm	 作業時間 11分 
 
 
 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（出典：筆者作成および筆者撮影）	 
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同様のアクティブラーニングを演習（2 年）でも実施し，7 名の学生が参加した。合計 17

名の学生に対して，原価改善のために取り組むべき内容について，自由記入での回答を求

めた。その結果が，図表９である。	 

最も多い解答は，「運送回数を減らす」というものであった。これは，同じレゴの数を場

に持ち帰っても，1 度か 2 度かでは，1 度の方が原価低減になることを理解したといえる。

次に，「レゴの使用数を減らす」「能率アップを図る」であったが，これは直接材料費や直

接労務費，すなわち素価の低減を意味している。これは標準原価管理の萌芽といえよう。

逆に「レゴの使用数を増やす」ことも挙げられているが，これは単価の高いレゴを 1 個よ

り，安いものを組み合わせる方が直接材料費を減できることを意味している。しかし，作

業能率が上がらない場合には，直接労務費が増加する可能性がある。	 

	 しかしながら，アクティブラーニングとして，もっとも注目すべきことは，「事前に計画

を立てる」という気づきである。これは，事前に説明なくワークに導入したが，開始前に，

グループ内で相談しておくことが多々あることに気づいたことを意味する。アクティブラ

ーニングは学生の自主的な学びであるが，この気づきは文字通りのアクティブラーニング

といえよう。	 

	 

図表９	 原価改善のために取り組む内容（17 名，自由記述。）	 

	 	 	 	 	 	 	 ①	 運送回数を減らす。	 
	 	 

１４名（８２．４％）	 

②	 レゴの使用数を減らす。	 
	 

8 名（２７．０％）	 

③	 能率アップ（時間短縮）を図る。	 
	 

8 名（２７．０％）	 

④	 事前に計画を立てる。	 
	 

5 名（２９．４％）	 

⑤	 レゴの使用数を増やす。	 
	 

3 名（１７．６％）	 

⑥	 机の使用数を増やす。	 
	 

３名（１７．６％）	 

（出典：筆者作成。）	 

	 

Ⅷ	 まとめにかえて	 

	 

簿記の学修においては座学が基本である。損益勘定への振替仕訳，損益勘定の残高とし

て当期純利益を算定することを理解することがなければ，簿記を学習したとはいえない。

そこで，損益勘定の理解としての新たな試みとして，ゲームを導入した共同作業によるア

クティブラーニングによる学びを実施した。その結果，座学と補完し合いながら，一定の

学修成果を認めることができた。 
さらに，簿記の学修におけるアクティブラーニングを導入した結果，企業会計の利益計

算の理解に対して，一定の学修効果を認めることができた。（１）損益勘定の理解と，損益

法による利益計算，（２）財産法による利益計算，（３）製造業における収益と費用の認識

と利益計算，である。この過程において，共同作業におけるコミュニケーション力を向上

させ，自ら学び発見するという学びの姿勢を確認することもできた。座学中心の簿記会計

の学びにおいても，新しい試みとして，アクティブラーニング導入には有効である。 
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日本簿記学会簿記教育研究部会のメンバーとして，簿記教育におけるアクティブラーニ

ングの導入についての研究はまだ端緒についたに過ぎないが，簿記の新たな学びの一助と

なるよう，事例研究を提示したい。	 

今後も，多様なアクティブラーニングの導入について考察し，新たな簿記の学びの研究

に努める所存である。	 

	 

注	 

1)	 中央教育審議会(平成 24 年 8 月 28 日)「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に

向けて	 ～生涯学び続き，主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）」，9 ページ。	 

2)	 全国の大学でのアクティブラーニングの取り組みについては，河合塾(2014)の実態調査

があるが，簿記会計への導入はみられなかった。	 

3)	 武田(2004),44-45 ページ。	 

4)	 新田(2003),55-56 ページ。	 

5)	 新田(2003),101 ページ。	 

6)	 鵜飼・中村(1997),146-147 ページ。	 

7)	 溝口(2014),71 ページ。	 

8)	 溝口(2014),145 ページ。	 

9)	 溝口(2014),146 ページ。	 

10)	 溝口(2014),147 ページ。	 

11)	 溝口(2014),148 ページ。	 

12)	 溝口(2014),150 ページ。	 

13)	 モノポリーによる経営意思決定の学びについては，林(2015)によっても指摘されてい

る。財産の把握や複式簿記の意義を理解していない履修学生に簿記会計の理解を促すに

は，モノポリーを採用する意義が見いだせる，としている。しかし，林(2015)は Windows

対応版を採用しているが，アクティブラーニングは学生の自発的な学びと，共同作業に

よるコミュニケーション能力の向上も企図しているので，ボードゲームを継続して採用

した。	 

14)	 平野・紅林(2014),29-31 ページ。アクティブラーニングにおいて，グループワークを

活性化するためには，これらの特徴を具備したレゴは適切であると考える。	 

15)	 広島修道大学ＨＰによると，菅原智が 2010 年 4 月に，授業改善のために開発した教材，

教科書，参考書などとして，レゴを用いたビジネスゲームを実施している。	 

16)	 2014 年時点では，レゴには，創造性と多様性に富んだ人材によって開発された３４の

製品カテゴリーがある（ロバートソン＝ブリーン(2014),346 ページ）。製品カテゴリーと

しては，厳密には，無限とはいえない。	 

17)	 上田・古堅(1999),84 ページ。	 

18)レゴ®が認定するレゴプロビルダーは，現在，わが国には，三井淳平氏以外には存在し
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ない。筆者は，2014 年 2 月および 2015 年 6 月に，三井氏の球を 60 分で製作する講座に

参加した。その結果，15 分という短時間で作成するには，球の一部分である円が最適で

あると判断した。	 
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第 8章	 紙飛行機の製造・販売と財務諸表の作成 
 

浦崎直浩（近畿大学） 
 
 
Ⅰ	 はじめに	 

 
	 本研究は，「学士課程教育の構築に向けて」（中央教育審議会大学分科会制度・教育部会，平成

20 年 3 月 25 日）において勧告された教育方針を前提として取り組みを始めたものであり，
さらに経済産業省が社会人基礎力として提唱する能力（「前に踏み出す力」，「考え抜く力」，「チーム

で働く力」の３つの能力および 12 の能力要素）の開発を視野に入れたものである（１）。 
	 海外の簿記会計教育に関する過去の調査によれば，①簿記の学習時間が全体的な傾向と

して減少しており新しい形態の簿記会計教育へ移行する過渡期を迎えていること，②技

術・知識の習得を目的とした学習から現場での会計的判断力やコミュニケーション能力（ジ

ェネリック・スキル）の開発を目的とした学習へと移行しつつあることが明らかにされて

おり，簿記会計の自学自習方法の開発と学習意欲を高める工夫の必要性が指摘されている

（菅原 2010）。 
	 さらに，高等学校における教育についても，主としてアメリカの高等学校の簿記会計の

指導事例に関する研究を踏まえて，「覚える簿記」教育から「よりよく考える簿記」教育へ

の転換の意義，ならびに，社会や生活様式の変化も視野に入れた永続する技能つまり問題

解決や意思決定に役立つ批判的思考を取り入れた授業方法を実践する必要性が主張されて

いる（島本 2010）。	  
	 近年，日本では大学学部における簿記会計教育に関して様々な取り組みがなされている

と拝察されるが，本報告では報告者のこれまでの会計学に関する教育研究に基づく個人的

な取り組みの中から，簿記会計教育に関連して一般化できる内容を提示しようと試みるも

のである。なお，本稿は，平成 22年に近畿大学経営学部の開講科目「会計学基礎論」にお
いて実施した「紙飛行機づくりで学ぶ会計学」を基に執筆した拙稿（浦崎 2010）を，平成
24 年 10 月 13 日に広島修道大学の「会計特別ゼミナール」および平成 26 年春学期近畿大
学経営学部会計学科 2 年次開講科目「会計学演習Ａ」での同取り組みの経験を踏まえて，
加筆修正したものである。	  
 
Ⅱ	 会計教育の目的	 

 
	 ここでは，まず，企業会計の枠組みにおいて簿記会計教育を実践する際の前提を提示し

たい。会計行為は，「企業の利益稼得の物的・経済的事実関係（例えば，商品を購入し販売

するという事実関係）を一定の測定ルール（会計処理の原則・手続）を介して貨幣的・経

済的数関係（会計報告書）として写像する活動である」（武田 2002，4）と規定することが
できる。かかる会計行為を方向づけるものが「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣

行」（会社法 431 条）である。かかる会計慣行は，「その時々の社会経済的意味状況下にお
いて成立する価値（妥当な会計的判断）の均衡体系」（武田 2002，25）であり，歴史的時間
のなかで安定化した行為基準としての性格を有する。 
	 周知のように，「企業会計の慣行」を構成するものの 1 つが企業会計原則である。企業
会計原則は，「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから，一般に公正妥

当と認められたところを要約したもの」（企業会計原則の設定について二 1）であって，社
会的に承認されたものであるという意味で規範的性格を有する。その一般原則の一として

真実性の原則が掲げられている。この原則は，企業の財政状態および経営成績に関する真
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実な報告を義務づけるもので，財務諸表等規則 5 条 1 項 1 号の規定によりキャッシュ・フ
ローの状況についても同様の情報の提供が求められている。	 

	 ここであえて指摘するまでもなく，わが国企業会計における当為命題としての最高規範

が前述の真実性の原則であり，「財務諸表の真実性は，会計原則や基準に従うかぎりにお

いて保証される」（武田 1982，193）ものと解釈される。しかも，かかる財務諸表の真実性
は，一般に公正妥当と認められたところに従ってえられたものであるから，社会的に一般

に承認された制度的真実性（武田 1982，193）であると考えることができる。	 
	 それでは，学部・大学院における会計教育を実践する場合に，会計行為のどの部分に重

点があるのであろうか。ここで，上述の会計行為を「インプット－処理－アウトプット」

の体系として単純化して表現するならば，インプット段階での秩序ある記帳（会社法 432
条）が最も重要となる。というのは，会計事実のインプットが余すところなくすべて適切

に行われていれば，処理とアウトプットの段階での誤謬は外部の第三者が事後的にチェッ

クし，それを正すことができるからである。	 

	 「図 1」は，以上述べてきた会計行為のプロセスを図式化したものである。そこでは，ア
カウンタントは，会計環境によって動機付けられ，一定の目的観をもって会計事実のイン

プットを行い，選択可能な複数の手続きのなかから当該目的に照らして最適なものを選択

し，それによって会計事実を会計数値へと変換することが示されている。本研究の主題で

ある会計教育は，会計的なものの見方・考え方を育成し実務において会計技術を適正に応

用できるような判断能力を開発することに目的があるものと考えているが，情報の信頼性

をえるための事後的チェックを考慮すれば，すでに述べたように「図 1」におけるアカウン
タントの次のような判断能力を育成することが教育の到達目標として措定されることにな

る。 
① 会計環境に関する事実判断 
② それに基づいた会計行為のための価値判断 
③ 当該価値判断に基づいた会計事実のインプット 
④ その処理のための適切な手続きの選択 
⑤ 選択した手続きに基づく財務諸表の作成	 

	 

図 1 会計行為のプロセスとアカウンタントの判断の体系	 

選択された手続
会計事実 会計数値

（数割当のルール）
利用者

意思決定
モデル

選択可能な

複数の手続き

判断主体

認知 写像

動機づけ

（価値判断）

当為判断

（目的観）

会計環境

・社会経済
的諸要因

・企業自体
の内的諸

要因 （任意 の選択）

開示

事実と手続と

の間の対応性

手続と結果と間の不

偏性（検証可能性）

事実関係
システム

数関係
システム

真理対応

フィードバック(1)

フィードバック(2)

（意思決定）

（事実判断）

 
（出典：武田（1982，173）の図 11-1「会計測定・伝達の概念的フレームワーク」を基に筆者の理解に基づいて
一部加筆したものである。） 

 
Ⅲ	 教授内容とその方法	 

 
１	 ビジネス教育のための教授・学習システム	 
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	 ビジネス教育の教授法に関する先行研究によれば，教授・学習システム（teaching - 
learning system）は「図 2」のように体系化されている。ここで，学習とは行動を変容さ
せることを意味し，教授とは行動の変容を促進させることをいう（雲英他訳 1981，51-52）。 
 

図 2	 ビジネス教育のための教授・学習システム	 

 
 
 
  

次の到達目標

へ 目標の達成 

8. 生徒の到達度とシステム
の有効性の評価 

7. 適切な教授・学習戦略の選択 

6. 適切な学習原則の適用 

5. 予備テストおよび学習者と
到達目標・副次能力との組み

合わせ 

4. 副次能力の確認と順序づけ 

3. 到達目標の設定 

学習者のニーズ 
実業界のニーズ 

1. 能力の確認と分類 

2. 評価の計画 

いいえ 

はい 

改訂と修正 

（出典：雲英他訳（1981）の図表 3.2ビジネス教育のための教授＝学習システム（61頁）に一部加筆修正したものである。） 
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また，システムとは，一群の個別的な構成要素が特定の機能を果たすために形成する統一

体のことを意味する（雲英他訳 1981，52）。そして，当該システムの機能は，学生の学習
を次のように可能にすることにある。 
①	 学生が学習しなければならない能力の確認 
②	 学習目標の設定 
③	 学習目標を達成するために必要な副次能力の確認 
④	 その時点における学生の到達レベルのチェック 
⑤	 学習原則の適用 
⑥	 教授・学習戦略の選択 
⑦	 学生の到達度・当該システムの効果の評価 

	 「図 2」から知られるように，学習者のニーズおよび実業界のニーズが，当該教育システ
ムにおける教授内容を規定することになる。例えば，現行の上場企業向け会計基準では会

計の情報提供機能が重視されているが，意思決定有用性という財務報告目的が会計本来の

機能を軽視し，学部教育が歪められていると批判がなされ，財産管理目的に立脚した会計

教育を徹底すべしという指摘がある（２）。 
	 また，建設業大手 5社の内の 1社に対する訪問調査（平成 22年 7月 8日）によれば，大
学における簿記会計教育に対して次のようなニーズがあることが指摘された。 

① 社会では事務系社員に会計知識は必須であることを教える。つまり，文系学生には
社会に出れば簿記の知識が必要だということを認識させる。 

② 商学部だけではなく，経済，法学部等の文系学部でも簿記は選択科目ではなく，必
修科目とする。つまり，簿記は文系学生の基礎学力である。 

③ 簿記の基礎学力を利用すれば，議論を通じて決算書を読み取る力が修得できる。 
④ 会計は，本来商慣習の反映である。日本基準と IFRS との比較では，日本基準の方

が優れていることもある。国際基準策定には，大学から世界に意見発信を行い，影

響力を行使して欲しい。 
	 上記の指摘うち，まず①については，会社組織において事務系の業務を遂行するために

は会計に関する知識が不可欠であるということを社会一般的なレベルで指摘されていると

いう意味できわめて重要である。また，会計に関する知識に関連して，上記②にあるよう

に，大学における簿記教育を文系学部においては必修化すべきであるという意見は，海外

において独立科目扱いがすでに廃止され，簿記が自学自習化される流れに再考を促す意見

として傾聴に値する。しかも，調査回答者とのやりとりでは，コンピュータベースの簿記

会計を学ぶのではなく，伝統的な書面ベースの教育が重要であるという指摘であった。特

に，取引の仕訳を行う能力が求められていた。 
	 問題は，近畿大学経営学部に関連して述べるならば，上記の③で指摘されている財務諸

表を分析し批判的に議論する能力の開発は，企業分析論を履修する学生を除けば，学部レ

ベルでは十分には行われていないことである。なお，④の会計は本来商慣習の反映である

という意見は，IFRSを会社内のシステムに導入する場合の議論の流れの中で出された意見
であり，調査対象会社に限ったことではないであろう。上場企業等の大会社向け会計基準

に基づいた一律の会計教育ではなく，日本の商慣習を考慮し，業種や会社規模（上場・非

上場の別）に対応した基準の策定やその適応について教授することが今後必要になってく

るものと考えられる（３）。いずれにしても，簿記に対する基礎力修得が強く求められている。

そのような簿記会計教育が学部レベルでも必要になるのではないかと忖度するものである。 
	 以上，学部における初年次教育では，「図 1」に関連してインプット段階での会計教育，
とりわけ会計記録の意義とその方法を教授することを重視すべきであることを主張し，「図

2」の教授・学習システムの出発点である「実業界からのニーズ」を考慮するという点から
も会計の本質に関連した授業を行うことの必要性と合理性が明らかとなった。もちろん，

学部の初年次会計教育における会計の本質を重視した授業を踏まえて，2年次以降の学年で
は会計の社会的機能すなわち外部報告目的に基づいた教育を順次導入する必要があり，情

報提供機能重視した会計理論（例えば，IFRS）に関する授業もその中で体系化することが
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合理的である。 
 
２	 簿記会計教育における原則主義に対する対応	 

	 ここで，グローバル化という会計研究の変化に対応した会計教育の必要性に言及してお

きたい。周知のように，IFRSの策定については原則主義に基づいた基準設定アプローチが
採用されていると一般に言われている（４）。原則主義に基づく会計基準の特徴は，「例外を

認めない」，「明確な数値基準を設けない」などがあると指摘されているが，IFRSに関連し
て言うならば，世界の資本市場の参加者およびその他の利用者による経済的意思決定に役

立つように，財務諸表およびその他の財務報告において高品質で，透明性があり，かつ，

比較可能な情報の作成と開示を義務づける（IASCF定款 パート A 2 (a)）ところに基準策
定の目的がおかれ，会計情報の透明性を高めるための原理原則として経済的実質主義

（substance over form）という会計思想があるものと解釈している（５）。 

	 それでは，初年次会計教育において原則主義の考え方をどのように教授すればよいので

あろうか。IFRSのルールを暗記し，設例や計算問題等をこなせば，原則主義に基づいた会
計的判断を実務において行使することができるようになるのであろうか。「原則主義のもと

では，会計専門家が自らの倫理観，専門性，国際性にもとづいて会計上の判断をしなけれ

ばならないのです。」（http://www.kansai-u.ac.jp/as/curriculum/curriculum_ad.html） 

	 原則主義に関する上の引用を是とするならば，原則主義に基づく会計的判断を行使しそ

れを可能とするための教育は将来わたって終わりのないものであると思える。したがって，

少なくとも，学部の会計教育においては，哲学，論理学，倫理学等の教養教育（６）と連携す

ることにより，次のような能力の開発が求められるであろう。 
① ある状況に直面して何が問題となっているかを分析する能力 
② 把握された問題を解決するための代替案を導き出す能力 
③ 代替案のうちどれが問題解決にもっとも効果的であるかを評価する能力 

	 さらに，会計情報の透明性という観点を敷衍するならば，先に述べたように，会計の社

会的機能つまり企業と外部情報利用者との関係を考慮することで，取得原価主義会計の限

界と公正価値会計の意義について学習する体系的な教授法を構築する必要がある。その場

合，学部教育では，詳細なルールを教え込むのではなく基礎にある理論（原理原則）につ

いて考え討議するように仕向ける工夫をすることが重要である。 
	 

Ⅳ	 初年次会計教育におけるアクティブ・ラーニングの実践例	 

 
	 ここでは，近畿大学経営学部経営学科 1 年次の「会計学基礎論」（平成 22 年秋学期）の
授業で実践したアクティブ・ラーニングの試みについて紹介する。この授業は，原則主義

に基づく会計的判断に関する能力の開発を目的として実践しようとするものであり，現時

点でもなお不十分な点が多々あり，今後さらに改善を進めていこうとするものである。経

営学部の卒業要件の単位数は 124 単位で，当該授業を行った会計学基礎論は，専門基礎科
目 9科目のうちの 1科目である。専門基礎科目は，16単位以上履修することが要件である。
単位数その他の条件は次の通りである。 
	 科 目 名	 会計学基礎論 
	 単 位 数	 2単位 
	 登録者数	 52名 
	 学	 	 年	 1年次 
授業の表題は，「紙飛行機づくりで学ぶ会計学」である。以下は，会計学基礎論で実施し

たプロジェクト型学習の概要である。授業の概要や到達目標は，シラバスから抜粋したも

のである。 
1.  授業の趣旨・目的	 
	 従来の会計学の授業では，企業が利益を獲得することは所与とされ，利益が企業現場の

努力の産物であることの実感がないまま，学習が展開された。その点を反省し，この授業
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では，企業会計の意義や役割を体感するために，受講生がグループを作って会社を設立し，

紙飛行機製作という事業目的を設定し，研究開発と完成品の販売を行う。 
① 一人でできないことをみんなが集まっておこなうという会社の本質（金田 2006，65）

を理解する。つまり，一人ではできないことを仲間と成し遂げることができること

のすばらしさを体験する。 
② 市場の中での競争を意識しながら，製品開発を行うことの意義を学ぶ。 
③ はじめて出会う仲間と共同作業を行いコミュニケーション能力を養う。 
④ 将来の職業に対するキャリア意識と社会人基礎力を高める。 
⑤ プロジェクト型グループ学習を通じて実学教育と人格の陶冶という近畿大学の建学

の精神を実践する。 
2.  授業概要	 
	 株式会社の仕組みとその意義をグループ学習により明らかにし，企業の経済活動の成果

を表現する会計報告書の作成と利用ができるように授業を展開する。 
3.  到達目標	 
	 受講生は，授業の中で行われるグループ学習を通じて，次の到達目標を達成することが

求められる。 
① 学生は，株主と経営者（取締役）の関係について説明できる。 
② 学生は，原材料の仕入れ，研究開発，商品化という一連の生産活動を疑似体験し，

製造業における PDCAサイクルを実践できる。 
③ 学生は，開発した商品を市場で販売するという経済活動を疑似マーケットで経験

し，収益の本質について解説できる。 
④ 学生は，株式会社の経済活動における利潤追求の意義について説明できる。 
⑤ 学生は，経済活動の記録に基づいて損益計算書を作成することができる。 
⑥ 学生は，経済活動の記録に基づいて貸借対照表を作成することができる。 
⑦ 学生は，経済活動の記録に基づいてキャッシュ･フロー計算書を作成することがで

きる。 
⑧ 学生は，会計報告書を利用して安全性の分析できる。 
⑨ 学生は，会計報告書を利用して収益性の分析できる。 
⑩ 学生は，資産，負債，純資産，収益，費用の基礎概念について説明できる。 
⑪ 学生は，市場経済における企業会計の役割について説明できる。 

4.  学習の手順	 
（１）	 グループ編成（平成 22 年 4 月 30 日） 

① 原則６名のグループを受講生の学籍番号順に編成する。 
② 編成されたグループを構成する受講生はお互いを尊重して仲間意識を高め結束を

図る。 
③ 社長（グループリーダー），資材調達部長，製品開発部長，製造部長，営業部長，

経理部長の役職について担当者を決める。 
④ 社員の合議により会社名を決める。 
⑤ 会社の活動中に起きた様々なトラブルは，必ず先生に報告する。 
⑥ 共に工夫してこの授業を成功させよう。 

（２）出資（平成 22 年 4 月 30 日） 

① 受講生は２００円ずつ出資して，経理部長が管理する。	 
② 経理部長は，金銭の出納について，帳簿記録をつける。	 
③ 追加出資が必要な場合，相談して追加出資額を決める。	 

（３）製品開発の着手（平成 22 年 4 月 30 日） 

① 製品開発の目標（会社の定款）	 
遠くまでまっすぐよく飛ぶ紙飛行機の作成	 

② 製品開発情報の収集	 
	 図書館・インターネットで紙飛行機製作の製品開発情報を収集する。	 
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③ 製品開発の開始	 	 
	 みんなで相談してどのような種類の紙がよいか相談して，資材調達部長は紙を

購入する。	 

（４）試作機の作成（平成 22 年 5 月 7 日） 

① 禁止事項	 市販の紙飛行機キットを購入して作成するのは厳禁です。 
② 製品開発部長の指揮の下で２種類の飛行機を作成します。 

(ア) 一枚の紙を折り曲げて作成する飛行機・・・・・・A型機 
(イ) 切り貼りなど加工して作成する紙飛行機・・・・・B型機 

③ 紙飛行機を加工するための資材は必要に応じて購入して下さい。 
（５）試作機の飛行試験（平成 22 年 5 月 14 日） 

① 各グループは，A型機を３機，B型機を２機それぞれ製作して，教室に持参する。 
② 各グループは，両型機を，特徴をみんなの前で発表して，試験フライトを行う。 
③ 試験フライトは，授業時間外において事前に行っていても良い。 

（６）完成品の飛行大会（平成 22 年 5 月 21 日）  

① ２０号館４階２０－３教室に集合する。 
② 各チームの代表者がフライト場を作成する 
③ 完成 A型機を 3機作成し，飛行する。 
④ 完成 B型機を 2機作成し，飛行する。	 
⑤ 模造紙に同心円状の的を作り，どこに命中したかで売上高に差をつける。製品開

発の目標「遠くまでまっすぐよく飛ぶ紙飛行機の作成」をどの程度実現したをみ

る。	 

（７）会計報告書の作成（平成 22 年 5 月 28 日） 

① メンバーのタイムカードに作業日毎に作業時間帯を記入する。作業時間は，9:00
から 17:00の間の時間とする。自宅学習時間は，残業時間とする。 

② タイムカードの記録をもとに，給料の計算を行う。 
③ 資材購入の記録と在庫の確認を行って，飛行機の原価計算を行う。 
④ 売上高から売上原価と販売費一般管理費を差し引いて営業利益を計算する。 
⇒	 損益計算書の作成 

⑤ 在庫の記録を下に貸借対照表を作成する。基本項目は次の通り。 
⇒	 資産の項目：現金，売掛金（売上げの未収金），棚卸資産（在庫の紙） 

負債の項目：借入金等が発生していたら記入する。 
資本の項目：資本金 

⑥ 財務諸表分析（百分率貸借対照表の作成，安全性の分析，収益性の分析） 
⑦ 振り返りで，表 1を配布して説明する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117



118



 
5.  結果と反省点	 
	 近畿大学経営学部における取り組みとして初めて行ったプロジェクト型グループ学習を

通じて明らかとなった問題点を摘記すれば次のようになる。 
（１）	 簿記会計に関する知識の確認が十分でなかった 

	 サービス業の取引を利用した簿記手続きの一巡を事前に 2 コマ行いグループ学習に
入る。勘定記入については，十分理解できたものとの前提で行ったが，勘定記入がう

まくいかない。取引について，仕訳は行わず，勘定記入を直接行い，財務諸表の作成

を行ったが，勘定記入と財務諸表の作成についてうまくいかない学生が多々見られた。 
（２）	 財産管理の不徹底 

① 自分のルーズリーフノート，のり・はさみ・セロハンテープを使って飛行機を作
成した者がいた。 

② 生協からパソコン等のパンフレットをもらい受け，紙飛行機の資材としていたが，
このことの適否。学生は，経費の節約と主張する。 

③ 個人の私有財産と会社の財産の区別がついていない。 
④ 現物出資，贈与，会社に対する債権の発生についての理解不足がある。 
⑤ 最後に会社を清算し配当を行う段階で，使途不明があるなど途中の資金管理がう

まくいかなかったケースがある。 
（３）	 財務諸表の作成に関わる問題点 

① 損益計算書を作成した後で，貸借対照表の資産合計と負債資本合計が一致しない
場合に，記録を遡って検証せず，数値を操作して貸借平均させる学生がいた。 

② まじめな学生は，一致しない原因がわからず，最後まで財務諸表が完成しなかっ
た。 

③ 売上高は，売掛金のままであり，収入の実感がない。 
④ 給料を計上するものの，未払のままである。 

（４）	 学習の効果 

企業現場において原則主義に基づく会計的判断が行われるのは，資産の期末評価で

ある。とりわけ，費消原価と未費消原価の原価配分をチームメンバー間で議論するこ

とにより，会計方針を決定する過程が原則主義に基づく適正な会計的判を行う能力の

養成につながるものと考えている。この授業ではテキストで予め与えられた設例によ

る知識の習得ではなく，原価集合と原価配分についてチームの作業記録に基づいて事

実関係を数量化するという会計の本質を実体験することにより知識を習得するところ

に最も大きな意義がある。 
① 棚卸資産の評価 

a) 購入した紙の使用枚数と在庫の枚数の確認，1枚当たりの単価に基づいて費用
の計算を行う。 

b) スティック糊・セロハンテープの原価配分をどうするか，費消原価と未費消
原価の計算をどのようにするか。 

c) 教員からの助言として，スティック糊について，最初の重さが何グラムで，
作業終了時点の重さが何グラムかがわかれば，使用した糊の比率が計算でき

るので，その比率を基に取得原価を費消原価と未費消原価に按分してはと指

摘した。しかし，すべてのチームは，期末の決算整理の手続きを意識してい

ないので，重さの記録は残していなかった。次に，長さで計算してみようと

助言し，内部の糊の部分を出してみると，構造上，最初の長さが 45ミリであ
ることがわかり，2ミリ減っているので，費消原価は取得原価に 45分の 2を
乗じた金額であることがわかり，この方法を用いることを決定した。	  

② 固定資産の評価 
a) 購入したはさみの原価配分をどのように行うか。 
b) 減価償却費の計算 
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c) 固定資産についても，適正な期間損益を算定するために費消原価と未費消原
価の原価配分が重要であることを指摘する。しかし，原価現象が視覚的に確

認できない上に，スティック糊で行った重さや長さを基準とした原価配分が

適用できないことがわかったので，どのようにすればわからず思い悩むチー

ムがほとんどである。耐用年数についてチーム内で議論させるが，ある学生

は自宅のはさみは 10年以上前からあるという意見に対して，会社経営では投
資額を早めに回収したいという動機があることを指摘すると，数年が妥当な

のではという意見があり，合理的な理由がなく，決め手に欠けた。耐用年数

の見積もりは重要であるにもかかわらず容易に決定できないことがわかった。

そこで，例えば，3年という耐用年数を決定したチームは，当該耐用年数を基
準に使用した日数で取得原価の按分計算を行った。 

③ 見積もりの計算 
a) 人件費の計算を行うために時間あたり何円にするか。一人当たりの作業時間

を分単位で算定し，チームのそう作業時間を集計して，当該総作業時間に何

円を乗じて給料の金額を決定するかを議論させた。アルバイトの平均単価な

どを考慮して，給料を計算してみると損失が生じるなど，単価の条件を色々

と変更し人件費が利益に最も影響を及ぼすことがわかった。 
b) スティック糊の費消額を重さの減少分として計算する。セロハンテープの費

消額を使用した長さで計算する。作業において，ほとんどが記録をとってい

ないので，どのようにすればよいか。次回からは，事前に記録を取っておく

ように，指導する必要がある。 
c) はさみの耐用年数を何年とするか。合理的な耐用年数の見積もりが実務上は

困難な場合が多いので，日本の場合法定耐用年数があることを説明する。 
（５）	 今後の課題 

１．時間外学習が非常に重要になる。 
２．時間外学習に関する相当の準備と強制的な課題遂行を求める必要がある。事前に

十分な準備を行って授業へ参加する。予習重視型の授業。 
３．チームごとに分かれて作業結果を基に財務諸表を作成する過程は，教員が 1 人で

行う場合には，教室の現場で作業の遅延を引き起こすので，大学院生のティーチ

ング・アシスタントを活用することがより効果的に授業を遂行するためにひつよ

うであることがわかった。 
４．ゼミで大学祭の屋台への出店することにより，ビジネスに対するより強い責任感

の醸成と収入に対する実感が期待でき，利益の分配も可能となる。 
５．学習の成果について，チームとしての評価と個々の学生の評価をどのように適正

に行うかが困難である７。 
 
Ⅴ	 むすび	 

 
	 本稿は，大学教育を取り巻く環境の変化，企業会計を取り巻く環境の変化を考慮して，

大学学部における簿記会計教育のあり方について検討したものである。とりわけ，初年次

会計教育焦点を当てて検討したものである。本研究における検討内容を以下に要約するこ

とで，むすびに代えたい。 
① 	 学部における簿記会計教育は，個別の基準そのものを解説し教授することに目的

があるのではなく，適切な会計的判断が行えるように会計的なものの見方・考え方

を教授することに目的があることを指摘したこと。また，会計基準それ自体は教育

のためのツールであって，「学士課程教育の構築に向けて」や「社会人基礎力」で求

められている能力の開発を教授者が意識して教育を行う必要があることを主張した。 
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② 	 学部における会計学教育を行うためのモデルとして「図 1」の会計行為のプロセス
とアカウンタントの判断の体系を提示し，次の 5つの会計的判断の行使ができるよ
うに授業計画（シラバス）を立案することが重要であることを指摘したこと。 
１．会計環境に関する事実判断 
２．それに基づいた会計行為のための価値判断 
３．当該価値判断に基づいた会計事実のインプット 
４．その処理のための適切な手続きの選択 
５．選択した手続きに基づく財務諸表の作成 

	 ③	 	 授業の設計を行うにあたって，ポップハム他による教授・学習システム（図 2 を
参照されたい）を援用した提案を行ったこと。また，原則主義に基づく会計的判断

を学部において教授することは，受講者と教授者の双方に問題があることから，少

なくとも哲学，倫理学の基本的な学説を利益相半の状況の中で考えるケーススタデ

ィ等を通じて習得することが，原則主義に基づいた判断能力を養成する為にも必要

であることを指摘したこと。 
	 ④	 	 初年次会計教育の実践例として「紙飛行機づくりで学ぶ会計学」を紹介し，原則

主義に基づく会計的判断をグループ学習の中で体験させた試みについて，その意義

を検討するとともに今後の課題を明らかにしたこと。プロジェクト型学習について

の実践例については，簿記会計の領域では，どのような取り組みが行われているの

かについての情報共有が十分ではなかった。実際の教育効果は，受講した学生が卒

業した後で発現するものであることから，卒業後のフォローアップ調査まで見据え

た教育研究の企画が必要であることを最後に指摘しておきたい。 
	 なお，本稿では取り上げなかった学修成果の評価方法と教育効果の測定については，拙

稿（浦崎 2010）において詳細に論じているので，それを参照されたい。 
 
                                                   
１	 これらの観点を含めて検討した先行研究に藤永 2009・藤永 2010があるので参照されたい。 
２	 関連する議論として安藤 2010および今福 2010を参照されたい。  
３	 この点については河﨑 2009を参照されたい。 
４	 原則主義に関する議論については，Schipper2003，USSEC2003，中山 2004，古賀 2007を参照されたい。  
５	 この点については，古賀 2007（6-9頁）を参照されたい。 
６	 哲学・倫理学から政治学まで幅広くケースを交えて解説している有益なものにサンデル 2010があるので参照され
たい。また，学部における教養教育の重要性については安藤 2006をあわせて参照されたい。  

７	  会計の本質に関連する用語やそれに関連する基礎的事実に関する知識，原則や概念についての理解は，初年次教育
においてはそれを確認するという意味で，筆記テスト（組み合わせ法，多肢選択法，完成法，短文法，論文法）の方

法を用いることで学習成果の測定が可能となる。しかし，原則主義に関する理解に基づきその応用に関する学習を展

開するであろう 2年次以上の会計学に関連する授業においては，実技テストも行うことが求められる。そこでは学習
の過程における成長度ないし発達度を成果として測定することを目的とする。利益相反する状況の中で原則主義に基

づく会計的判断を合理的に行使できるかどうかは，会計学に関する知識だけではなく倫理哲学の原理原則に関するケ

ーススタディなどの経験が大きな差異をもたらすものと推察される。さらに，雇用者と被雇用者の期待ギャップを埋

めるためにもインターンシップ等を利用することで，現実世界での経験を積むことが有効であろう。  
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第 9章	 企業分析ディベートと簿記・会計教育 
        

田代樹彦（名城大学） 
 
Ⅰ	 はじめに	 

 
	 本稿の目的は，日本簿記学会・簿記教育研究部会「簿記の学びの伝統と革新」のもと，

簿記・会計教育の実践事例を紹介することにある。 
	 2012年，中央教育審議会が，「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生
涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ～」という答申を公表して以来，教育現

場，特に筆者の属する大学では，アクティブ・ラーニングの導入が錦の御旗のように提唱

されつつあるような感がある。 
	 しかし，一言でアクティブ・ラーニングといっても，その内容は多様である。例えば，

同答申によれば，以下のような定義が示されている。 
 
	 「教員による一方的な講義形式の教育とは異なり，学修者の能動的な学修への参加を 
	 取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修へ参加することによって，認 
	 知的，倫理的，社会的能力，教養，知識，経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発 
	 見学習，問題解決学習，体験学習，調査学習等が含まれるが，教室内でのグループ・ 
	 ディスカッション，ディベート，グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニン 
	 グの方法である。」（37ページ） 
 
	 この定義の一つの鍵は，「教員による一方的な講義形式の教育」にあろう。すなわち，文

系，特に大規模の私立大学では，時には数百人を一教室に収容し，教員が一方的に講義す

るスタイルはよく見られた授業風景である。要するに，アクティブ・ラーニングは，これ

とは異なる学びの方法であるということである。さらには，その方法は一つではなく，多

数の方法が相当するというのも，アクティブ・ラーニングの定義の特徴でもある。 
	 しかし，この答申の定義に照らすならば，程度の差はあるものの，多くの大学で開講さ

れている，ゼミナール（ゼミ）がこのアクティブ・ラーニングに相当すると考えられる１。

多くのゼミでは，教員が一方的に講義するのではなく，学生が調査・研究を行い，それを

発表して，討論する。場合によってはそれをグループ･ワークで行うこともあるので，まさ

しくアクティブ・ラーニングの一形態に位置づけられるであろう。 
	 今回紹介する「愛知インターカレッジ企業分析ディベート大会」２として行われている企

業分析ディベートは，2004年よりゼミの活動の一環として行われている。そのため，アク
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ティブ・ラーニングの一つであるゼミの中で行われるアクティブ・ラーニングという，屋

上屋を重ねるような感も否めない。また，この企業分析ディベートが，アクティブ・ラー

ニングとして学生の能動的学修にどのように影響を与えているのかを調査することを目的

に実施されているわけではない。しかし，このような試みの蓄積を今ここでまとめること

で，今後の手がかりを得られることに期待したい。 
	 本稿の構成は以下の通りである。まず，第１節で，企業分析ディベート大会について，

その開催に至るまでの経緯，運営方法について説明する。第２節では，ディベート大会の

振り返りの代替として，筆者のゼミの学生の感想を紹介する。そして第３節で，このよう

な試みの経験から筆者の感じた見解等を，まとめにかえて示している。なお，その後に，

参考資料として，企業分析ディベート大会で分析対象とした企業を示している。 
 
Ⅱ	 企業分析ディベート大会	 

 
１ ディベート大会の経緯 
	 筆者も学生時代に「日本学生経済ゼミナール」（http://www.inter-seminar.com/）の大会
である通称「インター大会」に参加し，他大学のゼミと学術交流した経験がある。このイ

ンター大会では，各ゼミがテーマ趣意書を提出し，同じ分野ごとで分科会を設定し，論文

を提出し，質問書・回答書等の交換を通じて，当日の大会で議論する。同じ分野のテーマ

で議論するが，参加するゼミがまったく同じテーマで臨むわけではない。 
	 学内でも，各ゼミがそれぞれの研究成果を公表するプレゼン大会が実施されているが，

そこでは単に発表するだけであり，学部という単位で，研究分野の相違を考慮に入れるこ

となく順位付けを行うという形式であった。 
	 そのため，まったく同じテーマで議論する場，それも一人の担当教員の価値観や指導方

針に制約されることがないように，ゼミ外で議論できる場の必要性を感じていた。また，

ゼミの指導にあたっても，もう少し実際の会計情報を含む企業情報を分析してみたいと思

っていた矢先，当時，同じ県内の大学に所属し，共同研究を進めていたＡ大学のＡ先生（以

下，Ａゼミという）との間で，合同ゼミを実施することで話がまとまったのが 2004年であ
る。 
	 その際，Ａゼミも，ディベートのテーマは会計基準などの伝統的な財務会計論ではなく，

就職活動においても企業分析が必要になることと，学生にとってなじみやすいだろうとい

う点で同じ見解であったことから，企業分析をテーマに第一回のディベート大会を開催す

ることとした。ディベート後，学生に感想を求めたところ，彼らにとっても良い経験であ

ったとのことから，次年度以後も定例の大会とすることに至った。 
	 その後，Ａ先生の移籍に伴い，2010年よりＢ大学のＢ先生のゼミ（以下，Ｂゼミという）
と行うこととなった。なお，Ｂ先生は，後述するジャッジとして，第一回の大会以後，何

回かディベート大会の運営にご協力いただいていた。さらに，同様にジャッジをお願いし
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ていたＣ大学のＣ先生のゼミが 2014年から正式に参加し，現在の３大学の対抗形式で大会
を運営している。さらに，2016年度には，ここ数年間ジャッジをお願いしていたＤ大学の
Ｄ先生のゼミも参加が決定しており，４大学のゼミから複数チームが参加する規模へと成

長してきた。  
 
２ 企業分析ディベートの方法 
	 ディベートとは，「ひとつの論題に対して，対立する立場を取る話し手が，聞き手を論理

的に説得することを目的として議論を展開するコミュニケーションの形態」（松本・河野

（2007）pp.129-130)である。そして，この企業分析ディベートは，いわゆるアカデミック
（教育）ディベートとして行われている。 
	 ここにアカデミックディベートとは，「議論の教育を目的とし，ひとつの論題の下，２チ

ームの話し手が肯定する立場と否定する立場とに分かれ，自分たちの議論の相手に対する

優位性を第三者であるジャッジに理解してもらうことを意図したうえで，客観的な証拠資

料に基づいて論理的に議論をするコミュニケーション活動。」３であり，その中でも「ディ

ベートの試合の前に十分な時間的余裕（数週間～数ヶ月）をもって論題を発表しておき，

その論題に対する十分なリサーチとともに，証拠資料(evidence)を明示的に用いた論証に重
きをおく」４論証重視型ディベートに相当する。 
	 具体的には， 
 
「事前に分析対象の２社を定め，それぞれのゼミがいずれかの企業を担当し，自ゼミの担

当する企業が相手のゼミの担当する企業よりも優れていることを主張し，それをジャッジ

がどちらの主張が説得的であったかを評価する。」 
 
という形で行っている。以下，この内容について，詳しく説明する。 
 
(a)分析対象の会社の選択方法 
	 事前に分析対象とする２社を，同業種ないし，共通する事業を行っているという観点か

ら選び，それぞれのゼミがいずれかの企業を担当するのかを決定する。自ゼミの担当企業

が優れていると主張するためには，相手のゼミが担当する企業との比較が必要となるので，

当然，各ゼミとも２社の両方を分析することになる。分析対象については，学生の意向も

反映している。 
	 なお，今日，多くの企業では多角化経営が行われており，さらには持ち株会社化してい

る場合もあるため，同業種といえども，全く同じ事業を行っていることはない。それゆえ，

同業種の判断は日経会社分類等などで判断するが，共通する事業に着目した場合は，その

事業以外相当異なる事業構成の会社が対象となる場合もある５。財務分析は連結財務諸表を

原則としているので，同業種に分類されている２社であっても，その事業が会社ないしグ

ループ会社全体に占める割合が相当程度低くなっている場合があるが，当該セグメントだ

けを分析対象とすることはせず，あくまでも会社全体を分析する。 
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(b)「優れている」ことの意味 
	 ディベートの論題である「優れている」に対する絶対的な答えはない。それゆえに，各

ゼミにおける企業分析の内容が問われることになる。企業分析は，財務分析が主たる分析

であるもの，業界１位と２位の会社を分析したとしても，両社の間に歴然とした差が見い

だされてしまう可能性がある。それゆえ，財務分析に加え，企業の戦略や業界・市場動向

やそこでのポジショニングなどが，多面的に分析することが不可欠であるが，財務分析以

外の分析として何を行うかについての調整は行わない。 
	 それゆえ，財務分析以外の分析の妥当性や，財務分析とその他の分析の間の整合性など

についての評価は，ジャッジに委ねられる。したがって，財務分析では一見劣っているよ

うに見えても，他の分析，特に戦略等の分析から導き出された成長性などの主張が評価さ

れて，ディベートに勝利することもある６。 
 
(c)事前に立論の主張を交換する 
	 通常のディベートでは行われないと思われるが，ディベート当日の約１ヶ月前に，各ゼ

ミとも立論の資料（パワーポイントのスライド）を交換する。この立論については，交換

日以後，誤字脱字等の明確な誤りの修正，スライドの順番を入れ替える程度の修正しか認

めず，新たな主張を当日までに追加することはできない。ただし，スライドでは箇条書き

になっている程度なので，口頭でより詳しい主張を行うことは可能である。それゆえ，こ

の交換した資料によって，対戦相手が何に注目して分析しているのかが明らかになり，大

会当日の質問，相手からの想定質問，最終弁論の主張の対策を行うことになる。ただし，

資料交換直後に，あまりにも大きなインパクトを有する事象が生じた場合には，両ゼミの

合意の上，追加分析を認める場合もある７。 
 
(d)ディベートの流れ 
	 ディベートの流れは以下の通りである。ＡゼミとＢゼミが対戦しているとする。 
 
Ａゼミの立論：15分 
ＢゼミからＡゼミに対する質問：7分 
Ｂゼミの立論 
ＡゼミからＢゼミに対する質問 
（作戦会議：5分） 
Ａゼミの最終弁論：6分 
Ｂゼミの最終弁論 

 
	 なお，これまでは，持ち時間を有効に利用することを重視し，プレゼンの時間オーバー

のみならずショートについても減点し，最終判定に反映する方式を採用している。直近で

は，立論は前後 1分以内，質疑応答及び最終弁論は前後 30秒以内を減点なしとし，それ以
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上及び以下の場合に減点を 1 点ずつ行っている。ただし，ここ近年，時間オーバーないし
ショートで減点されるケースは少なく，時間厳守については参加ゼミともかなり厳しく指

導していると思われる。 
 
(e)最終判定 
	 ジャッジについては，当初より若干の変更は行われているが，以下の評価項目について

点数化して，高い点の方を勝利とする形式にしている。プレゼン技術も含まれるが，学術

的な面を考慮し，分析内容に関わる項目に多くの配点を行っている。 
 
評価項目 
立論の分析：10点法 
（10：非常に優秀 8：優秀 6：普通 4：努力を要する 2：かなりの努力を要する） 
最終弁論の分析：10点法 
質問の適切性：5点法 
（5：非常に優秀 4：優秀 3：普通 2：努力を要する 1：かなりの努力を要する） 
応答の適切性：5点法 
論理の一貫性：5点法 
プレゼン技術：5点法 

 
	 ジャッジは，色々な方に依頼してきた。一番多いのが，ディベートに参加しない大学の

教員であり，その他に大学院生ないしは民間企業の方にお願いするパターンもあった。こ

の場合は，それぞれのディベートを複数のジャッジが評価するのではなく，一人のジャッ

ジによって評価を行う方式で一貫している。どなたも，ボランティアでご協力いただいて

おり，その点は改めて感謝する次第である。 
	 一度だけ，ジャッジを参加ゼミの上級生とした年があった。この場合のみ，各ゼミから

同人数をジャッジとし，自己のゼミに対するバイアスを排除するために，最高点と最低点

を除外する形で判定を行った。 
	 最終判定には前述の減点が加味されるため，分析段階では勝っていても，最終的には減

点によって負けてしまうケースもある。 
 
Ⅲ	 企業分析ディベート大会の効果	 

 
	 企業分析ディベートは，前述のように，当初から明確にアクティブ・ラーニングを意識

して行ってきたわけではない。それゆえ，参加した学生の振り返りをしっかり行っていな

いが，2010年より，ゼミにおける自己評価とともに簡単な感想を提出してもらっている。
そこの記述から，ディベートに関するものを取り上げて，振り返りの代わりとしたい。 
 
(1)2010年から 2015年までの感想 

(a)ディベートそのものに関する感想 
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・ディベートにおける立論のプレゼンや質疑応答など，人前で話すことがうまくいかな

かった，いい経験になった。 
・事前の準備（分析のみならず，スライドの作成を含む）不足が悔やまれる。 
・ジャッジの勝敗の評価に関しては，単純に勝敗に対する感想で，勝因や敗因について

の記述はほとんどない。特に負けた 2年生の場合，来年は頑張りますという記述も多い。 
 

(b)学修に関する感想 
・財務分析をはじめ，会計に関する理解が深まった。 
・自分で調べる習慣が身についたり，わからなかった点を以前はそのまま放置していた

が，質問したりするようにもなった。 
・チームメイトの行った分析について，自分は知らなかった点だったので，それをきっ

かけにもっと勉強すれば良かった。 
・ディベートには活かせなかったが，準備過程で新しい分析にも挑戦できた事が良い経

験だった。 
・知識不足などを痛感したので来年こそは，という記述もあったが，それに対して具体

的にアクションを起こした旨の記述は，後述の 2015年度を除きほとんどない。 
 
(2)2015年度能動的学修への動機付けアンケート 
	 本研究部会への参加を機に，2015年には，単純に感想の記述だけではなく，簿記・会計
の自発的・能動的学修に影響を及ぼすか否かを簡単にでも確認できるよう，以下のような

質問項目を設けた。 
 
	 設問１	 グループ別活動を通じて，それまでの簿記・会計の学習状況は充分でしたか。 
	 １：充分だった，２：やや充分だった	 ３：やや不充分だった	 ４：全く不充分だった 
	 設問２	 特に上記設問で３ないし４と回答した方は，それに対して自ら自発的に具体的 
	 	 	 	 な行動を（簿記検定を受けるなどを含む）起こしましたか 
	 １：行っていない，２：行った（具体的内容	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
 
	 回答結果は以下の通りである（回答数 27）。 
 

簿記・会計の学習状況＼自発的な学修 行った 行わなかった 回答なし 

充分だった 

 

0 0 － 

やや充分だった 

 

2 1 3 

やや不充分だった 

 

6 7 － 

まったく不充分だった 

 

5 3 － 

 
	 2014年度までの感想の記入は，特に企業分析ディベート大会への参加がゼミ生の学修へ
の動機付けになるか否かを意識したものではなかった。そのため単純に比較はできないが，
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この結果は，ある程度の自発的な学修の動機付けになっていることをうかがわせるもので

ある。ただし，その行動の大半は，簿記検定の受検である。平素から，「会計のゼミなのだ

から，簿記検定にチャレンジするように」と指導していることを考え合わせると，ディベ

ートによってのみ動機づけられたのか否かは明確ではないが，簿記検定を受けようという

意欲をヨリ強めた可能性は否定できないのではないかと思われる。 
	 また，ゼミ中に提示したテキスト・参考書以外の資料等をもちいて，財務分析について

さらに学修したという回答もあった。 
 
Ⅳ	 まとめにかえて	 

 
	 本稿は，大学間の企業分析をテーマにしたディベート大会がどのような教育効果，とり

わけアクティブ・ラーニングという能動的な学修に繋がったか否かを検証するものではな

く，あくまでも事例紹介にとどまっている。そこで，これまでの経緯と学生の感想等を踏

まえ，筆者の見解を示して，まとめとしたい。 
	 詳細は割愛するが，名城大学経営学部の専門ゼミナールは，原則として，２年生と３年

生の合同クラスとして開講されている。そのため，企業分析ディベート大会への参加は，

２年生・３年生混成チームで行っている。 
	 対戦相手のゼミのチーム数や学内のプレゼン大会への参加の関係上，全員がディベート

に参加する訳ではないが，２年連続でディベートに参加する３年生は，２年生の時の経験

をチームに伝えるなどの利点がある一方，その経験に引っ張られる余り，２年生（及び初

めて参加する３年生）の創意が活かされない場合がある。 
	 その典型例が，分析対象の企業が変わっただけで，比較する財務指標，戦略への注目点

など，分析パターンがまったく同じというものである。その結果，立論のスライドの順番

も代わり映えしないものとなる。このような場合は，指導教員として適宜指摘を行うが，

そのパターンで前年ディベートに勝利していると，そのパターンを変えさせられることに

は抵抗が強くなるという印象がある。 
	 また，ディベートという性格上，勝敗の判定が伴うが，この勝敗に拘りすぎる場合があ

る。特に，内容よりもプレゼン技術，質疑応答といったテクニックの巧拙に拘りすぎる点

は，アクティブ・ラーニングの目的からはやや外れた効果を生じさせているとも言えるの

で，指導者がどのように方向付けるかが重要になるだろう。 
	 また，＜参考資料＞で示したように，分析対象とする会社を選択する際には，学生の意

向を反映させているため，身近な企業，いわゆる BtoCの企業に偏ってしまうという傾向が
ある。これ自体悪いことではないが，企業分析は広くは社会の分析とも関連する。そのた

め，単に企業を分析するだけでなく，より広い視野を持ってもらうためには，分析する企

業の業種については限定するなどの工夫も必要なのかもしれない。 
	 綿密に設計されたアンケートではないが，2015年度に実施したアンケート結果に基づけ
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ば，企業分析ディベートが簿記・会計についてのさらなる学修への動機付けになっている

点を踏まえれば，参加ゼミの拡大を含め，大会の運営方法等のさらなる改善をはかり，大

会に臨むまでのゼミでの指導の過程での指導方法についてさらなる工夫を行うなどの必要

性があるが，今後も継続する意義があると思われる。 
 
＜参考資料：これまで分析対象とした企業＞ 
	 毎年のディベート数は，ゼミの人数，参加ゼミ数によって変わる。近年は，参加チーム

数が増加してきているため，毎年の分析対象企業も増えてきている。なお，会社名は同時

のものである。 
 
2004年 
①イオン・イトーヨーカ堂 
 
2005年 
①ソニー・松下電器産業 
②スターバックスコーヒー・ドトール 
 
2006年 
①江崎グリコ・明治製菓 
②三越・松坂屋 
 
2007年 
①アミューズ・ホリプロ 
②ユニー・バロー 
 
2008年 
①キャンドゥ・セリア 
②キューピー・味の素 
 
2009年 
①ゼンショー・吉野家 
 
2010年 
①東洋水産・日清食品 
②バンダイナムコ・タカラトミー 
 
2011年 
①帝人・東レ 
②武田薬品工業・アステラス製薬 
③ニコン・キャノン 
 
2012年 
①パイロット・三菱鉛筆 
②カカクコム・ぐるなび 
③キリンビール・サッポロビール 
④日産自動車・富士重工業 
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2013年 
①アルペン・ヒマラヤ 
②伊藤園・カゴメ 
③カッパクリエイト・くらコーポレーション 
④大和ハウス工業・積水ハウス 
 
2014年 
①スターバックスコーヒー・ドトール日本レストランシステム 
②ANA・スカイマーク 
③ヤマハ発動機・川崎重工業 
④明治 HD・森永製菓 
⑤ロイヤル HD・サイゼリヤ 
 
2015年 
①セイコーHD・シチズン HD 
②ニトリ・良品計画 
③アシックス・ミズノ 
④日清食品 HD・東洋水産 
⑤キリン HD・アサヒ HD 
⑥吉野家 HD・モスフードサービス 
⑦スクウェアエニックス HD・カプコン 
 
 
参考文献	 

	 

河合塾編著（2011）『アクティブ・ラーニングでなぜ学生が成長するのか	 経済系・工学系 
	 	 	 の全国大学調査から見えてきたこと』東信堂。 
松本茂・河野哲也（2007）『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』 
	 	 	 玉川大学出版部。 
 
                                                   
１ たとえば，河合塾編著（2011）では，経済系の学部のアクティブ・ラーニングの事例として，いくつか
の大学のゼミナールが示されている。 
２ この大会については，日経メディアマーケティング（株）のデータベースの大学での導入事例の記事
「NEEDS-FinancialQuestの財務データを活用したディベート大会で他大学との交流を深める」
(http://www.nikkeimm.co.jp/education/casestudy/meijo-u.html) でも紹介されている。 
３「教育ディベートとは」(http://japan-debate-association.org/debate/academic-debate  (日本ディベート
協会)最終アクセス 2016年 7月 20日) 
４ 「教育ディベートとは」(http://japan-debate-association.org/debate/academic-debate (日本ディベート
協会)最終アクセス 2016年 7月 20日） 
５近年の事例としては，バイク事業に着目し，ヤマハ発動機と川崎重工業を対象としたケースが挙げられる。

分析対象企業については，本稿末の参考資料を参考のこと。 
６ それゆえ，ジャッジが代われば異なる評価になる可能性を否定できないことは，筆者のゼミではゼミ生
に伝えている。 
７近年の事例としては，2014年で ANAとスカイマークによるディベートの直前に，業績が悪化していた
スカイマークの救済の一環で日本航空との業務提携がおこなわれるとの報道があった場合が挙げられる。 
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第 10 章「創業体験プログラム」を利用した簿記教育	 

	 

潮	 清孝（中央大学）	 

 
Ⅰ	 本稿の目的とその背景	 

	 

本稿は，大学祭などでの模擬店を活用し，会社設立，事業計画策定、資金調達，事業活

動，会計監査，配当・清算など，会社制度及び経営に関する一連のプロセスを疑似的に体

験する，いわゆる「創業体験プログラム」（飛田, 2014）を用いた教育実践例報告である。
当プログラムにおいては、財務会計論、管理会計論、監査論、財務論等、様々な論点を設

定しうるが、本稿では、特に簿記教育について焦点を当て、教育実践上のいくつかの論点

を抽出する。ただし、後述するように、教育学をはじめとした関連領域からの学術的な観

点から、さらなる分析の余地があることは、あらかじめ述べておく。 
本プログラムのような取り組みは，座学形式の授業との対比で近年注目を集めている「ア

クティブ・ラーニング」(active learning：以下，「AL」)の実践例として分類されることが
ある（菅原他, 2015）。ALにおいては，受講生の授業への主体的な参加や高度な思考過程が
期待される(Bonwell and Eison, 1991, p.19)。例えば伝統的な教育工学においては，事前に
明確な教育目標を設定し，その達成を目指して各種教育技法の最適な組み合わせが模索さ

れる（坂元・永野，2012, 16-17頁）。しかしながら，「汎用的技能」や「総合的な学習経験
と創造的思考力」（中央教育審議会答申, 2008, 12-13頁）という言葉に代表されるように，
ALにおいてはそもそも明確な答えを定めることができないような局面において，学習者が
自ら“答えらしきもの”を導き出すことが求められる。 
このような ALにおける教員の重要な役割のひとつは，学習者による知識構築過程の「支

援」にある。すなわち，学習者に「背伸び」をさせるような課題提示や環境整備を行うと

ともに，学習者が自分たちのみでは解決できない局面においては，それらを乗り越えるた

めの「足場かけ」(scaffolding)を作る役割である(今井, 2008, 35-36頁)。 
	 以下では、簿記教育に焦点を当てて、実際の教育現場で生じた様子を記すとともに、学

生たちが自ら“答えらしきもの”を導き出す中で、直面した課題について整理するととも

に、簿記教育上の論点を導きだす。 
 
Ⅱ	 創業体験プログラムの実施	 

 
本プログラムは，2015年 4月より，筆者が指導教員を務めるゼミ（受講者 11名）にお

いて実施した。当学部では，3年次からゼミが開講されている。筆者が本学へ赴任した初年
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度であったため，ゼミ内での先行事例がなく，プログラムの枠組み作り及び実施に際して

は，飛田(2014)にある福岡大学商学部での創業体験プログラムを参照した。なお、当プログ
ラムにおける詳細な記述については潮(2016)に譲るが、ここではそれを要約する形で、また、
簿記教育に関連する内容を追加する形で、記述する。 
	 図表１（本稿末尾）は、ゼミ生たちが実際に作成した仕訳帳である。これを参照しなが

ら、以下、プログラムの様子について、順を追ってみていく。 
	 

１	 「株式会社 TAISAN」の設立と外部協力者（実務家等）による出資	 

学内手続きの都合上，事業計画が明確に定まっていない 7月上旬の時点で，餃子を製造・
販売することを決定した。その後，9月 29日（火）に，餃子の製造・販売を主たる事業と
する（模擬）株式会社 TAISANを設立した。設立時点における株主は 11名のゼミ生のみ(全
員が役員)であり，出資金額は計 22,000円（2,000円／名）であった。当該金額によって，
9月中に必要な最低限の支出（ガスコンロなど，学内でのレンタルが義務付けられているも
の）を賄った。［仕訳 No.6：現金 22,000円／資本金 22,000円］ 
会社設立(9月 29日)以前の日付で仕訳がなされているものについては、ゼミ生たちが設

立後の会社用に購入した物品等であり、本来は設立後に各個人から買い入れる形で、会社

として仕訳を行うべきであると考えられる。 
事業の実施に必要なその他資金については，学外協力者（株主候補者）を自ら説得し，

資金協力（出資）を受けること，及び，各株主候補者に対しては，株主募集説明会（増資

説明会）（10月 18日（日）に実施）に先立ち，各ゼミ生が手分けして個々の株主候補者に
直接面会し，本プログラムの説明及び協力依頼をすることを，筆者が義務付けた。 
当初の（外部）株主候補者数は，筆者の知人である 11名と各ゼミ生の知人 11名の計 22

名であったが，最終的に株主役を引き受けたのは，計 12名（コンサルティング会社，メー
カー経理部，総合商社などに勤務する実務家の方々，高校・大学・塾などの教育関係者，

他大学生など），出資（増資）金額は計 62,000円であった。［仕訳 No.7～11：現金 62,000
円（計）／資本金 62,000円（計）］ 
 
２	 出店前の仕訳	 

	 当初は、特徴ある餃子の製造・販売を目指し、様々な具材を使った餃子の試作を行い、

それらにかかった費用を「研究開発費」として計上する予定であった。しかしながらゼミ

生の多くは、料理の経験があまりなく、実際に自分たちで餃子を作ってみると、初歩的な

ミスで失敗を重ねることが多々あった。その結果、餃子を製造・販売する会社を立ち上げ

る者として最低限必要と思われる技量を身に着けるための練習にかかる費用については、

個人負担とすると同時に、一般的な材料を使用した餃子のみの製造・販売とした。その後、

商品として提供しうる餃子の製造技術が身についた段階で、実際の店舗で使用する機材や

材料を用いて試作を行い、それらに要した費用についてのみ、「開発費」として計上した。
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［仕訳 No.14,15,21：開発費 2,973円（計）／現金 2,973円（計）］ 
また、調理などに使用する道具のうち、企業規模を勘案し、一組が 1,000 円以上のもの

については、「備品」として計上することとした。［仕訳 No.13, 17, 25, 26：備品 7,221（計）
／現金 7,221（計）］ 
	 「店舗費用」［No.3：店舗費用／現金］については、店舗（仮設屋台）の建設にかかる木
材の購入金額であり、「建設仮勘定」などで処理すべき項目であると考えられる。この点に

ついては、「III	 論点整理」で再度議論する。 
 
３	 出店期間中（10 月 29 日（木）から 11 月 1 日（日））の仕訳	 

日次（四半期）決算の実施を予定していたが、第 2日閉店後、当日の売上高を把握でき
ない事態が生じた。具体的には，店頭で記録していた顧客属性別（「高校生」（男・女）「大

学生」（男・女），「大人」（男・女），「カップル」の 7区分）の餃子提供数とチケット記録
（チケット販売，販売済みチケットによる店頭販売，チケットを経由しない店頭販売，の 3
区分による集計）との間に 40セットほどの祖語が生じた。 
顧客属性別の餃子提供数については，複数セットの注文を受けた時にどのように記録す

るか（例：「大人」1名が 2セット注文したときには「1」なのか「2」なのか）が徹底され
ていなかったため，信頼度は低いと，販売部員である学生が判断した。チケット管理につ

いても，販売後未回収のチケットが何枚あるのかを把握できていないなどの問題があった。 
当初の予定では，チケットの販売（すなわち入金）時点ではなく，顧客への餃子提供時

点で売上を計上する予定であった。しかしながら上記のような状況を踏まえて，最も信頼

性の高い「現金残高」に基づき，2日間の累計売上高を算出した（従って，未回収チケット
分も含めて，売上高に計上された）。第 2日の日次売上高については，第 1日に集計された
売上高（現金残高にもとづきで計算されていたのか，餃子提供数やチケット記録により計

算されていたかは不明）との差し引きで算出した。 
その後も日次の売上高を正確に把握しようと、チケット管理の工夫が行われたが、最後

まで合理的な管理を行うことができず、現金残高の増減に基づき、売上高を把握すること

となった。また、そのほかにも決算業務に非常に長い時間を要したため、日次決算は簡易

なものにとどめ、売上高も 4日間合計の金額だけを算出することとした。［仕訳 No.44：現
金 189,681円／売上(高) 189,681円］ 
 
４	 決算整理仕訳	 

備品については、プログラム独自のルールを設け、10％の残存価額を設定したうえで、
取得価額の 90％を減価償却費として計上することとした。これは一事業期間のみでの会社
解散を前提としているためであるが、継続企業を前提とした企業会計原則を当プログラム

に当てはめる上では、減価償却費の計上ルールをはじめ、矛盾や不合理性が生じざるを得

ない。プログラムを通じて何を学ばせようとするのか、という教育・学習目標と合わせて、
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今後改善の余地があると思われる。 
なお、これら備品については、株主総会後の会社清算を見据えて除却を行い、使用が可

能でかつ学生が個人として利用する意思があるものについては、購入希望価額とともに買

い取り意思を示し、当該金額と残存価額の差を「除却損」とした。備品に関する一連の仕

訳［No.17, 25, 26, 49, 50］を総合すると、最終的に備品の 584円の残高が生じているが、
これは除却後の備品の処分価値（学生による購入希望価額）を示しているため「貯蔵品」

とすべきであった。したがって、仕訳 No.50 については、以下のような仕訳を追加するこ
とが望ましかったと考えられる。［貯蔵品 584／備品 584］ 
あるいは、期末資産の処分については、会社清算後の事象であるため、そもそも除却を

行わない、という方法も考えうる。 
店舗営業最終日(11 月 1 日)以降の仕訳については、それ以前に学生（当社役員）が立替

購入したものを会社が精算した際のものであった。決算日を事前に明確に設定していなか

ったため、誤りとは言えないが、営業最終日を決算日としたとすれば、決算日付で未払金

処理などが必要になったと考えられる。 
なお，当社は餃子の調理・販売のみならず，餃子そのものの製造を行うため，事業計画

の段階では原価見積もりを実施した。しかしながら，生ものであるため期末材料には価値

が見込めず，最終的には材料の仕入金額が全額費用になることから，製造原価明細書の作

成は行わなかった。 
	 これらの仕訳をもとに、最終的に作成したのが図表２の貸借対照表と損益計算書である

（本稿末尾）。なお、損益計算書の期間について、「9月 1日～」は「9月 29日～」の誤り、
また「現在」は不要と思われるが、原資料のまま掲載している。 
 
５	 会計監査	 

以上の内容について、個人会計事務所を経営している公認会計士（１名）を招き，会計

監査を実施した。監査において最も問題となったのは，売上高についてである。当初はチ

ケットの販売，店頭での餃子受け渡しなど，複数の方法で売上高を把握する予定であった。

しかしながら先述の通り，信頼性のある記録を残すことができなかったことから，株主か

らの出資金の払込記録（現金期首残高），証憑をもとにした各種費用の記録（期中の現金減

少），期末の現金残高から，売上高を推計することとし，総合的な判断のもと，監査人の了

承を得た。しかしそれでも、監査人が現金残高に対する実査を行った際、自分たちが把握

していた金額よりも 300円少なかった。当該金額については、雑損として扱った。［No.54：
雑損	 300／現金	 300］ 
各種明細書の重要性についても指摘を受けた。ゼミ生たちは，作成した貸借対照表及び

損益計算書に記載された「結果」数値そのものの正当性を主張しようとした。例えば貸借

対照表に記載されている「備品」（貯蔵品）については，期末に残った調理用の蓋や餃子製

造用のみじん切り機そのものを監査人に提示し，それぞれの価値を主張した。しかしなが
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ら監査人が重視したのは，結果として各表に記載されている金額が算出されるプロセスで

あった。特に「備品」，「給与」，「未払金」などの明細書を通じて，それらの金額がどのよ

うな内訳で，どのような計算に基づくものなのか，について，重点的に聞き取りが行われ

た。 
これらの指摘はあったものの，最終的には，無限定適正意見を得た。 

 
Ⅲ	 論点整理	 

	 

以上について，創業体験プログラムを通じた簿記教育における論点整理を行う。 
	 

１	 売上高を把握するための仕組みづくり	 

	 本稿のケースにも見られるように，売上高を正確に把握することは，必ずしも容易では

ない。今回行われたような，現金残高をもとに把握する売上高は，「他に現金が増加する要

因がないから」という消去法的な推計に過ぎない。 
	 売上に限らず，何らかの金額や数量を正確に把握する方法について学生間で議論させた

際，頻繁に見られたのは「複数名で管理する」という回答であった。しかしながら，限ら

れたヒト・モト・カネで最大限の成果を目指す「経営」の本質を理解させるためには，さ

らなる工夫を教員側から問いかける必要があったと思われる。例えば，売上高の増加によ

って何が影響を受けるか，というような問いかけによって，もともと他部門が把握してい

る（すべき）数値（例えば製造・在庫数量など）を利用・突合することで，売上高の正確

性を担保するアイディアが出てくることも考えられよう。いずれにせよ，会計記録の正確

性を担保するための「仕組みづくり」について事前に議論を促すことは重要であろう。 
 
２	 「継続企業の前提」の欠如	 

一会計期間限りでの解散を前提とする当プログラムにおいては、複式簿記の原理に基づ

き資産と費用を区分する必要性が弱い。先に述べた「店舗費用」や「備品」の処理等につ

いては、本来資産計上および複数会計期間にわたる減価償却手続きが必要である。しかし

ながら、資産計上をしても、ほぼ全額が最終的には（減価償却費、あるいは除却損として）

費用化される。そのような中で、いかに複式簿記の必要性を感じさせることができるのか。

当プログラムにおけるルール上の工夫が必要であろう。 
 
３	 変動費の固定費化	 

	 当プログラムにおいては、当初変動費と思われていたものが，実質的には固定費化して

しまう，ということがありうる。例えば今回のケースでは，事業計画の段階においては，

材料費（挽肉，白菜，餃子の皮など）はすべて変動費として扱われていた。しかし実際に
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は，餃子の皮を大量に，短期間に確実に，安く仕入れるためには，事前にスーパーに相談

し，全日分を事前にまとめて注文・仕入れる必要があった。 
一旦仕入れた材料は，プログラムが終了した際には売却不可能なものがほとんどなので，

実質的には固定費になる。固定費の割合が高くなると，経営上の工夫の余地が小さくなる。

従って，事業内容を決定する際には，「材料費＝変動費」というような形式的な側面からで

はなく，実質的な側面から，何が実際に変動費になりうるか，予め受講者に議論を促すこ

とが重要であろう。 
 
４	 役割分担による学習領域の固定化	 

	 創業体験プログラムにおける教育上の重要な論点として，「企業経営の全体性を理解する」

という点が挙げられる（飛田, 2014, p.33）。しかしながら，例えば仕訳や決算業務について
は，少数の特定の人間（かつ，もともとその領域に長けたもの）のみで行った方が効率的

である場合が多い。特に固定費の割合が高くなると，原価情報などとは無関係に，売上高

の増加のみが経営上重要になり，他者がそれら情報に関心を示す動機も弱まる。したがっ

て，先述のように（実質的な意味での）変動費の割合を高めることと同時に，例えば複数

の模擬会社を設立するのであれば，互いの店舗に対して評価・出資し合うなどの仕組みを

作ることで，そのような問題点を防ぐことが可能になろう。 
 
５	 垂直的分業（実行者と意思決定者の区分）の困難性	 

	 プログラム実施中に見受けられたことの一つに，実行者と意思決定者を明確に区分でき

ないまま業務を行いがちになるという点がある。全社の経営成績に大きな影響を与える事

項であっても，担当を割り振った後は，担当者が当該業務の実行と意思決定の両方を行っ

てしまうことがある。 
学生間でも，役割分担についての議論はなされていたが，そこでの中心的な関心は，職

能についての，いわゆる水平的分業（例えば仕入，経理，販売）であるように思われる。

逆に，経営上の重要度に応じて意思決定者を替える，というような，垂直的分業について

は，総じて意識が向かない傾向があるように感じられた。 
多くの企業においては，権限を持っている上位者が，下位者の提案・実行を承認する，

いわゆる「決裁」といわれるような仕組みがある。当社においても，「社長」や「部長」と

いうように，形式的には，垂直的な役割分担がなされていた。しかしながら，同学年の学

生間，友人間での役割分担であるため，「決裁」や「承認」などを行うことは，心理的なハ

ードルがあったように見受けられた。 
これらの点については，本プログラムに限らず，ゼミ内，学内での ALを実施する際には，

教員側が注視・助言しながら進めることが重要であろう。 
 
 

138



Ⅳ	 まとめ	 

 
	 以上、筆者が実施した創業体験プログラムについて、簿記教育についての実務上の観点

から、考察および論点整理を行った。プログラムにおける仕訳については、主に学生自身

が判断し、また担当教員である筆者がそれらの正誤をひとつひとつ確認し、模範解答を示

すような授業進行の形はとらなかった。結果として、既に示したような、疑問の残る仕訳

が散見された。一方、自分たちが会社を通じて行った経済取引を、監査人及び株主たちに

説明しなければならないという状況のもとで、自ら考えて会計記録を行ったことは、ALが
目指す「汎用的技能」や「総合的な学習経験と創造的思考力」を養う重要な契機となった

と考えられる。そのような意味において、学生たちが導き出したものは、まさしく“答え

らしきもの”であり、当プログラムを通じて、ALとしての簿記教育を実践できたといえよ
う。 
	 一方、本稿の内容は、指導教員としての立場から記述・分析したものであり、その普遍

性については十分担保されてない。当プログラムを他ゼミで実施した場合にどのような事

象が起きるのか、さらには、AL全般における観点から分析を行うことも必要であろう。AL
において、教育効果をそもそも明確に測定しうるか、という別の論点がありうるにせよ、

これらの点については、今後の課題とした。 
 

図表１	 「株式会社	 TAISAN」の仕訳帳	 

 
 
 
 
 
 

No 月日 借方科目 貸方科目 摘要 金額

1 2015/9/2 消耗品費 現金 ハンコ 2,040

2 2015/9/7 消耗品費 現金 朱肉 632

3 2015/9/25 店舗費用 現金 木材セット 3,410

4 リース料 現金 小コンロセット 7,700

5 消耗品費 現金 エコ容器代 4,800

6 9月29日 現金 資本金 会社設立（資本金） 22,000

7 10月18日 現金 資本金 増資（全体） 36,000

8 10月21日 現金 資本金 増資（個別・O Gさん、Sさん） 10,000

9 現金 資本金 増資（個別）KDさん 5,000

10 現金 資本金 増資（個別）O Kさん 6,000

11 現金 資本金 増資（個別）KBさん 5,000

12 2015/10/23 材料 現金 ニラ・白菜・餃子の皮等 10,167

13 備品 現金 蓋 1,915

14 2015/10/25 開発費 現金 豚肉等 2,268

15 開発費 現金 片栗粉 105

16 2015/10/26 消耗品費 現金 ポリ手袋 324

17 備品 現金 鉄板 1,380

18 消耗品費 現金 箸、釘等 3,610

19 交通費 現金 バス代 180

20 交通費 現金 バス代 180
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21 2015/10/27 開発費 現金 調理室代金 600

22 消耗品費 現金 布巾 300

23 消耗品費 現金 ザル等 324

24 広告宣伝費 現金 装飾代 2,469

25 備品 現金 微塵切り 1,963

26 備品 現金 微塵切り 1,963

27 2015/10/28 材料 現金 ニラ・白菜・餃子の皮等 22,119

28 広告宣伝費 現金 糊 151

29 広告宣伝費 現金 画用紙等 852

30 広告宣伝費 現金 インク代 907

31 消耗品費 現金 ポリ手袋等 1,836

32 消耗品費 現金 レンジガード等 1,512

33 2015/10/29 消耗品費 現金 チャッカマン代 306

34 消耗品費 現金 たわし等 684

35 支払手数料 現金 両替手数料 324

36 消耗品費 現金 セロハンテープ 119

37 消耗品費 現金 クリップボード等 540

38 2015/10/30 材料 現金 ニラ・白菜・餃子の皮等 14,465

39 消耗品費 現金 油 299

40 2015/10/31 消耗品費 現金 レンジパネル等 497

41 2015/11/1 交通費 現金 ガソリン代 374

42 消耗品費 現金 油等 492

43 消耗品費 現金 雑巾等 556

44 現金 売上 売上 189,681

45 2015/11/5 交通費 現金 ガソリン代 898

46 11月10日 給料 現金 給料 38,000

47 使用料 現金 クーラーボックス 200

48 売上原価 材料 振替 46,751

49 減価償却費 備品 備品の減価償却 6,499

50 除却損 備品 鉄板の除却 138

51 支払報酬 未払金 監査報酬 1,500

52 役員報酬 未払金 役員報酬考慮前の利益の２０％ 11,401

53 寄付金 未払金 利益の３０％ 13,681

54 2015/11/12 雑損 現金 300
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図表２	 「株式会社 TAISAN」の貸借対照表および損益計算書	 

 

貸借対照表 （単位：円）
平成27年11月12日現在

項目 金額　（単位：円）

（資産の部）

1.流動資産
現金 141,920
備品 584

資産合計 142,504

（負債の部）

1.流動負債

未払金 26,582

負債合計 26,582

（純資産の部）
1.株主資本
資本金 84,000
利益剰余金 31,922

純資産合計 115,922

負債及び純資産合計 142,504

損益計算書 （単位：円）
平成27年9月1日～11月12日現在

項目

売上高 189,681

売上原価
期首材料棚卸高 0
当期材料仕入高 46,751

期末材料棚卸高 0

合計 46,751

売上総利益 142,930

販売費および一般管理費

消耗品費 18,871

開発費 2,973
給料 38,000
広告宣伝費 4,379
交通費 1,632

支払手数料 324

使用料 200

店舗費用 3,410
減価償却費 6,499
除却損 138
リース料 7,700
支払報酬 1,500
雑損 300
役員報酬 11,401
寄付金 13,681

合計 111,008

当期純利益 31,922

金額（単位：円）
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第 11 章	 会計倫理教育におけるアクティブラーニングの実践例	 

―クリッカーを用いたピア・インストラクションの手法の導入－	 

	 

原田保秀（四天王寺大学）	 

	 

Ⅰ	 はじめに	 

	 

	 本章では、会計倫理教育におけるアクティブラーニングの実践例として、筆

者の担当している「会計倫理」の授業で実施しているクリッカーを用いたピア・

インストラクションの手法を取り入れたケースメソッドを紹介し、その効果、

課題について明らかにするものである。	 

	 

Ⅱ	 アクティブラーニングとその抱える課題	 

	 

	 アクティブラーニングの一般的な特徴としては、(a)学生は、授業を聴く以上

の関わりをしていること、(b)情報の伝達より学生のスキルの育成に重きが置か

れていること、(c)学生は高次の思考（分析、総合、評価）に関わっていること、

(d)学生は活動（例：読む、議論する、書く）に関与していること、(e)学生が

自分自身の態度や価値観を探究することに重きが置かれていることがあげられ

る。アクティブラーニングとは、「学生にある物事を行わせ、行っている物事に

ついて考えさせること」と定義される（松下 2015,	 1-2）。	 

	 会計倫理教育では、受動的学修である講義型の授業に加えて、ロールプレー

やディベートを含めたグループ・ディスカッション、ゲスト・スピーカーの招

聘とそこでの意見交換、ケースメソッドといったアクティブラーニングの手法

がかなり以前から実践されている。会計倫理教育の目的は、会計が利用される

現場で、ある行為をすべきか否か、その行為は正しいのか間違っているのかを

判断する能力（倫理問題の存在を認識し、解決する能力）を伸ばすことを目的

とするので、学生が教育の場で、いかに現実（real）を感じ取れるかがポイン

トとなり、その意味で会計領域の中では比較的アクティブラーニングの手法を
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導入しやすい分野ともいえるだろう。	 

	 アクティブラーニングは、インプット中心の受動的な講義形式の転換をはか

る大学授業改革の牽引役とされてきたが、講義型の授業と同様にいくつかの課

題を抱えていることも指摘されている。例えば、①活動に時間を取られて、知

識（内容）の伝達に使える授業時間が減るということ（知識と活動の乖離）や、

②活動が構造化され、学生を活動に参加させる力が強く働く分、逆に学生が自

らの意思で活動に参加するかどうかを決定することが求められなくなること

（能動的学習をめざす授業のもたらす受動性）である（松下 2015,	 4-6）。	 

	 つまり、限られた授業時間内で、受動的な学習と能動的な学習をどうバラン

スさせるのか、能動的な学習を好まない学生（フリーライダー）に対して、能

動性を実現するために何が必要かという課題である。	 

	 以下で示す会計倫理教育のアクティブラーニングの実践例は、上記の課題を

意識して実践した例である。	 

	 

Ⅲ	 会計倫理教育の内容とアクティブラーニングの手法	 

	 

１	 会計倫理の授業内容	 

	 授業は、3 回生以上の経営学部生を対象とする選択必修科目であり、履修者

数は、22 名（男性 17 名、女性 5 名）である。テキストは指定せず、随時、プ

リントを配布している。22 名の学生の多くは、日商簿記検定 3 級や全経簿記能

力検定試験 2 級などの資格を取得している（一定の簿記の素養がある学生であ

る）。	 

授業では、1 回目のガイダンスの後、最初の 2〜４回の時間を企業倫理のケー

スに当てはめて伝統的な倫理学説（倫理的利己主義、功利主義、義務論、正義

論、徳倫理）の説明に充てている。5 回目は、企業倫理に関連したビデオ学習

（今回は、マーク・フランシス監督『おいしいコーヒーの真実』を視聴）と小

レポートを実施している。6～９回目は、会計倫理に関する内容として、利害関

係者、簿記会計に携わる者の倫理の必要性、粉飾決算、不正のトライアングル、

倫理規程、コンプライアンス、内部統制、ガバナンス、財務諸表監査、倫理的

ジレンマ、倫理問題を解決するためのフレームワーク（7 段階法）、良心と倫理、

内部告発というテーマの講義を行った。ここでは、矢部編著『簿記学』（2016）
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の第 9 章：簿記会計と倫理のための準備原稿を素材として主に利用した。	 

10～13 回目は、「クリッカーを用いた会計不正のケーススタディ」と称して、

本稿の主テーマであるクリッカーを用いたピア・インストラクションの手法を

取り入れた会計倫理のケースメソッドを実践した。その具体的な内容について

は、次節において説明する。	 

14 回目は、会計倫理に関連したビデオ学習（今回は、ペネロープ・スフィー

リス監督『歪んだエンロン～虚栄の崩壊～』を視聴）と小レポートを実施し、

最終レポート課題「会計不正事件について事例をあげて、7 段階法を使って分

析しなさい」の説明を実施した。	 

15 回目は、レポートの提出と授業内容の振り返り、アンケートを実施した。	 

	 

２	 「クリッカーを用いた会計不正のケーススタディ」の内容	 

	 クリッカーを用いたピア・インストラクションの手法を取り入れた会計倫理

のケースメソッドの具体的内容は以下のとおりである。ピア・インストラクシ

ョンとは、Mazur(1997)によって提唱されたアクティブラーニングの手法のひと

つであり、学生にテキストの予習をさせ、クリッカー問題をパワーポイントス

ライドで示して投票させ、その結果をもとにグループでディスカッションを行

い、再投票させるという手続きをとる方法である（溝上 2014	 73-74）。	 

クリッカーは、オーディエンス・レスポンス・システム（ARS）とも呼ばれ、

販売メーカーにより種類は多数あるが、パソコンに専用のソフトウェアをイン

ストールし、レシーバーを USB ポートに差し込めば、専用の無線携帯端末リモ

コンを使って、テレビのクイズ番組のように学生の意見をタイムリーに集計す

ることのできるシステムである。本授業で使用したクリッカーは、Power	 Point

にアドインして使用することが可能な KEEPAD	 JAPAN 株式会社製の Turning	 

Point である。	 
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クリッカー端末とレシーバー	 	 	 	 	 	 	 	 Power	 Point 画面の一例	 

	 

授業を進める事前準備として、まず机をグループ席に配置し、学生を３～４

名のグループに分ける（この授業では、5 グループに分かれた）。この際、毎回

同じグループメンバーになることのないようくじ引きを行う。学生各人には、

クリッカー端末、ケースの印刷プリント、罫線入り A３サイズ（複数枚）の用

紙を配布する。クリッカー端末には、番号が付されているので、どの学生が何

番の端末を持っているかを把握しておけば、学生個人を特定しての回答の把握

も可能となる（匿名性を保ちながら回答させることも可能）。	 

	 ケースの内容は、実際のケースと仮想のケースが考えられるがケースの長さ

は、あまり複雑になると内容を理解することに多くの時間を取られるため、最

長でも教科書１ページ以内に収まるものにしている。また、ケースは、企業の

従業員レベルの問題から経営者や会計専門職のレベルまでさまざまなタイプが

考えられる。	 

ケースメソッドでは、現実と同等の状況で意思決定を繰り返し行うことで、

倫理判断能力を修得することを目的とするが、実務経験のない学生に対するケ

ースなので、適切な難易度のものを提供する必要がある。そこで、学生が現実

をできるだけ感じ取れるように、主として従業員レベル（経理担当者、営業担

当者、アルバイト等）のケースを使用し、ケース内で出てくる会計処理につい

ても、日商簿記 3 級、全経簿記能力検定試験 2 級までの知識があれば十分理解

できる内容としている。	 

具体的には、商品、現金預金、手形、債券債務、貸倒れ、有価証券、固定資

産、減価償却、資本金と引出金、税金、販売費および一般管理費、収益・費用
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の見越し・繰延べの内容に絡めた倫理的ジレンマを含んだ仮想のケースを使用

した（矢部編著『簿記学』（2016）の第 10 章から第 23 章の章末の倫理問題の準

備原稿を素材として利用した）。なお、90 分間の授業の中では、概ね３つのケ

ースについてのディスカッションを行った。ケースの一例を参考までに示すと、

次のようなものである。	 

	 

ケース例１	 現金預金に関する倫理問題	 

大学３年生の女子大生の秋田希美さんは，大学の商学部で経営を学んでおり，

会計学のゼミナールに所属しています。希美さんは主に土日と祝日に，東京の

となりの県にある有名でとても人気のあるテーマパークの東京ハーモニーラン

ドの中にあるキャラクター商品を扱うアパレル店で，アルバイトをしています。

時給は 820 円です。	 

	 アルバイトを始めて半年が経過し，仕事にもだいぶ慣れてきた希美さんは，

店長の和歌山さんから，毎日業務のシフトを引継いでひとりで閉店まで働いて

います。	 

	 ある日のこと，いつものように閉店時間になってレジの現金とレシートの金

額を突合せたところ，レシートに対してレジの現金が 2,500 円少ないというこ

とに気が付きました。記録の金額と現金残高が一致しないことを店長にどう伝

えようか希美さんは悩みこんでしまいました。もしかしたら，希美さんがミス

をしたと責任を問われるかもしれないし，希美さんが現金を盗んだと疑われる

かもしれないからです。希美さんは東京ハーモニーランドが大好きなので，店

を辞めさせられるのは嫌でした。そこで，希美さんは 2,500 円を自分の財布か

ら支払うことで，レジとレシートの金額を一致させることにしました。	 

	 

問い：あなたは、希美さんと同じ行動をとりますか？	 	 	 はい	 	 いいえ	 

	 

ケース例２ 	 貸倒れに関する倫理問題	 

和歌山商店の新入社員の秋田さんは，いつも世話になっている４年先輩の福

岡さんとともに売掛金の回収のため得意先回りをしていたところ，先方倒産の

ため前期に貸倒れとして処理した売掛金\100,000 のうち\70,000 をたまたま現

金で回収することができました。	 

先方はこれから外国に移住するために飛行機に乗るところでもう日本には帰

ってこないと言っています｡福岡さんは，もう去年貸倒れとして処理してるし無

かったお金なんだから，この金で食事に行こうと秋田さんを誘いました。秋田

さんはどう答えるべきでしょうか。	 

	 

問い：あなたが、秋田さんの立場なら食事に行きますか？	 	 はい	 	 いいえ	 

	 

	 

ケース例３ 	 減価償却に関する倫理問題	 

姫路商店は，桍，振袖，着物，浴衣，織物，染物，反物などを取り扱う問屋
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で，来年度に創立 100 周年を迎える老舗企業です。来年は大々的に記念式典を

開催する予定ですが，今年度の業績は創業以来初の赤字（当期純損失）になり

そうな状況です。姫路商店の経理課長の明石さんは，社長の姫路さんより，３

年前に新築した商品保管倉庫の減価償却費の計上について，「来年度に開催する

記念事業を黒字で祝うためにも，耐用年数を見直して償却期間を長くし，減価

償却費の計上を通常より低めに抑えてくれないか｡」という相談を受けました。

倫理上の問題点は何ですか？あなたならば，どのように返事をしますか？	 

	 

問い：あなたが、明石さんの立場なら耐用年数を見直して、償却期間を長くし

ますか？	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 はい	 	 	 いいえ	 

	 

	 事前準備終了後、学生に例のようなケースを一読させた後、ケースの当事者

の立場にたって、自分ならどのように行動するかをクリッカーで回答させ、そ

の結果を即時にスクリーンにスライド表示し（上記例のように）、学生に確認さ

せる。	 

	 その後、グループ内でディスカッションを行うが、ディスカッションで検討

すべきポイントをスクリーンにスライド表示する。その内容は、次の通りであ

る。	 

①ケースにおける会計処理の仕訳の確認をする。ケース例１の場合なら、レ

シートの金額とレジの現金が一致しない場合、どのような仕訳を行うべきです

かという質問になる。ケースにおける会計処理の仕訳を確認するのは、ケース

の内容を学生がどの程度理解しているのかを確認するためである。学生同士で

教え合うことで、ケースの内容を互いに理解し、議論の内容も深まることを期

待したものである。	 

②ケースの事実関係について整理する。ケースにおいて、誰が、何を、いつ、

いかにしてということを明らかにすることで、グループ参加者に情報の共通認

識が促進されることになる。ケースに書かれている以上のことをグループ内で

創造し、共有する作業である。	 

③利害関係者は誰か、その利害関係者にどのような影響があるか考えてみる。

利害関係者には、通常、経営者、従業員、顧客、地域コミュニティ、税務署な

どの公的機関、専門職協会などが想定される。	 

④そのうえで何が倫理的に問題となるのかならないのかを明らかにする。	 

⑤当事者の行動として代替できる選択肢にはどのような行動があるかを考え

てみる。	 	 
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なお、ディスカッションの前に、学生個々人に数分間上記の検討すべきポイ

ントについて考える時間を持たせる。配布した罫線入り A３サイズの用紙は、

その際のメモ用紙として使用する。	 

ディスカッションのはじめに、学生は自分の回答した結果と、なぜそのよう

に回答したのかをグループ参加者に説明し、上記の①～⑤のポイントについて

議論する。その際に、グループの代表者が議論の内容を罫線入り A３サイズの

用紙に記録する（授業終了時にグループ参加者全員の名前を記載し、提出させ

る）。また、教員はクラスを巡回し、学生の議論が浅薄にならないように、議論

に参加しないフリーライダーの学生が出ないように、適宜ディスカッションに

介入する必要がある。	 

	 ディスカッション終了後、①～⑤のポイントについて、各グループの学生の

代表者にグループ内でどのような議論がなされたかの結果を報告させる。その

うえで、改めてケースの同じ問いに対してクリッカーで再投票させ、結果をス

クリーンに示す。	 

	 最後に、振り返りとしてケースのポイントについて教員が簡単に捕捉し、感

想を述べて議論を締めくくる。以上が、クリッカーを用いたピア・インストラ

クションの手法を取り入れた会計倫理のケースメソッドの一連の流れであり、

これを 1 コマの授業で概ね 3 回繰り返すことになる。	 

	 

Ⅳ	 アンケート結果の分析	 

	 

15 回目の授業で実施したアンケートの質問項目と集計の結果は、以下のとお

りであり、この他に学生の自由記述欄を設けている。アンケートの回答者は 20

名（男性 15 名、女性 5 名）である。	 

クリッカーの操作については、大半の学生が問題なく使いこなせるようにな

っている。クリッカーの使用は、授業 15 回中、4 回で使用したが、「ちょうど

良い」、「良い」と回答した学生が 85％おり、使用頻度は適正であったと考えら

れる。クリッカーの１授業当たりの使用回数（投票回数）は、平均６～8 回で

あったが、「ちょうど良い」、「良い」と回答した学生が 95％にのぼり、投票回

数は適正であったと考えられる。使用頻度、投票回数は多すぎると、学生の興

味を低下させることになるので留意する必要がある。	 
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ピア・インストラクションの手法では、1 回目のクリッカーによる投票によ

って、他の学生がどういった意見をもっているのか即時に視覚的（グラフ）に

確認、理解できるが、この点について「非常に良かった」、「良かった」と回答

した学生は 100％であり、さらに後のディスカッションを進めるのに効果があ

ると回答した学生が、「十分に効果的」、「効果的」あわせて 95％おり、ディス

カッションを促進する効果が認められる。学生の自由記述においても、「他人の

意見が数字やグラフで見れてとてもわかりやすかった」「クリッカーを使って回

答する内容では、意外と自分の考えていることが、人と違っていたことに驚き

ました」等の意見が見られた。	 
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	 1 回目の投票後のディスカッションについて、学生同士で意見交換が行えた

かという質問では、「十分に行えた」「行えた」と回答した学生が 90％おり、さ

らにディスカッションの中で自分の意見が発信できたかという質問には、「十分

に行えた」「行えた」と回答した学生が 85％であった。学生の自由記述では、「グ

ループでの議論も少人数だからこそ、全員の意見が聞けたし、自分も言いやす

アンケートの質問項⽬目と集計結果 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
①クリッカーの操作は上手くできましたか。 ⑧1つのケースにかける時間の長さは適当でしたか。

1すぐ慣れた 18 1多い 0

2戸惑ったが、もう慣れた 1 2ちょうど良い 14

3まだ使いにくい 1 3良い 2

4何とも言えない 0 4普通 1

②クリッカーの授業全体での使用回数は適切でしたか。 5少ない 3

1多い 0 ⑨ケースの内容は全体的に理解できる内容でしたか。

2ちょうど良い 13 1十分に理解できた 6

3良い 4 2理解できた 11

4普通 2 3少し理解が困難 3

5少ない 1 4理解できない 0

③クリッカーの1授業当たりの使用回数は適切でしたか。 ⑩ケースの中で行われている仕訳について理解できましたか。

1多い 0 1十分に理解した 3

2ちょうど良い 14 2理解した 9

3良い 5 3理解できない 8

4普通 1 4どちらとも言えない 0

5少ない 0 ⑪授業を受ける以前と比較して、大学での簿記学習と実務の

④クリッカーで回答直後に結果が表示されますが、他の人 　関連性を理解することができましたか。

　がどう考えているかを理解できたことは良かったですか。 1十分に理解した 4

1非常に良かった 11 2理解した 15

2良かった 9 3理解できない 0

3普通 0 4どちらとも言えない 1

4良くなかった 0 ⑫授業を受ける以前と比較して会計不正の具体的な手法に

5どちらとも言えない 0 　ついて理解しましたか。

⑤クリッカーで回答直後にグラフで結果が表示されますが、そ 1十分に理解した 7

　の後のディスカッションを進めるのに効果がありましたか。 2理解した 13

1十分に効果的 6 3理解できない 0

2効果的 13 4どちらとも言えない 0

3効果があったとは思えない 1 ⑬授業で学習した倫理のさまざまな考え方は、ディスカッション

4どちらとも言えない 0 　時に役に立ちましたか。

⑥ケーススタディを通じて、学生同士で意見交換は行えましたか。 1大変役に立つ 3

1十分に行えた 7 2役に立つ 16

2行えた 11 3役に立たない 1

3普通 2 4全く役に立たない 0

4あまり行えなかった 0 ⑭授業を受ける以前と比較して会計における倫理問題について

⑦ケーススタディを通じて、自分の意見を発信できましたか。 　理解が深まりましたか。

1十分に行えた 6 1十分に深まった 8

2行えた 11 2深まった 10

3普通 3 3変化なし 1

4あまり行えなかった 0 4どちらとも言えない 1
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かった」、「グループの人数は 4 名が適正だと思いました」、「人によってさまざ

まな考え方があるのがおもしろく、普段話をしない人とも話す機会ができたの

が良かった」という意見が見られた。毎回くじ引きで 3～4 名でグループを編成

したことは、議論の促進に効果があったと考えられる。	 

	 1 つのケースにかける時間の長さであるが、「ちょうど良い」「良い」と回答

した学生が 80％いた一方で、「少ない」と回答した学生が 15％おり、ケースの

内容についても理解が「少し困難」と回答した学生が 15％見られた。	 

	 さらに、ケースの中で行われている仕訳について理解したかという質問につ

いては、「十分に理解した」は 15％にとどまり、「理解できない」と回答した学

生が 40％に達した。ケースは、上述のとおり主として従業員レベルのケースを

使用し、ケース内で出てくる会計処理についても、日商簿記 3 級、全経簿記能

力検定試験 2 級までの知識があれば十分理解できる内容であり、そうした資格

を既に取得している学生、学習している学生が大半を占めることを考えると問

題である。資格検定取得のための学習が中心になると、その後こうした仕訳等

を行う機会も限定され、結果的に知識の定着が見られない（簿記の素養がない）

ことになるので、何らかの改善策が求められる点である。	 

	 一方で、授業を受ける以前と比較して、大学での簿記学習と実務の関連性を

理解することができたかという質問に対しては、「十分に理解した」、「理解した」

と回答した学生が 95％にのぼり、教育の場で学生が現実をいかに感じ取れるよ

うになるかという点については一定の成果があったと考えている。	 

	 授業を受ける以前と比較して会計不正の具体的な手法について理解したかと

いう質問については、「十分に理解した」、「理解した」と回答した学生が 100％

であった。また、功利主義、義務論、徳倫理等、授業で学習した倫理理論が、

ディスカッション時に役立ったかという質問に対しては、「大変役に立つ」、「役

に立つ」と回答した学生が 95％おり、多面的な考え方を学生が議論に反映でき

たといえる。	 

	 授業を受ける以前と比較して会計における倫理問題について理解が深まった

かという質問に対しては、「十分に深まった」、「深まった」と回答した学生が

90％に達し、会計が利用される現場で、ある行為をすべきか否か、その行為は

正しいのか間違っているのかを判断する能力（倫理問題の存在を認識し、解決

する能力）を伸ばすという会計倫理教育の目的を一定程度達成できたのではな
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いかと考えている。	 

	 

Ⅴ	 おわりに	 

	 

	 ピア・インストラクションの手法の利点は、普段は挙手などをしたがらない

学生も確実に自分の意見を発信することができ、回答がすぐに表示されるので、

自分以外の学生がどのように考えているかを、その場で確認でき、授業への参

加意識が高まる点（フリーライダーを抑制する点）にある。また。1 回目の投

票後に少人数でグループ・ディスカッションを行うことで、自分の意見を再確

認すると同時に、他の学生の倫理的な考え方を取り込んで、新たな視点で 2 回

目の投票に臨むことができる。学生の倫理的感受性をいかに伸ばすかを目的と

する会計倫理教育においては、非常に有効な方法とアンケートの結果からも再

確認できた。	 

	 しかしながら、倫理的ジレンマを含んだ会計倫理のケースについては、学生

が現実を感じ取れるように作成することを意識しているが、学生の簿記会計に

対する理解度の差もあり、まだまだ改善の余地がある。大学における簿記会計

の学習と実務の関連性を学生に認識させることには、一定の成果があったが、

学生の簿記に関する知識の定着の低さについては、大いに検討すべき課題であ

る。	 

	 15 コマ、90 分の限られた授業の中で、活動の時間と倫理的な知識（内容）の

伝達の時間のバランスをとるかが今後の課題といえるだろう。	 

	 

（本稿は科学研究費基盤研究(C)「会計倫理教育手法の開発と評価－理論構築・実態分析・

教育実践の観点より－」（課題研究番号 26380638）の研究成果の一部に依拠している。）	 
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第 12章	 簿記教育とゲーミフィケーション 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

島本	 克彦（大和大学） 
 
Ⅰ	 はじめに	 

 
	 「2030年あなたの仕事がなくなる ―会計事務員が減少ワースト」（週刊東洋経済 2013
年 2月 25日, 2頁）の記事が掲載された。このままでは簿記の履修者が以前より減少する
かもしれない。 
	 どうも簿記は学習者にとって魅力がない科目の一つと思われているようである。経験上，

資格取得のような外発的動機だけでは限界があると感じている。日々の講義では，魅力あ

る科目にするために、いろいろな説明方法や導入法を試みている。しかし，学習者の興味・

関心を増幅させることができていない。どこに問題があるのであろうか。 
	 本稿では，この質問に対する回答を模索するにあたって，簿記とはなに？とこれからの

簿記係，簿記教育とアクティブラーニング，簿記教育にゲーミフィケーションの導入を図

ることについて考察する。 
 
Ⅱ	 簿記とはなに？とこれからの簿記係	 

 
アメリカでは，Baby Boomer 世代の退職により，会計専門家は，今後 10 年以内に 50% 

減少するため，リクルートに際し他の専門職との競争にさらされると予想されている。そ

の対策を議論するため 2012 年，AAA と AICPAは協同して Pathways Commission を設
け，同年 7 月に報告書を出している（AAA and AICPA  2012）。その翌年簿記のイメージ
を次のような図表 1を用いて説明し，簿記人口の増加に向けて論じている（David 2013）。 
他の専門職との競合以上に、テクノロジー急速な発達により，また，それと並行して利

用しやすいソフトウェアの出現の問題が生じている。そのような状況下では、伝統的な簿

記の機能は縮小するといわれている。簿記の検定資格を有していなくても，（オンライン）

ソフトを用いて簿記処理は可能になってきている。また AIの進歩により，100%の自動デ
ータ処理が現実になりつつある。かかる状況を考慮するとこれからの簿記係の雇用は決し

て明るい状況とは思われない。また，雇用者側も簿記係の役割を，単にデータ処理係とし

てだけではその必要性を感じなくなりつつある。それゆえ，簿記係が，ソフトウェアを用

いる会社で生き残るためには，単なるデータ処理をこえる知識を持つことが必要不可欠と

なると考えられる。国際公認簿記士（International Certified Bookkeepers）の副会長兼
CEOである Haugo はこれからの世代の簿記係の課題と回答を図表 2のようにまとめてい
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る。日本においてもはじめに述べた記事にみられるように、同様のことがいえるであろう。

そのためには、現行の簿記教育を見直す必要がある。現在の簿記教育のように答えが一つ

（黒か白か）に慣れ親しんだ学習者は，現実の財務意思決定には対応できない。一つのシ

ナリオにおいて，学習者自身が行った会計手続きが，なぜ，どのようになされたかをより

深く説明できるようにならなければならない。評価する教員側も形成的評価を用いること

が重要になってきている。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図表 1	 会計（簿記－筆者（注１））とは何？	 

	 	 	 	 	  

出所：David(2013) 
	 

図表 2	 これからの世代の簿記係の課題と回答	 

課題 回答 
何か月か前の財務諸表 ボタンクリックによる財務諸表 

受動的役割 協調的役割 

後方を見る 前方を見る 

問題解決－後手 プロセスを明確に－問題を回避－事前 

意思決定についての再考 会社およびテクノロジーのための意思決定をふくむ 

コストセンター－会社にとっての費用 コスト節約／収益源 

ビジネスに対する負担／停止ギャップ 助言する能力／ビジネスを進める 

変化に遅れる－取り扱いが困難 変化にはやく対応する能力－取り扱いが容易 

期待がないか低い－限定された作業 より多くの作業を委託される 

取引上の地位から抜けられない すべてのビジネス環境の戦略的見直し 

テクノロジーに限定－古い／時代遅れ テクノロジー分析－前向きの思考 

古くて役立たず－代わりがある 関連性あり－ビジネスによって必要 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出所：Haugo (2016)    
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Ⅲ	 簿記教育とアクティブラーニング	 

 
上に述べた状況では，簿記そのものの教育内容を考えることと並行して簿記に魅力をも

たせ簿記人口を増やす方策を考える必要がある。どのような方策が考えられるであろうか。

その方策として簿記教育にアクティブラーニングを導入することが考えられる。しかしア

クティブ（能動的）とはいったいどういうことを意味しているのであろうか。教材開発会

社では，Daleの「学習の円錐」モデルを用いた説明がよく行われている。日本でこのモデ
ルは視聴覚教育で議論されているが，アクティブラーニングの理由としては提示されるこ

とはすくない。おそらく図表 3の左の「2週間後	 我々は…を覚えている」の数値に根拠が
ないからであろう(Cisco Systems  2008, p.4)。しかし右側のアクティブの用語の意味を理
解する場合には利用価値があると思われる。また Chiは，特徴，顕在的活動，認知過程に
ついて学習者の観点から図表 4のようにアクティブの意味を具体的に示している（Chi 
2009,p.77，（注２)。 
 

図表 3	 学習の円錐（Edgar	 Dale）	 

 

	                      	 出所	 Cisco Systems(2008,p.4)-Dale.(1946,1954,1969) 
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図表 4	 アクティブ（Active）ー学習者の観点から	 

特 徴 身体で何かを行う 
顕在的活動 活動する	 見る	 注視する	 凝視する	 強調（表示）する	 ジ

ェスチャー 
指し示す	 言い換える	 物やテープをコントロールする	 選択

する	 反復する 
認 知 過 程 プロセスに参加する	 従来の知識を活性させる	 同化する	 コ

ード化する	 新しい情報を貯蔵する	 従来の知識を調達する 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出所：Chi(2009,p.77) 
	  
このようなアクティブの解釈を前提に簿記教育を考えてみる。最近あまり行われていない

が，模擬の取引事例による「記帳例題」を用いる教授方法がある。記帳例題を行いながら

不明な点を教員に質問したり，友人に教えたりする場合，アクティブラーニングを行って

いるとの解釈が成り立つかもしれない。認知面ではアクティブといえるが自ら示す行動を

伴っていない。記帳例題の練習は，学んだ知識の活性化，振り返りを意図している。ただ

単にシミュレーションを行っているに過ぎない。もっとも取引例自体を考えさせ，その財

務諸表を作成し，その内容について討論を行えばアクティブになると思われる。しかし，

後に述べる学習者の関心，挑戦等を取り入れなければ，学習者は，課題をさせられている

という受動的な気持ちを打ち消すことはできないと思われる。いいかえると内発的動機で

あるゲームの教育的機能等が入っていないと真のアクティブならないと思われる。 
 

Ⅳ	 簿記教育にゲーミフィケーションの導入を図る	 

 
現在の世代は，デジタルネイティブ，ネット世代，ミー世代，モバイル世代，スワイプ

世代と呼ばれている。彼らの生活はテクノロジーに熱中している。Prensky（2001, p. 1）
はこの世代の特徴を次のように述べている。 
「現代の子供たちは，両親とかなり違ったやり方で社会化している。その数字には圧倒さ

れる。その子供たちが大学を卒業するまでに，10,000 時間以上のビデオゲームをし，
200,000 通以上の電子メールやインスタント・メッセージを送りあい，10,000時間以上デ
ジタル携帯電話で話をし，20,000 時間以上テレビを見たり，500,000 以上のコマーシャル
を見るであろう。しかし，おそらく読書時間は多くて 5,000 時間であろう。これが現代の
デジタルネイティヴと呼ばれる学生である」。 
	 ゲームに限定した調査によってもかかる状況は図表 5より明らかである。図表 5のゲー
ム継続プレイ率は，家庭用ゲーム，パソコン，スマートフォン／タブレット，携帯電話，

ゲームセンター／ゲームコーナーにおけるゲームを継続的にプレイしていると回答した率

を意味している（一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA )2013)。 
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この世代は膨大な情報やコミュニケーションに慣れている。また文字情報より，グラフィ

ック情報を好み，一度にいろいろなことが同時にでき，堅苦しい環境よりゲーム的な環境

を好む傾向にある。社会ネットワークの出現とデジタルゲームの変革により，コミュニケ

ートし，コラボレートし，活動し，社会的構成体を新しい方法により形成する。これらの

テクノロジーは，デジタルネイティブの文化の一部である。彼らの生活はテクノロジー（お

よびテクノロジーの進歩）を取り込み，それに満足している。この世代の性格はデジタル

ゲームとうまくかみ合うのである。それは学びのプラットフォームを提供する。ゲーミン

グは多くの人が楽しむ一種のエンターテイメントである。また，たとえば「回すダイヤル」

に触れたことがないようなデジタルネイティブの世代は，Boomer世代やＸ世代のデジタル
移民世代とは異なる経験・頭脳が形成されていると考えられている。それゆえ，これらの

世代を念頭に置いた簿記教育を考える必要があろう。つまりデジタルネイティブ世代が好

む一つの方策としてゲームを簿記教育に取り入れることである（注３）。しかし移民の教員か

ら，自分たちが学んだいわゆる伝統的な学びを教え込むべきとして，反対意見をよく耳に

する。 
 

図表 5	 ゲーム継続プレイ率	 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

出所：	 CESA(2013, 23頁。なお，表示形式を修正している) 
 
しかし，どのような教育にも長所と短所がある。藤本(2015)は，ゲーム利用教育の長短に

ついて，Kropher et.(2008) Betrus &Botturi(2010)より図表 6のように整理されている。
思うにゲーム利用の教育は，ゲーム要素のタイプ・好みやデザインに影響されると思われ

る。すべての学習者の動機付けにはならないという短所がある。しかし，多くの学習者を
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内発的に動機づけ，うまくゆけば，フローの状態にまで学びを高める点においては他の従

来型の教授方法と比べて優れているように考えられる。とりわけ低学力の学習者には有効

に機能すると思われる。留意しなければならない点として，ゲームとして学んだ知識をフ

ィードバックさせ，高次の応用・理解に結びつけるように学習者をファシリテートする教

員側の技能の研修が必要と思われる。  
 

図表 6	 （デジタル）ゲーム利用教育の長所と短所	 

 長所 短所 
意欲面 ・学習活動への意欲を高めやすい 

・上達の努力を続けやすい 
・従来型の学習への興味が下がりやすい 
・娯楽ゲームと比較して評価されやすい 

効果面 ・複雑な概念の理解を促しやすい 
・振り返り学習を促しやすい 
・フィードバックを通した学習改善を

起こしやすい 

・ゲームで勝つことを優先して学習が疎か 
にされやすい 

 

効率面 ・重要な学習項目を強調した学習体験

を提供できる 
・教師による統制が困難になりやすい 
・必要以上に学習時間がかかりやすい 

環境面 ・試行や失敗から学ぶ環境をつくりや

すい 
・安全な環境での学習体験を提供でき 
	 る 
・現実の事故と切り離して活動できる 

・利用可能な設備面の制約を受けやすい 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出所：藤本（2015，239頁, (注４)） 
ゲーム教育と一言で述べることはできない。特に 2010年ごろから，ゲーム要素を非ゲー

ム要素（社会活動やサービス活動）に取り入られるようになってきている。このような動

きはゲーミフィケーションと呼ばれ教育分野にも導入されつつある（図表 7）。ゲーミフィ
ケーションの用語は行動経済学に由来し，デジタルメディアとして論じられ認識されてい

る。ゲームをエンターテインメントとしてのみ考えるのではなく，学習環境の文化の一部

としてその価値が認識されている。学習者の挑戦，空想，好奇心，文脈化，統制を高めさ

せる，内発的動機付けのタキソノミーとして考えられている。では数年来重要性が叫ばれ

ている構成主義による学習原理とゲーミフィケーションとの関係はどのように理解すれば

よいのであろうか。藤本(2007,p.103)は，その共通点を Oblinger( 2004)によりながら図表 8 
のように示している。 
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図表 7	 デジタルゲーム利用教育の歴史的変遷	 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出所：藤本(2007,103頁) 

 
図表 8	 学習原理とゲームに含む要素	 

学習原理	 内	 	 	 容	 ゲームへの適用	 

個別化	 
学習ニーズは個人によっ

て異なる。	 

何をやるかはプレイヤーが自由に選択

できる。	 

フィードバッ

ック	 

適時で状況に合ったフィ

ードバックが学習効果を

高める。	 

得点，時間経過，勝敗などの形でリアル

タイムに提供される。	 

アクティブラ

ーニング	 

動的な新しい知識の発見

と構築に取り組ませるこ

とが必要。	 

プレイヤーは夢中になって何時間も学

習を含んだ活動に没頭する。	 

社会性	 

学習は社会参加の過程で

あり，他者との関わりの

中で学ぶ。	 

プレイヤーはコミュニティを形成して

相互学習する。	 

足場組み	 
徐々にレベルを上げてい

くことで確実に学べる。	 

難易度や複雑さはプレイヤーの達成度

にあわせて変化する。	 

知識移転	 
身に付けた知識を別の状

況で使えるようにする。	 

行為を通した学習で，以前の経験を次に

活かしやすい。	 

測定・評価	 
学習成果，達成度を把握

する。	 

即座の結果フィードバック，プレイバッ

ク，統計情報が提供される。	 

                                             	 	 	 	 出所：藤本（2007,103頁） 
 
 
 
	 また，ゲーム教育で有名な Kapp(2012,p74)は，様々な教育理論とその教授学習のゲーミ
フィケーションデザインへの影響を図表 9のように整理している。 
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図表 9	 ゲーミフィケーションの理論とその影響	 

理	 	 	 	 	 論 ゲーミフィケーションデザインへの影響 
社会的学習理論 学習者がモデルとなる望ましい行動を観察し，内

的にその行動を保持する 
認知的従弟制 状況や環境は真正であるべきで，学習者の活動に

対してフィードバックとガイダンスを与える 
フロー 学習者が一定の関心を持ちつづける。システムが

学習者のために適した課題―困難ではないが簡単

でもないーに適用される 
オペラント条件付け 学習者の関心を保つために一定しないが適切な報

酬・ポイントバッジを提供する 
ARCSモチベーション理論 
※注意(Attention)関連性(Relevance) 
自信(Confidence)満足感(Satisfaction) 

学習者の注意を向かせ，関連する情報をふくみ，

適切な課題水準を目ざすので，学習者は成功し内

発的および外発的動機づけの要素を与えられると

信じる 
Maloneの内発的動機づけの指導原理 挑戦，空想，好奇心の要素をふくむ 
Lepperの内発的動機づけの指導原理 学習者のコントロール，挑戦，好奇心，文脈化の

要素をふくむ 
学習の内発的動機づけのタキソノミー 挑戦，好奇心，統制，空想，協同，競合と認知の

ような内発および外発の動機づけ要素を含む 
自己決定理論 自律，有能感，他者との関連性を提供する 
分散練習 ゲーム内容を間隔をおいて反復するために時間を

かけてプレイする 
足場かけ 学習者が自主的に問題を解決するまで，多かれ少

なかれガイダンスを提供する 
エピソード記憶 記憶しているゲームから，より多くのことをコー

ド化するために学習者の感性を呼びおこす 
                                                        出所：Kapp(2012, p74，（注５）) 
	  
ゲーム要素を取り入れる学習は次の７つの原則に基づいている。この原則は学習のゲー

ミフィケーションを考える場合のヒントになるであろう（Institute of Play. pg. 4） 
・みんなが参加する。 
・常に挑戦がある。 
・行動することにより学習が生じる， 
・フィードバックは迅速に行われる。 
・失敗は反復としてとらえ直す。 
・すべては相互に結びついている。 
・ちょっとしたプレイのようである。 
	 また学ぶ知識の種類とその教授方略・要素とゲームの種類の関係を理解しておくことは，

教材を作成したり，選択する場合の参考になるであろう(Kapp, Blair, Mesch 2014,pp.50-51)。 
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図表 10	 ゲームの内容と種類との関係	 

知識の種類 定	 	 義 教授方略 要素 活動/ゲームの種類/
シミュレーション 

宣言的知識 2つあるいはそれ以上
の客体間の関連性，	 

これらの典型は事

実・専門用語・頭字語

である，	 内容は記憶

されなければならな

い 

精緻化，組織

化，関連付け，

反復 

語／物語，分

類，整合，反復

可能性 

整合，収集 

概念的知識 同じあるいは関連す

る思考，出来事のグル

ープ化，あるいは共通

の属性をもつ又はあ

る種の共通属性を持

つ対象物 

メタファ装

置，例示と非

例示，属性，

分類 

概念の整合，並

べかえ，経験 
絵あわせ 

ルールにもと

づく知識 
概念間の関係をあら

わす言明。ルールによ

り望ましい行動を示

すパラメーターが予

想どおりの結果とし

て提供される 

例題を準備す

る，ロールプ

レイ 

練習，影響 ボードゲーム，シミ

ュレートした課題

活動 

手続的知識 特定の結果を得るた

めに特別に従わなけ

ればならない一連の

手段。課題を行うため

の段階を追った指導 

青写真による

開始，howと
whyを教える 

挑戦ソフトウ

ェア，練習 
ソフトウェアのシ

ナリオ 
装置シミュレーシ

ョン 

ソフトスキル 社会的相互作用を処
理する一定しないガ

イドライン。これには

否定スキル，リーダー

シップスキル，考える

スキルをふくむ。 

アナロジー，

ロールプレイ 
社会的シミュ

レーター 
リーダーシップ，シ

ミュレーション 

情意的知識 態度，関心，価値，信

用，感情についての知

識 

参加を促す，

成功を信じる

ことは名声に

よる保証を可

能にする 

熱中，成功へ導

く，有名人の肖

像からの励ま

し 

援助 

心的運動的知

識 
具体的スキルと認知

的知識の交わり 
観察，練習 デモンストレ

ーション，力覚

装置 

仮想手術 
シミュレーター 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出所：Kapp,Blair,Mesch(2014,pp.50-51) 
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Ⅴ	 おわりに	 

 
簿記は実学の一つの科目として考えられている。簿記（原理）は不易かもしれないが，

簿記教育は不易ではなく，急速な社会の変化に対応すべきと考えるのは間違いであろうか。

かつて会計機器が出現したとき，簿記教育はどう対応したのであろうか。米国の簿記教育

者は，簿記目標を拡張し，手続よりも原理の理解をよりよく思考させたり，さまざまなコ

ンピテンシーを簿記科目指導の中に導入するなどを図り，広く経済社会の一員になるため

の教養としての役割を重視することにより対応してきた。一方日本の簿記教育者は，教授

法や内容の変更より，外発的動機付けの一つとして検定資格という簿記目標を掲げて対応

してきたように思われる。これらの改善はあくまで教員側からの将来の学校教育や科目の

生き残りを見越した改善策であったといえるかもしれないであろう。しかし経済社会では，

テクノロジーや AIが想像以上に進化しつつある。かかる社会の変化を考えた場合，学ぶ学
習者の特徴も教員側の世代とかなり異なり，また教育観も変わりつつある。これらのこと

を考慮した上で，簿記をより魅力ある科目にし、簿記人口を増やすための一つの方策とし

て、アクティブラーニングの手法してのゲーミフィケーションを導入することを提案した。

どのように教授すれば学習者の内発的動機を高めることができるかは，非常に教育的に困

難な問題であろう。本稿では，単にゲーミフィケーションの導入を提案したに過ぎない。

さらに深い学習へと進めるにはどういう教授法・説明がよいかについての議論は今後の研

究課題にしたいと思っている。 
 
注	 

(1) 現在，アメリカの高等学校の教科書等では，「会計（Accounting）」と表現されている。Bittner（ 2002, 

p. 32）が「高等学校の会計コースは，基本的に簿記コースである」と述べているように，日本の簿記と内

容の程度差はあるもののほぼ一致していると考えてよいと思う。アメリカにおける「簿記」から「会計」

へ呼称の変更については島本(2015)参照。 (2)Chi(2009)はアクティブを Active, Construtive, Interactive

を対比して説明しているが，本稿では後者の２つの特徴等については省略している。 

(3)「ペーパータワー」「折り鶴」「紙飛行機」」の実践事例がすでに紹介されている（日本簿記学会簿記教育

研究部会(2015)。 

(4) 藤本はデジタルゲーム利用教育の長所と短所としているが，アナログでも同様と思われる。 

(5)この図表におけるMalone と Lepperとは内発的動機付けの要素の違いと解釈される。 
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第 13章	 簿記・会計の伝統的な諸概念と新しい諸概念 

―収益費用観、資産負債観およびホーリスティック観― 
 

角ヶ谷	 典幸	 （名古屋大学） 
 
Ⅰ	 はじめに	 

	 

本論文では、米国の財務会計基準審議会(FASB)と国際会計基準審議会(IASB)による測定

プロジェクトや資産負債観(asset and liability view)・収益費用観(revenue and expense view)を

巡る議論などを題材にして、簿記・会計に関する伝統的な諸概念と新しい諸概念の違いの

一端を明らかにしたいと考える。 

FASBと IASBは、2007年以降、「概念フレームワーク」プロジェクトの一環として、測

定プロジェクトを進めてきた。2007 年当時の測定プロジェクトは米国の財務会計基準書

(SFAS)第 157号(ASC820)「公正価値測定」(FASB, 2006)と同様に「市場の論理」（経営者の

視点を排除して市場から得られる情報（価格）を優先する考え方）を指向していたが1、そ

の後、「企業の論理」（市場より情報優位にある経営者の視点を重視する考え方）を基底

に据えた混合測定モデルに向けて徐々に提案が変化していった。 

周知の通り、資産負債観では、資産は企業の経済的資源の財務的表現と捉えられ、負債

は将来、他の実体に資源を引き渡す義務の財務的表現と捉えられ、資産・負債の属性およ

びそれらの変動を測定することが会計における基本的な測定プロセスであると考えられる

(FASB, 1976, par.34)。他方、収益費用観では、収益は利益稼得活動からのアウトプット（成

果）の財務的表現と捉えられ、費用は収益を得るために費やされたインプット（努力）の

財務的表現と捉えられ、一期間における費用（努力）と収益（成果）の対応が会計におけ

る基本的な測定プロセスであると考えられる(FASB, 1976, pars.38-39)。 

一般に、資産負債観・収益費用観の論理的含意については、それを財務諸表要素の定義

のみに作用するものとみる狭義説と、財務諸表要素の測定にも作用するものとみる広義説

がある(藤井, 2014, 157頁)。資産負債観・収益費用観が提唱された 1976年当時は狭義説がと

られていたが、FASBと IASBの測定プロジェクトでは広義説がとられるようになった。具

体的には、資産負債観と公正価値会計が、収益費用観と歴史的原価会計が分かち難く結び

つけられて議論されるようになった。このような二項対立的な立場をとる場合、資産負債

観から（歴史的原価と公正価値を原則的な測定基準として内包する）混合測定財務報告シ

ステムを導出することはできない。かかる問題を克服するために、資産負債観でもなく収

益費用観でもない新たな会計観、すなわちホーリスティック観(holistic view)が提案されるよ

うになったと思われる。 

	 ホーリスティック観のもとでは、価値（キャッシュフロー）の実現(value realization)パ

ターンの違いに基づいて測定基準（典型的には公正価値と歴史的原価）を使い分ける混合

                                                        
1 国際財務報告書(IFRS)第 13号(IASB, 2011)も市場の論理に基づいている。 
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測定財務報告システムが提案されている。ここに価値（キャッシュフロー）の実現とは、

「資産・負債の経済的価値が現金、その他の資産、サービスに転換すること、または責務

から解放されること」(IASB, 2009, ME29)をいう。かかる考え方は、例えば、Nissim and Penman 

(2008)にみられるような当該企業のビジネスモデル(business models)あるいは事業活動

(business activities)に基づいて測定基準を使い分ける提案と軌を一にするものである。 

  企業（の論理）と市場（の論理）の境界の線引きは、古くて新しい問題である。かつて

Coase (1937, p.388)は、「企業の外では、価格変動が生産（製品）を規定する。そこでは、

市場において一連の交換取引を通じた調整がなされる。企業の内では、企業家が生産（製

品）を規定する。そこでは、市場取引は排除され、複雑な市場構造は企業家の調整に置き

換えられる。」と述べた。しかし、R. H. Coaseは、いかなる場合に企業または市場を用い

るのか、その線引きの規準は示さなかった。Williamson (1991, p.93)は線引きの問題に取り組

み、資産が特殊的で、取引頻度が低く、不確実性が高い場合には、取引を内部化すれば（市

場に代えて企業内で生産すれば）、機会主義的行動が抑制され、取引コストが節約できる

ことを示した。かかる問題を会計上の測定論へと展開するための橋渡し役を果たしたのが、

ビジネスモデル・アプローチであった (ICAEW, 2010, p.3)。Nissim and Penman (2008)によれ

ば、ある取引が当該企業のビジネスモデルに従って裁定すること（つまり価値を付加する

こと）を目的としたものであれば、当該取引は歴史的原価を基礎にして評価される。逆に、

無裁定取引（つまり株主にとっての価値と市場価格が等しい状態）であれば、当該取引は

公正価値で評価される。 

	 以上の事柄を、以下では、次の順序で説明する。Ⅱでは、FASBと IASBの測定プロジェ

クト（2012年以降は IASB単独のプロジェクト）における提案が 2007年以降どのように変

化してきたのかを、公正価値と歴史的原価を対比させながら整理する。Ⅲでは、資産負債

観・収益費用観・ホーリスティック観における公正価値と歴史的原価の主従関係を明らか

にする。Ⅳ では、収益費用観・資産負債観・ホーリスティック観が提案されるに至った背

景や諸原則についてまとめる。Ⅴ では、ホーリスティック観における歴史的原価会計の重

要性を企業の価値創造活動やビジネスモデルに注目しながら言及する。最後のⅥでは、以

上の議論を総括する。	 

 

Ⅱ	 測定プロジェクトの変遷	 

	 

本節では、FASBと IASBの測定プロジェクト（2012年以降は IASB単独のプロジェクト）

における提案が 2007年以降どのように変化してきたのかを、公正価値と歴史的原価を対比

させながら整理する。ただし、測定プロジェクトでは、必ずしも公正価値と歴史的原価が

対比されてきたわけではない。例えば、公正価値の類義語として、カレント・バリュー、

カレント・メジャー、カレント・プライス、現在市場価格、現在価額が用いられてきたが、

本論文では歴史的原価と対置させるために、これらを公正価値という大きな括りで整理す
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る。また、FASBと IASBの（測定）プロジェクトでは、資産負債観と収益費用観という用

語が明示的に用いられているわけでないが、本論文では資産・負債の増減額（1期間の正味

資源の増分）に基づいて利益が定義されている場合には資産負債観がとられ、1期間の収益

と費用の差額として利益が定義されている場合には収益費用観がとられているものと捉え

て整理する。 

 

1	 	 「2007 年概要報告書」(IASB,	 2007)	 

	 「2007 年概要報告書」では、3 つの工程が想定されていた。第一工程は、測定基準の代

替案を識別・定義するプロセスであった。この工程では 9つの測定基準（過去の入口価格、

過去の出口価格、過去の価額の修正、現在の入口価格、現在の出口価格、使用価値、現在

の均衡価格、将来の入口価格、将来の出口価格）について検討がなされた。第二工程は、

第一工程で識別された測定基準を財務報告の目的および質的特性（レリバンス、忠実な表

現、比較可能性および理解可能性など）によって評価するプロセスであった。そして、第

三工程は、単一測定モデルと混合測定モデルのいずれが望ましいかを決定するプロセスで

あった。 

時間的に前後するが、エンロン事件を踏まえて公表された「SEC研究報告書」(SEC, 2003)

では、「原則主義的（目的志向的）な体制に移行するために、ありうべき測定属性のなか

から特定の測定属性を選択するためのパラダイムの確立」(Ⅳ-A)が提言されていた。また、

FASBと IASBの公正価値測定プロジェクトでは、市場の論理が重視されていた。このよう

な「原則主義（目的志向）―特定の測定属性―市場の論理」という連鎖は、測定プロジェ

クトでも継承されてきた。実際、測定プロジェクトの責任者であった K. McBethは、Ernst & 

Youngに対するインタビューのなかで、「混合測定基準による場合、貸借対照表と損益計算

書のボトムラインは異なる測定額が加算されているだけなので、無意味である。」(Ernst & 

Young, 2007, p.6)と発言し、（公正価値に基づく）単一測定モデルを指向しようとしていた。 

 

2	 「2008年会議資料」(IASB, 2008) 

	 FASB と IASB の 2008 年の会議では、一転、種々の測定基準について理論的な長所と実

務的な制約を検討し、特定の状況下で一つの測定値を自動的に選択することは目指さない

ことが確認された。かかる方針転換はリーマン・ブラザーズの破綻に端を発した金融危機

の影響によるものと思われる（詳細は後述する）。 

具体的に、「2008 年会議資料」では、カレント・バリュー（市場価格と価格の見積もり

を含む。）の適用条件として、観察可能性、換金可能性、分離可能性およびグループ単位

での適用可能性が提案された。カレント・バリューが適用できない場合には、レリバンス、

忠実な表現、比較可能性、理解可能性およびコスト・ベネフィットを考慮して他の測定基

準を選択すべきことが提案された。 

なお、「2008 年会議資料」では、財政状態計算書（貸借対照表）項目の測定に焦点を当
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てることが確認された。よって、この段階では財政状態計算書項目と包括利益計算書（損

益計算書）項目に優劣の差があったと考えられる。 

 

3	 「2009年スタッフ・ペーパー」(IASB, 2009) 

  「2009 年スタッフ・ペーパー」でも混合測定モデルに基づいて議論を進めることが確認

された。具体的に、測定基準がカレント・メジャー（現在の入口価格、現在の出口価格、

使用価値、公正価値、他の現在価値計算に基づく金額）とノンカレント・メジャー（過去

の入口価格、過去の出口価格、累積額（増加額）、配分額（償却額）、結合額）に大別さ

れ、測定基準を選択する際の判断基準として「価値の実現」をはじめとする 5 要素が掲げ

られた2。 

	 一般に資産の価値は、直接的または間接的に実現する。直接的な価値の実現とは、ワン

ステップで価値のフローが創出されることをいう(IASB, 2009, ME30)。そのような資産には

金融商品、デリバティブ、貴金属などがある。また、間接な価値の実現とは、複数のステ

ップを経て価値のフローが創出されることをいう(IASB, 2009, ME32)。例えば、生産プロセ

スに関連する機械設備や原材料、販売・流通プロセスに関連する資産がそれに該当する。

一方、負債に対する価値の実現方法は常に直接的である。なぜならば、債務を履行するた

めには、資産の引渡し、負債または持分商品の発行、サービスの提供が必要とされ、負債

はワンステップで価値のアウトフローを創出するからである(IASB, 2009, ME31)。 

以上を踏まえ、「2009 年スタッフ・ペーパー」では測定値とレリバンスとの関係が次の

ように整理されている。直接的に価値が実現する資産・負債のカレント・メジャーは、将

来キャッシュフローの金額、時期、不確実性に直接的に関連している。一方、間接的に価

値が実現する個々の資産と将来のキャッシュフローとの関係を確立するのは困難である

が、「それらの資産を結合して利用した結果が包括利益計算書およびキャッシュフロー計

算書に示される。それゆえ、間接的に価値が実現する資産の場合には、財務諸表利用者は

財政状態計算書よりも包括利益計算書およびキャッシュフロー計算書を重視する。」(IASB, 

2009, ME40) 

  このように「2009 年スタッフ・ペーパー」では、価値の実現パターンに基づいてカレン

ト・メジャーとノンカレント・メジャーを使い分ける混合測定財務報告システムが提案さ

れている（図表 1 参照）。カレント・メジャーを適用する場合にはさらに利益要素を分解

することが提案されている。測定プロジェクトでは一貫して資産負債観がとられてきたの

で、利益は資産・負債の変動額と定義されるが、その変動額は企業の経済価値のフローに

よって生じることもあれば、時価の変動（資産・負債の需要・供給の変化および物理的劣

化・信用リスクの変化などに起因する資産・負債の質的な変化）によって生じることもあ

るためである(IASB, 2009, ME18)。 

 

                                                        
2 他の 4つの要素は，適用コスト，信頼性のレベル，一貫した測定値および利益要素の分解可能性である。 
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図表１	 価値の実現パターンに基づく測定基準	 

価値の実現 定	 義 適用例 測定基準 
間 接 的 複数のステップを経て価値

のフローが創出されること

をいう 

生産・販売・流通プ

ロセスに関連する資

産 

ノンカレント・メジ

ャー（歴史的原価） 

直 接 的 ワンステップで価値のフロ
ーが創出されることをいう 

金融商品、デリバテ

ィブ、貴金属、負債 
カレント・メジャー 
（公正価値） 

（注）・「2009 年スタッフ・ペーパー」(IASB, 2009)ではあわせて経済価値の変動と時価の変動に
起因する利益を分解する旨の提案がなされている。  

	 	 	 ・「討議資料」 (IASB, 2013)および「公開草案」 (IASB, 2015)では、「価値の実現」に代え
て「将来キャッシュフローへの貢献」が用いられている。  

 

４	 「2010年スタッフ・ペーパー」(IASB, 2010) 

	 「2009 年スタッフ・ペーパー」では、財政状態計算書だけでなく、包括利益計算書およ

びキャッシュフロー計算書の重要性が指摘されていた。これを踏まえて「2010年スタッフ・

ペーパー」では、これらすべての財務表（とりわけ財政状態計算書および包括利益計算書）

への影響を考慮に入れる「ホーリスティック観」が提案された。 

	 具体的に、「2010 年スタッフ・ペーパー」では、財務報告の目的を所与とした場合、ど

のような測定基準が導かれるのかという問いに対する解答として、次の(A)から(C)の対立的

な見解が提示された。(A)貸借対照表観（資産負債観）によれば、当該企業の「富」を忠実

に表現できるような資産・負債の測定基準、つまりカレント・プライスまたはカレント・

バリューが選択される。(B)損益計算書観（収益費用観）によれば、包括利益計算書に示さ

れる発生主義に基づくキャッシュフローの持続性に関する情報を提供できるような資産・

負債の測定基準、つまり歴史的原価の諸形態が選択される(IASB, 2010, pars.10-15)。(C)ホー

リスティック観によれば、財政状態計算書上で企業の資源および（純）請求権のストック

を描写し、包括利益計算書上でストックの価値変動額を伝達できるような資産・負債の測

定基準が選択される。未実現の価値変動額は現存する資産・負債の市況の変化の指標とし

て重要であり、発生主義に基づく過去のキャッシュフローおよび実現した価値の変化額は

経営者が実際にリターンとして実現させる能力を測る上で重要である。したがって、ホー

リスティック観ではカレント・プライス（カレント・バリュー）と歴史的原価をはじめと

する複数の測定基準が選択される(IASB, 2010, pars.16-18)。  

FASBと IASBは一貫して財政状態計算書を重視してきたが、ホーリスティック観の提案

によって、財政状態計算書のみならず、包括利益計算書（およびキャッシュ・フロー計算

書）の重要性が確認されたことになる。 

 

5	 「財務報告に関する概念フレームワーク討議資料」(IASB, 2013) 

	 IASB 単独の討議資料においても単一測定モデルの採用は否定され、3 つの測定基準すな

わち原価を基礎とした測定値、現在市場価格（公正価値を含む。）およびその他キャッシ

ュフローを基礎とした測定値をキャッシュフローの発生態様に基づいて使い分けることが
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提案された(IASB, 2013, par.6.3)。 

	 例えば、諸資産の使用や結合を通じて将来キャッシュフローの獲得に間接的に貢献する

ような固定資産には原価を基礎とした測定値を適用し、将来キャッシュフローの獲得に直

接的に貢献するような金融資産には現在市場価格を適用し、契約によってキャッシュフロ

ーが固定しているような金融資産にはキャッシュフローを基礎とした測定値を適用するこ

とが提案された。同様に、契約額通りに返済するような負債には原価を基礎とした測定値

を適用し、移転が前提とされるような負債には現在市場価格を適用し、それ以外の表示価

格が存在しないような負債にはキャッシュフローを基礎とした測定値を適用することが提

案された(IASB, 2013, par.6.16)。 

討議資料で特筆すべきは、市場の論理および移転価格だけを指向していた SFAS 第 157

号(ASC820)(FASB, 2006)や IFRS第 13号(IASB, 2011)とは異なり、市場の論理と企業の論理

の併存が前提とされ、移転価格と決済価格の併用が提案されたことである（詳細は、角ヶ

谷, 2014, 190-193頁参照）。例えば、市場価格が観察可能な場合には現在市場価格を適用す

るが、使用目的の資産や決済が予定されている負債については当該企業のインプットを用

いることが提案された。かかる資産（および負債）は当該企業固有のキャッシュフローの

発生態様をもち、当該企業の方が市場参加者よりも量的にも質的にも優れた情報を有して

いるためである(IASB, 2013, pars. 6.126-6.127)。また討議資料では、ホーリスティック観がと

られ、財政状態計算書のみならず、包括利益計算書（純損益計算書およびその他の包括利

益）の重要性に言及されている(IASB, 2013, par.6.15)。 

 

6	 「財務報告に関する概念フレームワーク公開草案」(IASB, 2015) 

	 公開草案においても単一測定モデルの採用は否定され、2つの測定基準すなわち歴史的原

価と現在価額（公正価値、資産についての使用価値、負債についての履行価値(fulfilment 

value)）を主としてキャッシュフローの発生態様（将来キャッシュフローにどのように貢献

するのか）に基づいて使い分けることが提案されている(IASB, 2015, par.6.20)。かかる提案

は、「2009 年スタッフ・ペーパー」における価値の実現パターンに基づいて測定基準を選

択する提案と軌を一にするものであると思われる（図表 1参照） 

具体的に、公開草案が混合測定モデルを提案したのは、将来キャッシュフローへの貢献

の仕方――これは企業が行う事業活動の性質に部分的に依存する。――および資産・負債

の特性によって測定基礎を使い分ければ、財政状態計算書および財務業績の計算書

(statement(s) of financial performance)3において提供される情報の目的適合性が高まると考え

たからである(IASB, 2015, par.6.76)。加えて、混合測定モデルによれば、理解可能性や検証
                                                        
3 公開草案では，「財務業績の計算書」の中身は特定されていない。それは，一つの計算書で構成される
場合もあるし，二つの計算書から構成される場合もあるが，財務業績の中心は純損益の部または純損益計

算書(the statement, or section, of profit or loss)であるとされている。また，純損益(profit or loss)の定義は与え
られていないが，ある収益・費用が純損益ではなく，その他の包括利益(OCI)として報告されるのは，当該
収益・費用が現在価額で測定された資産・負債に関するものであり，それらを OCIに含めることで純損益
のレリバンスが高められる場合であると述べられている(IASB, 2015, par.17)。 
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可能性がより高まり、適用コストが低くなるためである(IASB, 2015, BC6.13)。 

この公開草案で特筆すべきは、討議資料の考え方が踏襲され、企業の論理（歴史的原価・

使用価値・履行価値）と市場の論理（公正価値）の併存が前提とされていることである。

また、資産または負債が将来キャッシュフローにどのように貢献するかは、企業の事業活

動の性質に部分的に左右されると述べられていることである。さらに、ホーリスティック

観の流れを汲み、財政状態計算書（項目）だけでなく財務業績の計算書（項目）の重要性

に言及されていることである(IASB, 2015, par.4.52; BC4.3)。 

 

Ⅲ	 ３つの異なる混合測定モデルにおける歴史的原価と公正価値の主従関係 

 

1	 収益費用観・歴史的原価会計 

	 「2010 年スタッフ・ペーパー」では、「損益計算書観（収益費用観）によれば、包括利

益計算書（損益計算書）に示される発生主義に基づくキャッシュフローの持続性（純利益）

に関する情報を提供できるような資産・負債の測定基準、つまり歴史的原価の諸形態が選

択される。」(IASB, 2010, pars.13-15. 括弧内―筆者)と述べられており、収益費用観と歴史的

原価が結びつけられている。 

「2010 年スタッフ・ペーパー」によれば、収益費用観のもとで歴史的原価が原則とされ

るのは、ほとんどの資産・負債は包括利益を構成する持続可能な要素（純利益―筆者）を

創出するために結合して用いられるためである。つまり、ほとんどの資産は、複数のステ

ップを経て間接的に価値のフローを創出するためである(IASB, 2010, pars.28-30)。「2009年

スタッフ・ペーパー」の言葉を借りると、生産・販売・流通プロセスに関連するほとんど

の資産は間接的に価値を実現させるためである（図表 1参照）。 

かくして、収益費用観のもとでは、歴史的原価が主として用いられ、公正価値が副次的

に用いられることになる（図表 2 参照）。公正価値が用いられるのは、資産・負債が歴史

的原価を有さない場合およびそれらが生産ではなく市場で売買することを目的にする場合

である（図表 3参照）。 

 

２	 資産負債観・公正価値会計 

「2010 年スタッフ・ペーパー」では、「貸借対照表観（資産負債観）によれば、当該企

業の「富」を忠実に表現できるような資産・負債の測定基準、つまりカレント・プライス

またはカレント・バリューが選択される。」(IASB, 2010, pars.10-18. 括弧内―筆者)と述べら

れており、資産負債観と公正価値が結びつけられている。 

「2010 年スタッフ・ペーパー」によれば、資産負債観のもとで公正価値が原則とされる

のは、公正価値を用いれば、財政状態計算書（貸借対照表）上で、資産の売却（負債の移

転）によって実現する（犠牲にされる）であろう将来キャッシュフローに関する情報を提

供できるからである。しかも、公正価値によれば、市場の期待が反映されたキャッシュフ
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ローに関する情報を提供できるからである(IASB, 2010, pars.25-26)。 

かくして、資産負債観のもとでは、公正価値が主として用いられ、歴史的原価が副次的

に用いられることになる（図表 2 参照）。歴史的原価が用いられるのは、公正価値が極度

に主観的または不確実でレリバントでない場合および公正価値を用いるコストが極度に高

い場合である（図表 3参照）。 

 

３	 ホーリスティック観 

「2010 年スタッフ・ペーパー」では、「ホーリスティック観によれば、財政状態計算書

（貸借対照表）上で企業の資源および（純）請求権のストックを描写し、包括利益計算書

上でストックの価値変動額を伝達できるような資産・負債の測定基準が選択される。未実

現の価値変動額（未実現利益）は現存する資産・負債の市況の変化の指標として重要であ

り、発生主義に基づく過去のキャッシュフローおよび実現した価値の変化額（実現利益）

は経営者が実際にリターンとして実現させる能力を測る上で重要である。したがって、ホ

ーリスティック観ではカレント・プライス（カレント・バリュー）と歴史的原価をはじめ

とする複数の測定基準が選択される」(IASB, 2010, pars.16-18. 括弧内―筆者)と述べられてい

る。ホーリスティック観のもとでは、歴史的原価と公正価値がいずれも原則的な測定基準

に据えられており、収益費用観と資産負債観が内包されていると考えられる。 

「2010 年スタッフ・ペーパー」では、ホーリスティック観に立つ場合には次の 5 つの観

点が重要であると考えられている。つまり、(1)財政状態計算書、包括利益計算書、キャッ

シュ・フロー計算書、注記を含むトータルな表現であること、(2)選択した測定基準がキャ

ッシュフローの予測の評価に資すること、(3)資産に関する将来キャッシュフローの金額、

時期および不確実性は「価値の実現」概念に依拠していること、(4)同様に、負債に関して

は「価値の犠牲」概念に依拠していること、(5)複数の測定基準を選択することは利用者に

とってレリバントであること、また価値の変化額を持続的な要素と一時的な要素に分ける

ことは予測価値、よってレリバンスを高めること、である(IASB, 2010, par.22)。 

このようにホーリスティック観のもとでは、歴史的原価と公正価値がいずれも原則的に

用いられる（図表 2 参照）。歴史的原価が用いられるのは、間接的に価値のフローを創出

する資産・負債であり、公正価値が用いられるのは、直接的に価値のフローを創出する資

産・負債である（図表 3参照）。 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 （注）収益費用観：［主］歴史的原価	 ［副］公正価値 

	 	 	 資産負債観：［主］公正価値	 ［副］歴史的原価 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ホーリスティック観：［主］歴史的原価・公正価値 

 

図表３	 歴史的原価と公正価値の選択規準	 

会計（利益）観 測定基準 選択規準 

収益費用観 ［主］歴史的原価 価値（キャッシュフロー）が間接的に実現する資産・負債 

 ［副］公正価値 歴史的原価を有さない場合および市場で売買することを

目的にする場合 

資産負債観 ［主］公正価値 レリバンスと忠実な表現を満たすすべての資産・負債 

 ［副］歴史的原価 公正価値が極度に主観的または不確実でレリバントでな

い場合および適用コストが極度に高い場合 

ホーリスティック観 ［主］歴史的原価 価値（キャッシュフロー）が間接的に実現する資産・負債 

 ［主］公正価値 価値（キャッシュフロー）が直接的に実現する資産・負債 

 

このように等しく混合測定モデルが採用されているとはいえ、３つの考え方の立場はま

ったく異なっている。しかし、FASBと IASBの測定プロジェクトでは、なぜ収益費用観と

歴史的原価会計が結びつき、資産負債観と公正価値会計が結びつくのか、あるいはホーリ

スティック観のもとではいかなる場合に歴史的原価または公正価値が用いられるのか――

例えば、価値（キャッシュフロー）が間接的（直接的）に実現する資産・負債の場合、な

ぜ歴史的原価（公正価値）が望ましいのか――について、説明が尽くされているわけでは

ない。そこで以下では、収益費用観、資産負債観およびホーリスティック観を支える諸原

則ついてより詳しくみていきたい。 
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Ⅳ	 収益費用観・資産負債観・ホーリスティック観の背景と諸原則	 

 

1	 収益費用観・歴史的原価会計 

収益費用観（・歴史的原価会計）がとられている典型は、「企業会計原則」である。「企

業会計原則」では、収益費用観を支える概念や諸原則として、実現主義、費用収益対応の

原則、取得原価主義、および原価（費用）配分の原則が採用されている。 

実現主義と費用収益対応の原則は、損益計算書に関する原則である。具体的に、「企業

会計原則」では、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によ

って実現した…」（損益計算書原則三 B）ものに限られ、「未実現収益は、原則として、当

期の損益計算に計上してはならない」（損益計算書原則一 A）と述べられている。また、「費

用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項

目とを損益計算書に対応表示しなければならない」（損益計算書原則一 C）と述べられてい

る。 

他方、取得原価主義と原価（費用）配分の原則は貸借対照表に関する原則である。ここ

に取得原価主義とは、「貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取

得原価を基礎として計上しなければならない。」（貸借対照表原則五）ことをいい、原価

（費用）配分の原則とは、「資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によ

って、各事業年度に配分しなければならない。」（貸借対照表原則五）ことをいう。 

（比較的厳格な）取得原価主義や実現主義に依拠する「企業会計原則」では、棚卸資産

や有価証券の低価基準を除いて時価評価（公正価値測定）に関する規定はみられない4。し

かし、収益費用観・歴史的原価会計のもとでは、すべての資産・負債を歴史的原価で評価

することが含意されているわけではない。例えば、低価基準以外に、自由選択性資金（拘

束を解かれた貨幣資本）あるいは経営者にその意図があり、売却・決済しようと思えばい

つでも売却できる資産・負債は公正価値で評価される。その具体例が、トレーディング目

的の有価証券やデリバティブの「公正価値評価－損益処理」（当該資産・負債を公正価値

で評価し、その差額を損益に含める処理）である（角ヶ谷, 2009, 170頁）。この点、「企業

会計原則」に論評を加えた森田(1990)では次のように指摘されている。 

 

一時所有の市場性ある有価証券についても、製品等と同様に、現行の企業会計原

則では原価評価が原則であり、評価益の計上は認めていない。しかし、この場合

の現金―有価証券―現金という取引は、決して資本が自由選択性―拘束―自由選

択性という過程を辿っているのではなく、有価証券自体が自由選択性資金の状態

にあるのである。したがって、これは、対象となる資産が自由選択性資金であり、

それが値上がりによって増加しているにも拘わらず、販売という過程に固執して

資本の増加（利益）を認識しないものであり、実現主義の誤れる適用というべき

                                                        
4 本論文では、便宜的に、時価と公正価値を使い分けることがある。 
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である。（森田, 1990, 22頁） 

 

このように収益費用観・歴史的原価会計のもとでは、すべての資産・負債が歴史的原価

で評価されるわけではない。世界大恐慌以降の米国の会計実務に目を向けると、売上債権

の貸倒処理、棚卸資産の低価基準、金融商品の会計処理、固定資産の減損処理などにあた

り、公正価値の適用範囲が徐々に拡大されてきた。日本でも、戦後、ほぼ同様な経路を辿

って時価の適用範囲が拡大されてきた(Tsunogaya et al., 2011, p.22)。 

 

２	 資産負債観・公正価値会計 

	 歴史的原価会計は 1980 年代の貯蓄貸付組合(S&L)の危機以降、批判に晒されるようにな

り、公正価値会計が徐々に浸透するようになった(角ヶ谷, 2014, 182-187頁)。当時、S&Lは

預金者から短期資金を集め、それを長期の固定金利のモーゲージ・ローン（住宅ローン）

として運用していた。1970年代後半から 1980年代初頭は、規制が緩和され、インフレーシ

ョンの進行に伴う金利上昇に歯止めがかからなかった時代である。そのため、S&L の資産

（モーゲージ・ローン）の時価は帳簿価額を大幅に下回ることになったが (SEC, 2008, p.35)、

歴史的原価会計のもとでは、モーゲージ・ローンの評価損失の認識が先送りされ、時価が

帳簿価額を上回るものだけを売却するゲイン・トレーティングが可能であった(Wyatt, 1991)。 

SEC はかかる未曾有の S&L 金融危機によって方向転換を余儀なくされ、Breeden 委員長

が金融機関の金融商品を（全面）時価評価すべき旨の提案を行うに至った(Breeden, 1990)。

この提案を契機にして、FASBの金融商品プロジェクトが一気に進み出し、金融商品の時価

情報の開示に関する基準、金融商品の一部（トレーディング証券、売却可能有価証券およ

びデリバティブ）に時価評価を要請する基準、不良債権のリストラクチャリングに関する

基準が矢継ぎ早に公表された5。 

	 また、2002 年には FASB と IASB の間で「ノーウォーク合意」が締結され、そこで合意

された高品質でグローバルな財務報告へのコンバージェンスも公正価値会計に向けた流れ

を加速させた。FASBは 2003年に公正価値測定プロジェクトを審議事項に加え、2006年に

SFAS第 157号(ASC820)「公正価値測定」(FASB, 2006)を公表した。IASBは 2005年にカナ

ダ会計基準審議会のスタッフの協力を得て討議資料を公表し、最終的に IFRS 第 13 号「公

正価値測定」(IASB , 2011)を公表した。さらに、FASBと IASBは測定プロジェクトに着手

し、Ⅱ節で説明したとおり、スタッフ・ペーパー、討議資料、公開草案などを公表してき

た。測定プロジェクトが開始された 2007年当時は、公正価値を原則的に適用し、歴史的原

価を極力排除するような提案がなされていた。 

	 一部繰り返しになるが、共同プロジェクトおよび測定プロジェクトの根底には「SEC 研

究報告書」(SEC, 2003)の次のような一連の主張があった。つまり、(1)原則主義的＝目的志
                                                        
5 さらに、金融商品の全てについて「公正価値測定－損益処理」を要請するような提案が、国際会計基準
委員会(IASC)の討議資料「金融資産・金融負債の会計」(IASC, 1997)およびジョイント・ワーキング・グル
ープ(JWG)のドラフト・スタンダード「金融商品および類似項目」(JWG, 2000)によってなされた。 
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向型会計基準の選択、(2)会計基準設定における「概念フレームワーク」の必要不可欠性の

強調とその改善プロジェクトの提起、(3)目的適合性、信頼性、比較可能性間のトレードオ

フを行う基準の明確化の必要性の提起、(4)収益費用観の否定と資産負債観の選択、(5)可能

な測定属性の中から或る属性を選択するためのパラダイムの確立(津守, 2008, 7頁)である。

これらが収益費用観・歴史的原価会計から資産負債観・公正価値会計へ、混合測定モデル

から測定基準の特定化へ向けた原動力となった。 

	 共同プロジェクトおよび測定プロジェクトでは公正価値がレリバントであることが前提

とされていたので(e.g., IASB, 2005, paras.128, 301)、資産負債観を徹底すれば、金融商品だけ

でなく固定資産についても公正価値測定される可能性があった。当時は J. R. Hicksの所得概

念などを援用して、金融商品の包括的公正価値評価モデルのみならず、（固定資産を含む）

公正価値会計が提案されることがあった (Schipper and Vincent, 2003; Bullen and Crook, 2005)。

さらに、買入のれんであっても自己創設のれんであっても経済価値（将来キャッシュフロ

ー獲得能力）を有することに変わりはないので、買入のれんをオンバランスするのであれ

ば、自己創設のれんもオンバランスすべきことを射程において議論がなされることもあっ

た(Blair and Wallman, 2001; Lev, 2001)。 

	 ところが、2008 年 9 月のリーマン・ブラザーズの破綻に端を発した金融危機に対処する

ために、米国で「金融安定化法」(The Emergency Economic Stabilization Act of 2008)が制定さ

れた。同法第 132項では、SFAS第 157号における公正価値測定の適用の中止に言及されて

いた。FASBは、このような事態を受けて、2008年 10月に緊急にスタッフ・ポジション「市

場が活発でない場合の金融資産に係る公正価値の決定」を公表した。IASBも緊急対応を迫

られ、デュープロセスを経ることなく国際会計基準(IAS)第 39号「金融商品：認識および測

定」を改訂し、公正価値測定が要請されるトレーディング目的あるいは売却可能分類から

償却原価法が適用される満期保有目的への分類変更を認めた(詳細は、角ヶ谷, 2014, 186頁

参照)。 

	 SECの委員長であった Breedenの提案以降、「原則主義」「市場の論理」および「コンバ

ージェンスの加速」という一連の主張やレトリックに後押しされ公正価値測定の適用領域

を拡大させる方向性にあった(Biondi and Suzuki, 2007, pp.589-591)。しかし、世界的な金融危

機に伴う公正価値会計の一部停止は、金融商品に限っても全面公正価値会計では基準にな

り得ないことを証明し、公正価値が無条件に公正かつ透明であり、それが有用な会計情報

を生み出す唯一の測定値だということは幻想であることを露呈した(斎藤, 2009, 18頁)。 

 

３	 ホーリスティック観 

ホーリスティック観のもとでは、財務報告の目的に照らして、歴史的原価会計を用いる

のか公正価値会計を用いるのかが、資産・負債の項目（グループ）ごとに判断される。FASB

と IASBの測定プロジェクトでは、価値（キャッシュフロー）の実現パターンに基づいて測

定基準を選択することが提案されていたが（図表 1参照）、なぜ価値（キャッシュフロー）
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が間接的（直接的）に実現する資産・負債に歴史的原価（公正価値）を適用するのかにつ

いて、説明が尽くされていたわけではない。 

Nissim and Penman (2008)は、歴史的原価と公正価値の境界（使い分け）を「裁定取引の経

済学」を用いて説明している。また、この概念を支える諸原則として、「一対一の原則」

「資産負債対応の原則」「情報保存の原則」「無裁定見積もりの原則」「正しい調整の原

則」を掲げているので、以下、順を追って説明する。 

 

(1) 裁定取引の経済学 

ホーリスティック観における歴史的原価会計と公正価値会計の線引きのための（上位）

概念が、「裁定取引の経済学」(economics of arbitrage)である。ある取引が当該企業のビジネ

スモデルに従って裁定すること（つまり価値を付加すること）を目的としたものであれば、

当該取引は歴史的原価を基礎にして評価される。実際、「多くのビジネスモデルは（仕入

先に支払う）インプット（入口）価格と得意先との取引によるアウトプット（出口）価格

との裁定を含んでいる。よって、顧客を相手にする事業では――つまり、対顧客取引によ

る収益（売上高）というトップライン概念と対顧客取引による利益（付加価値）というボ

トムライン概念が重要性をもつ場合には――公正価値会計を適用すべきではないことにな

る 」(Nissim and Penman, 2008, p.ⅲ; 訳書, 7頁) 。逆に、無裁定取引（つまり株主にとって

の価値と市場価格が等しい状態）であれば、当該取引は公正価値で評価される。この場合

にはトップライン概念（収益）よりもボトムライン概念（包括利益）が重視される。 

かかる裁定取引の経済学は、どのようなときに公正価値会計（または歴史的原価）を適

用すればよいのかを決定づける以下の五原則を支配している(以下、Nissim and Penman, 2008, 

pp.21-40, 51-52; 訳書, 43-77, 95-96頁参照)。 

 

(2) 一対一の原則 

公正価値会計が妥当するのは、株主にとっての価値（予想利益の現在価値）が市場価格

に対するエクスポージャー（リスクの可能性）によってのみ左右され、当該会社が関与し

た事業活動の実績が株主価値に一切含まれていない場合である。つまり、公正価値会計が

望ましいのは、株主にとっての価値が当該資産ないし当該負債の市場価格と一対一の関係

で変化する場合だけである。 

	 逆から言えば、会社がある安い価格で購入し他の高い価格で販売しようとしている場合

には、公正価値会計の適用は適切ではないことになる。このような考え方は目新しいもの

ではない。なぜならば、そもそも価値を付加するビジネスモデルのもとで実際に行われた

活動や行為を追跡し描写するために発展してきたのが、歴史的原価会計だからである 

(Littleton, 1953, p.80)。 

なお、公正価値会計が貸借対照表に重点をおくのは、価値は財産上の権利・義務から生

じ、当該権利・義務が変動することによってのみ価値が付加されるからである。公正価値
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会計のもとでは、変動差額として利益が計算されるので、財務諸表の利用者にとって興味

深いはずのトップライン概念（収益）は存在しない。前述の通り、公正価値会計のもとで

重視されるのは、トップライン概念でなくボトムライン概念（包括利益）である。 

 

(3) 資産負債対応の原則 

公正価値会計は、１つの事業グループとして一体的に機能する資産群・負債群に対して

適用される。公正価値会計がグループ単位で適用されるのは、ビジネスプランに従って結

合利用された経営実態を反映させるためである。例えば、会社の債務を信用力の低下に応

じて市場価格へと引き下げる処理は、信用力の低下の原因となる諸資産の価値もあわせて

減少させることによってはじめて適切なものになる。 

また、銀行の貸出金を公正価値で評価する処理は、対応するコア預金を公正価値で評価

してはじめて適切なものになる。しかし、コア預金はカスタマーリレーションシップをは

じめとするインタンジブルズを含むので（それゆえ一対一の原則に抵触するので）、公正

価値会計の適用には馴染まない。そのため、資産負債対応の原則によると、銀行の貸出金

もコア預金も公正価値で評価することは適切ではないことになる。 

 

(4) 情報保存の原則 

歴史的原価会計の代替として公正価値会計を適用できるのは、公正価値が歴史的取引情

報に基づくことなく決められる場合だけである。歴史的取引情報に基づいて公正価値を見

積もり、その公正価値を資産・負債評価に用いるのは適切ではない。情報保存の原則によ

れば、企業評価額（市場価格）を推定することと、企業評価額（市場価格）を算定するた

めに提供する情報は明確に区別されなければならない。会計情報に基づいて企業評価を行

うのであって、その逆でないことは強調されなければならない6。 

会計情報と企業評価を区別することの重要性は、IASB の概念フレームワーク (IASB, 

2010, OB7)においても次のように指摘されている。すなわち、「一般目的の財務報告書の目

的は、現在および潜在的な投資者、融資者ならびにその他の債権者が報告エンティティの

価値の予測に役立つ情報を提供することであり、報告エンティティの企業価値そのものを

報告することではない」と。 

 

(5) 無裁定見積もりの原則 

無裁定見積もりの原則は、市場価格を直接入手できず、仮想的な価格（見積公正価値）

が用いられるケースに適用される。 

                                                        
6 同様の指摘は、古くから繰り返しなされてきた。例えば、Sorter (1974, p.107)では次のように述べられて
いる。「経済（企業）価値の算定は、会計の機能ではなく、市場の機能である。会計プロセスを経て提供

される情報は、明白なものでなければならない。それらは、経済（企業）価値算定モデルのインプットと

して伝達されなければならない。会計情報は、最終的なアウトプットあるいは経済（企業）価値算定モデ

ルの結果であるかのようなふりをしてはならない。」(括弧内―筆者) 
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見積公正価値は、次の要求事項を満たさなければならない。つまり、(a) 見積もりは、活

発で比較可能な同時期の市場価格に基づいて行われること、(b) 当該会社は、比較可能な市

場で価格間の裁定取引を行うことができないこと、(c) 見積もりに用いられる評価技法は、

無裁定取引の仮定による制約を受けること、である。 

この原則に従うと、マーク・トゥ・マーケット（市場価格による再測定）に代えてマー

ク・トゥ・モデル（モデルによる再測定）を適用できるのは、その評価モデルに用いられ

る価格やその他のインプットが裁定を含まない場合だけである。そのような例として、ブ

ラック＝ショールズのオプション価格算定式があげられる。 

 

(6) 正しい調整の原則 

無裁定見積もりの原則と同様に、正しい調整の原則も、市場価格を直接入手できず、仮

想的な価格（見積公正価値）が用いられるケースに適用される。 

公正価値会計は、実際の取引に基づくわけではない。よって、適切な公正価値会計では、

「実現」（あるいは実現主義）とは異なる調整が行われる。通常は、正しい調整の結果と

して、最終日の損失（ないし最終日の利益）が報告され、公正価値の見積数値に含まれる

システマティック・バイアス（系統的な偏り）が明らかにされる。  

また、公正価値会計を適用する場合には、公正価値利得・損失を、実現利得・損失と照

らし合わせて処理し報告することが望まれる。さもなくば、現行のストック・オプション

会計のようにこの原則に抵触する。現行のストック・オプションの会計処理は、権利付与

日に当該オプションを公正価値で評価し、費用を認識することを要求する。しかし、権利

付与日のオプションの公正価値が過少に見積もられたとしても、追加的な費用が報告され

ることはない。また当該オプションが行使されなかった場合にも、認識された費用の戻し

入れは行われないので、正しい調整の原則に抵触する。 

 

Ⅴ	 ホーリスティック観における歴史的原価会計の重要性	 

 

１	 価値創造活動の描写 

裁定取引の経済学および五原則に鑑みると、裁定取引については歴史的原価会計が適用

され、非裁定取引についてのみ公正価値会計が適用される。ホーリスティック観のもとで

は、歴史的原価も公正価値も原則的な測定基準であるが、ほとんどの資産・負債に歴史的

原価会計が適用されるのは――つまり、公正価値会計が適用される資産・負債がきわめて

限定的であるのは――、以下の理由による。 

 

 

歴史的原価会計は、（仕入先から）インプットを購入し、それを事業計画(business 

plan)に基づいて製品へと変換させ、その製品を（顧客に対して）原価よりも高い
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価格で販売することによって事業価値を創出するという見地に立っている。要す

るに、歴史的原価会計は、企業が事業計画に従って財・用役のインプット市場と

アウトプット市場の間の裁定を行うことで価値が付加されるという見方をする。

歴史的原価会計は、当該事業計画から獲得が予想される成果の（現在）価値を報

告するものでも、個々の資産の（現在）価値を報告するものでもない。むしろ、

歴史的原価会計は当該事業計画の遂行状況を報告するものであり、インプット市

場とアウトプット市場における実際の取引が実質的に確認されたときに初めて価

値の増加（利益）が認識される。それゆえ、エクイティ・アナリストは、当該会

社が市場で関与した歴史的記録に基づいて将来利益ないし将来キャッシュ・フロ

ーの予測を行い、その予測をもとに当該会社の価値を評価する。(Nissim and Penman, 

2008, pp.14-15; 訳書, 31-32頁) 

 

このようにホーリスティック観は、歴史的原価会計を内包する考え方である。公正価値

会計だけでなく歴史的原価会計が原則とされるのは、歴史的原価会計は公正価値会計には

ない企業の価値創造活動を描写するというダイナミクスを備えているからである(Bignon et 

al., 2009; Biondi, 2011)。しかも、財政状態計算書上のほとんどの資産・負債に歴史的原価会

計が適用されるのは、ほとんどの企業は生産・販売・流通プロセスを通じて価値創造活動

を行うビジネスモデルを有しているためである。 

 

２	 ビジネスモデル 

FASB と IASB の測定プロジェクトでは、とりわけ 2009 年以降、「価値の実現」あるい

は「将来キャッシュフローへの貢献」パターンの違いに基づいて公正価値と歴史的原価を

使い分ける混合測定財務報告システムが提案されてきた。Nissim and Penman (2008, p.ⅱ;	 訳

書, 4 頁) の言を借りて言い換えると、当該企業にとっての資産・負債価額が市場価格と一

対一の関係で変動する（つまり、価値（キャッシュフロー）が直接的に実現する）場合に

は公正価値が妥当するのに対し、企業が事業活動を通じて市場価格に価値を付加する（つ

まり、価値（キャッシュフロー）が間接的に実現する）場合には歴史的原価が妥当する。

これまで公正価値を「どのように」適用するのかについては議論されてきたが（例えば、

FASB, 2006; IASB, 2011）、「どのようなときに」適用するのかという問題については等閑

視されてきたことを踏まえると、FASBと IASBが公正価値と歴史的原価の線引きについて

議論を行ってきたことは特筆に値する。 

このような当該企業における「価値（キャッシュフロー）の実現」パターンに基づいて

測定基準を使い分ける混合測定財務報告システムは、企業の論理すなわち当該企業のビジ

ネスモデルあるいは事業活動の性質を前提にしている。一般に、測定基準の選択に当たり

ビジネスモデルを考慮すべきという賛成論者は、ビジネスモデルは経営者の意図とは異な

り、より全体的・安定的で検証可能性が高いと主張するのに対して、反対論者はビジネス
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モデルに基づく情報は主観的で非中立的だと批判する (EFRAG, 2013, B.50, B26)。財務報告

の対象である主題、すなわち「報告エンティティの活動の対象」についてほとんど検討さ

れてこなかったことを踏まえると（今福, 2015, 114頁）、ビジネスモデルを踏まえた議論が

行われてきたことは注目に値する7。 

貸借対照表観（資産負債観）によれば、当該企業の富を忠実に表現できるような公正価

値が選択され、損益計算書観（収益費用観）によれば、発生主義に基づくキャッシュフロ

ーの持続性に関する情報を提供できるような歴史的原価が選択されといった二項対立的な

立場をとる場合 (例えば、IASB, 2010 参照)、資産負債観から（歴史的原価を原則的な測定

基準として内包する）混合測定財務報告システムを導出することはできない。同様に、収

益費用観から（公正価値を原則的な測定基準として内包する）混合測定財務報告システム

を導出することはできない。このことが収益費用観でもなく資産負債観でもない新たな会

計（利益）観、すなわちホーリスティック観を構築する契機になったと思われる。ホーリ

スティック観のもとでは，「価値（キャッシュフロー）の実現」パターンあるいはビジネ

スモデルに基づいて資産・負債の測定基準が使い分けられ、利益が各構成要素（たとえば、

純損益とその他の包括利益）に分解される（図表４参照）8。 

 

図表４	 ホーリスティック観おける測定基準の選択	 

 価値（キャッシュフロー）の実現  

間接的     直接的 

歴史的原価会計  公正価値会計 

（純利益）  （純利益／OCI） 

裁	 定   非裁定 

 ビジネスモデル・事業活動  

 

 
	 

	 

                                                        
7 「ビジネスモデル」という用語は IFRS第 9号「金融商品」で初めて使用されたが、様々な団体が異なる
意味で用いているため、公開草案 (IASB, 2015)では採用されず、経営者の意図やビジネスモデルに代えて
「事業活動」という用語が用いられた。なお、IFRS第 9号では、ビジネスモデルは企業の管理方法や情報
提供方法によって観察される事実の問題であり、経営者の意図とは異なる旨の指摘がなされている

(BC4.20-4.21)。 
8 IASB(2014)では、ビジネスモデルは測定や純利益と OCI の区分だけでなく、測定単位、表示あるいは開
示にも影響を与えると述べられている。さらに、ビジネスモデルは統合報告のコアをなすことから、両者

の関連に言及する論者もある（古賀, 2014; 村田, 2014）。 
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Ⅵ	 結びに代えて	 

 

	 以上の検討から、おおむね次の事柄が明らかにされた。 

第一に、FASBと IASBによる 2007年当時の測定プロジェクトは SFAS第 157号(ASC820)

「公正価値測定」(FASB, 2006)と同様に「市場の論理」に基づいており、（公正価値に基づ

く）単一測定モデルを目指していたが、その後、「企業の論理」を基底に据えて、歴史的

原価と公正価値を使い分ける混合測定モデルに向けて徐々に提案が変化していったことで

ある。 

	 第二に、測定プロジェクトで提案された混合測定モデルは、「価値（キャッシュフロー）

の実現」パターンに基づいており、それが間接的に実現する場合には歴史的原価が適用さ

れ、直接的に実現する場合には公正価値が適用されることである（図表 1参照）。 

	 第三に、一口に混合測定モデルといっても、収益費用観・歴史的原価会計、資産負債観・

公正価値会計およびホーリスティック観といった 3 つの異なる考え方が認められることで

ある。収益費用観・歴史的原価会計では、歴史的原価が主として用いられ、公正価値が副

次的に用いられる。資産負債観・公正価値会計では、公正価値が主として用いられ、歴史

的原価が副次的に用いられる。ホーリスティック観では、歴史的原価と公正価値がいずれ

も原則的に用いられる（図表 2, 3参照）。 

	 第四に、伝統的な簿記・会計の見方である収益費用観・歴史的原価会計と新たな簿記・

会計の見方であるホーリスティック観はともに歴史的原価を基底に据えていることである。

しかし、収益費用観（・歴史的原価会計）を支える諸原則は、実現主義、費用収益対応原

則、取得原価主義および原価配分の原則であるのに対して、ホーリスティック観を支える

諸原則は、一対一の原則、資産負債対応の原則、情報保存の原則、無裁定見積もりの原則

および正しい調整の原則などであり、諸概念は一線を画することである。とりわけ、「実

現」の意味内容は収益（利益）の実現から価値（キャッシュフロー）の実現に代わり、ま

た「対応」の意味内容は費用収益対応から資産負債対応に変わっていることには注意を要

する。 

	 第五に、ホーリスティック観、すなわち当該企業における「価値（キャッシュフロー）

の実現」パターンに基づいて測定基準を使い分ける混合測定財務報告システムは、当該企

業のビジネスモデルあるいは事業活動の性質を前提にしていることである。 

既述の通り、資産負債観・収益費用観の論理的含意については、それを財務諸表要素の

定義のみに作用するものとみる狭義説と、財務諸表要素の測定にも作用するものとみる広

義説がある(藤井, 2014, 157頁)。FASBと IASBの測定プロジェクトのように広義説をとる場

合、資産負債観・収益費用観から（歴史的原価と公正価値を原則的な測定基準として内包

する）混合測定財務報告システムを導出することはできない。かかる問題を克服するため

に、資産負債観でもなく収益費用観でもない新たな会計観、すなわちホーリスティック観

が提案されるようになったと思われる。 
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	 本論文で繰り返し指摘してきたが、ホーリスティック観はビジネスモデル・アプローチ

を採用している。ビジネスモデル・アプローチのもとでは、当該企業のビジネスモデルの

成功度を測定できるような測定基準が選択される。ある取引が当該企業のビジネスモデル

に従って裁定すること（つまり価値を付加すること）を目的としたものであれば、当該取

引は歴史的原価を基礎にして評価され、逆に、無裁定取引（つまり株主にとっての価値と

市場価格が等しい状態）であれば、当該取引は公正価値で評価される。 

	 Williamson (1991)を引き合いに出すまでもなく、一般に、生産（製品）が（完全に）標準

化され交換可能な場合には市場取引が望ましく、生産（製品）が特殊化され差別化されて

いる場合には企業内取引が望ましい。言うまでもなく、前者の場合には公正価値会計が適

用され、後者の場合には歴史的原価が適用される。エレクトロニクスの分野でグローバリ

ゼーションが進展したのは、生産（製品）が標準化されていたからだといわれている(Meeks 

and Swann, 2009, p.193)。製品が標準化している場合、あとは低価格で生産を請け負ってく

れる企業にアウトソースするだけである。逆に言えば、企業が存続し、ビジネスモデルに

従って裁定することを目的としている限り――つまり、生産（製品）が特殊化され差別化

されている限り――、公正価値会計を適用する必然性はないことになる。このように考え

ると、ビジネスモデル・アプローチが公正価値会計の（過度な）適用を制限するために

(ICAEW, 2010, p.3)、頭を擡げるようになったことも頷ける。 
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